
東

京

都

北

区

自

転

車

等

駐

車

場

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

二

月

四

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

七

十

号

東

京

都

北

区

自

転

車

等

駐

車

場

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

自

転

車

等

駐

車

場

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

六

十

一

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

四

条

第

二

項

第

一

号

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

一

削

除

第

八

条

の

二

第

一

号

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

一

削

除

「

板

橋

駅

東

口

自

転

車

駐

車

場

別

表

第

一

中

を

北

赤

羽

駅

赤

羽

口

自

転

車

駐

車

場

」

「

北

赤

羽

駅

赤

羽

口

自

転

車

駐

車

場

に

改

め

る

。

」

付

則

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東

京

都

北

区

高

齢

者

住

宅

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

二

月

七

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

七

十

一

号

東

京

都

北

区

高

齢

者

住

宅

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

高

齢

者

住

宅

条

例

施

行

規

則

（

平

成

九

年

十

月

東

京

都

北

区

規

則

第

五

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

付

則

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

５

区

長

は

、

新

た

に

高

齢

者

住

宅

の

使

用

を

許

可

さ

れ

た

者

（

東

京

都

北

区

一

人

ぐ

ら

し

高

齢

者

ア

パ

ー

ト

提

供

事

業

実

施

要

綱

（

平

成

元

年

八

月

十

四

日

元

北

厚

老

第

四

百

六

十

六

号

。

以

下

「

要

綱

」

と

い

う

。

）

第

七

条

の

規

定

に

よ

る

利

用

者

で

あ

つ

て

、

要

綱

第

三

十

八

条

第

一

項

第

八

号

の

規

定

に

該

当

し

て

ア

パ

ー

ト

を

明

け

渡

し

た

者

に

限

る

。

）

に

つ

い

て

、

使

用

を

許

可

さ

れ

た

高

齢

者

住

宅

の

使

用

料

（

以

下

「

新

使

用

料

」

と

い

う

。

）

が

従

前

の

ア

パ

ー

ト

の

最

終

の

利

用

料

（

以

下

「

従

前

利

用

料

」

と

い

う

。

）

を

超

え

る

こ

と

と

な

り

、

か

つ

、

当

該

使

用

者

の

居

住

の

安

定

を

図

る

た

め

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

条

例

第

十

四

条

第

一

項

、

第

三

十

二

条

第

一

項

又

は

第

三

十

四

条

第

一

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

新

使

用

料

か

ら

従

前

利

用

料

を

控

除

し

た

額

に

公

営

住

宅

法

施

行

令

第

十

二

条

の

表

上

欄

各

項

に

定

め

る

入

居

期

間

の

区

分

に

応

じ

て

そ

れ

ぞ

れ

同

表

下

欄

各

項

に

定

め

る

率

を

乗

じ

た

額

を

減

額

す

る

も

の

と

す

る

。

付

則

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東

京

都

北

区

立

公

園

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

二

月

八

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

七

十

二

号

東

京

都

北

区

立

公

園

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

立

公

園

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

三

十

三

年

四

月

東

京

都

北

区

規

則

第

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

一

条

の

二

第

二

項

第

二

号

及

び

第

三

号

、

第

一

条

の

五

、

第

一

条

の

六

第

三

号

か

ら

第

七

号

ま

で

の

規

定

、

第

一

条

の

九

並

び

に

第

一

条

の

十

第

三

項

中

「

有

料

公

園

施

設

」

を

「

公

園

」

に

改

め

る

。

第

六

条

第

五

項

中

「

前

各

項

」

を

「

第

一

項

か

ら

第

三

項

ま

で

」

に

改

め

、

「

、

自

動

車

を

前

各

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

」

及

び

「

、

当

該

前

各

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

」

を

削

る

。

付

則

に

次

の

二

項

を

加

え

る

。

（

東

京

都

北

区

立

飛

鳥

山

公

園

駐

車

場

の

使

用

申

請

及

び

承

認

の

特

例

）

３

令

和

二

年

十

二

月

十

日

か

ら

区

長

が

別

に

定

め

る

日

ま

で

の

間

に

限

り

、

第

六

条

第

五

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

東

京

都

北

区

立

飛

鳥

山

公

園

駐

車

場

（

以

下

「

飛

鳥

山

公

園

駐

車

場

」

と

い

う

。

）

の

使

用

申

請

は

、

電

子

メ

ー

ル

若

し

く

は

フ

ァ

ク

シ

ミ

リ

を

使

用

す

る

方

法

又

は

飛

鳥

山

公

園

駐

車

場

に

て

係

員

に

直

接

申

請

す

る

方

法

に

よ

り

行

う

も

の

と

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

係

員

が

飛

鳥

山

公

園

駐

車

場

に

入

場

さ

せ

た

こ

と

を

も

つ

て

、

飛

鳥

山

公

園

駐

車

場

の

使

用

に

係

る

区

長

の

承

認

が

あ

つ

た

も

の

と

み

な

す

。

４

前

項

の

区

長

の

承

認

は

、

申

請

の

順

序

に

よ

り

行

う

も

の

と

す

る

。
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付

則

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

付

則

に

二

項

を

加

え

る

改

正

規

定

は

、

令

和

二

年

十

二

月

十

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東

京

都

北

区

立

児

童

遊

園

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

二

月

八

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

七

十

三

号

東

京

都

北

区

立

児

童

遊

園

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

立

児

童

遊

園

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

三

十

三

年

五

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

四

条

中

「

す

べ

て

」

を

「

全

て

」

に

改

め

、

同

条

を

第

十

二

条

と

す

る

。

第

三

条

各

号

列

記

以

外

の

部

分

中

「

第

十

条

」

を

「

第

十

六

条

」

に

改

め

、

同

条

第

一

号

中

「

第

十

条

第

一

号

」

を

「

第

十

六

条

第

一

項

第

一

号

」

に

改

め

、

同

条

第

二

号

中

「

同

条

第

一

項

第

二

号

」

を

「

条

例

第

十

六

条

第

一

項

第

二

号

」

に

改

め

、

同

条

第

三

号

中

「

同

条

第

一

項

第

三

号

」

を

「

条

例

第

十

六

条

第

一

項

第

三

号

」

に

改

め

、

同

条

を

第

十

一

条

と

す

る

。

第

二

章

を

第

三

章

と

す

る

。

第

二

条

の

二

第

一

項

中

「

第

七

条

た

だ

し

書

」

を

「

第

十

三

条

た

だ

し

書

」

に

改

め

、

同

条

を

第

十

条

と

す

る

。

第

二

条

中

「

第

七

条

」

を

「

第

十

三

条

」

と

す

る

。

第

一

条

第

一

項

中

「

東

京

都

北

区

立

児

童

遊

園

条

例

（

昭

和

三

十

三

年

四

月

条

例

第

三

号

。

以

下

「

条

例

」

と

い

う

。

）

第

六

条

」

を

「

条

例

第

十

二

条

」

に

改

め

、

同

条

を

第

八

条

と

す

る

。

第

一

章

を

第

二

章

と

し

、

同

章

の

前

に

次

の

一

章

を

加

え

る

。

第

一

章

総

則

（

目

的

）
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第

一

条

こ

の

規

則

は

、

東

京

都

北

区

立

児

童

遊

園

条

例

（

昭

和

三

十

三

年

四

月

東

京

都

北

区

条

例

第

三

号

。

以

下

「

条

例

」

と

い

う

。

）

の

施

行

に

つ

い

て

必

要

な

事

項

を

定

め

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。

（

指

定

管

理

者

の

指

定

の

申

請

）

第

二

条

条

例

第

六

条

に

規

定

す

る

指

定

管

理

者

の

指

定

を

受

け

よ

う

と

す

る

も

の

は

、

指

定

管

理

者

指

定

申

請

書

（

別

記

第

一

号

様

式

）

に

よ

り

区

長

に

申

請

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

２

条

例

第

六

条

第

二

項

及

び

第

四

項

に

規

定

す

る

規

則

で

定

め

る

書

類

は

、

次

に

掲

げ

る

も

の

と

す

る

。

一

団

体

に

関

す

る

書

類

ア

団

体

の

概

要

及

び

運

営

理

念

に

関

す

る

書

類

イ

登

記

事

項

証

明

書

（

法

人

に

限

る

。

）

ウ

定

款

、

寄

附

行

為

又

は

こ

れ

に

準

ず

る

も

の

（

法

人

に

限

る

。

）

エ

印

鑑

証

明

書

（

法

人

に

限

る

。

）

オ

団

体

の

予

算

及

び

決

算

に

関

す

る

書

類

で

区

長

が

指

定

す

る

も

の

カ

納

税

に

関

す

る

書

類

で

区

長

が

指

定

す

る

も

の

キ

そ

の

他

区

長

が

必

要

と

認

め

る

も

の

二

児

童

遊

園

の

管

理

運

営

に

関

す

る

書

類

ア

職

員

体

制

そ

の

他

児

童

遊

園

の

管

理

運

営

に

関

し

区

長

が

指

定

す

る

書

類
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イ

経

営

改

善

計

画

に

関

す

る

書

類

（

条

例

第

六

条

第

四

項

に

規

定

す

る

場

合

に

限

る

。

）

ウ

資

金

収

支

計

画

に

関

す

る

書

類

で

区

長

が

指

定

す

る

も

の

エ

情

報

管

理

体

制

に

関

す

る

書

類

で

区

長

が

指

定

す

る

も

の

オ

そ

の

他

区

長

が

必

要

と

認

め

る

も

の

三

前

二

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

指

定

管

理

者

と

し

て

児

童

遊

園

の

管

理

を

引

き

継

ぐ

た

め

に

必

要

な

事

項

そ

の

他

区

長

が

必

要

と

認

め

る

事

項

に

関

す

る

書

類

３

区

長

は

、

条

例

第

六

条

第

三

項

又

は

第

四

項

の

規

定

に

よ

り

指

定

管

理

者

の

候

補

者

を

選

定

し

た

と

き

は

、

指

定

管

理

者

候

補

者

選

定

結

果

通

知

書

（

別

記

第

二

号

様

式

）

に

よ

り

通

知

す

る

も

の

と

す

る

。

（

指

定

管

理

者

の

指

定

）

第

三

条

区

長

は

、

条

例

第

六

条

第

三

項

又

は

第

四

項

の

規

定

に

よ

り

指

定

管

理

者

を

指

定

し

た

と

き

は

、

指

定

管

理

者

指

定

通

知

書

（

別

記

第

三

号

様

式

）

に

よ

り

、

指

定

し

な

か

つ

た

と

き

は

指

定

管

理

者

非

指

定

通

知

書

（

別

記

第

四

号

様

式

）

に

よ

り

通

知

す

る

も

の

と

す

る

。

（

指

定

管

理

者

の

指

定

の

取

消

し

等

）

第

四

条

区

長

は

、

条

例

第

七

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

指

定

管

理

者

の

指

定

を

取

り

消

し

、

又

は

業

務

の

全

部

若

し

く

は

一

部

の

停

止

を

命

じ

た

と

き

は

、

指

定

管

理

者

指

定

取

消

・

業

務

停

止

通

知

書

（

別

記

第

五

号

様

式

）

に

よ

り

通

知

す

る

も

の

と

す

る

。

（

事

業

報

告

書

）
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第

五

条

指

定

管

理

者

は

、

条

例

第

八

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

毎

年

度

終

了

後

六

十

日

以

内

に

、

そ

の

管

理

す

る

児

童

遊

園

に

関

し

区

長

が

定

め

る

事

項

を

記

載

し

た

事

業

報

告

書

を

作

成

し

、

区

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

条

例

第

七

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

年

度

の

途

中

に

お

い

て

指

定

を

取

り

消

さ

れ

た

と

き

は

、

そ

の

取

り

消

さ

れ

た

日

か

ら

起

算

し

て

六

十

日

以

内

に

事

業

報

告

書

を

作

成

し

、

区

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

協

定

の

締

結

）

第

六

条

条

例

第

九

条

に

規

定

す

る

協

定

で

定

め

る

事

項

は

、

次

の

と

お

り

と

す

る

。

一

条

例

第

五

条

に

規

定

す

る

業

務

の

実

施

に

関

す

る

事

項

二

事

業

の

実

績

報

告

等

に

関

す

る

事

項

三

児

童

遊

園

の

管

理

に

要

す

る

費

用

に

関

す

る

こ

と

。

四

児

童

遊

園

の

管

理

に

関

し

取

得

し

、

又

は

保

有

す

る

個

人

情

報

の

保

護

に

関

す

る

こ

と

。

五

児

童

遊

園

の

管

理

の

終

了

時

に

お

け

る

引

継

ぎ

に

関

す

る

こ

と

。

六

児

童

遊

園

の

管

理

に

関

し

区

長

が

行

う

報

告

の

聴

取

、

実

地

に

つ

い

て

の

調

査

及

び

必

要

な

指

示

に

関

す

る

こ

と

。

七

前

各

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

児

童

遊

園

の

管

理

に

関

し

必

要

な

事

項

（

選

定

委

員

会

）

第

七

条

指

定

管

理

者

の

選

定

を

公

平

か

つ

適

正

に

行

う

た

め

、

区

長

が

別

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

指

定

管

理

者

候

補

者

選

定

委

員

会

を

設

置

す

る

。
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別

表

中

「

第

二

条

」

を

「

第

九

条

」

に

改

め

る

。

別

表

の

次

に

次

の

五

様

式

を

加

え

る

。
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第１号様式（第２条関係） 

 

 

指 定 管 理 者 指 定 申 請 書                

 

年  月  日   

 

東京都北区長 殿 

主たる事務所の所在地      

法人（団体）名         

代表者名        印   

 

東京都北区      の指定管理者の指定申請について 

 

標記の件について、東京都北区          の趣旨を踏まえ、書類を添えて

下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 法人（団体）の主たる事務所の所在地 

 

２ 法人（団体）名 

 

３ 代表者名 

 

４ 所轄庁 

 

５ 法人（団体）の担当者 

 

６ 電話番号・ＦＡＸ番号 
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第２号様式（第２条関係） 

 

年  月  日   

 

         様 

 

東京都北区長        印   

 

指定管理者候補者選定結果通知書 

 

      年  月  日付けで申請のあった、          における指定管

理者の指定につきまして、選考の結果、下記のとおりとなりましたので、通知いたしま

す。 

 

記 

 

１ 選定結果 

 

２ 理由（選定されなかった場合） 

 

３ その他 
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第３号様式（第３条関係） 

 

年  月  日   

 

様 

 

東京都北区長        印   

 

指 定 管 理 者 指 定 通 知 書                

 

  東京都北区立児童遊園条例第６条第  項の規定により、下記のとおり貴団体を  

          の指定管理者に指定しましたので、通知いたします。 

 

記 

 

１ 指定期間      年  月  日から 

年  月  日まで 

 

２ 東京都北区立児童遊園条例施行規則第６条の規定により、管理の内容等については

別途協定書により定める。 
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第４号様式（第３条関係） 

 

年  月  日   

 

         様 

 

東京都北区長        印   

 

指 定 管 理 者 非 指 定 通 知 書                

 

  貴団体は、        の指定管理者として指定されませんでしたので、通知い

たします。 

 

 

（理由） 
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第５号様式（第４条関係） 

（表） 

 

年  月  日   

 

様 

 

東京都北区長        印   

 

指定管理者指定取消・業務停止通知書 

 

  東京都北区立児童遊園条例第７条第１項の規定により、下記のとおり       

の指定管理者の 
指定を取消します
業務の全部を停止します
業務の一部を停止します

 ので、通知します。 

 

記 

 

１ 指定期間 

 

 

２ 取消日 

  又は停止期間 

 

 

３ 理由 

 

 

４ 一部停止する業務（業務の一部停止の場合のみ） 

 

 

 

（裏面へ続く） 
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（裏） 

（注意）(１) この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌

日から起算して３箇月以内に、東京都北区長に対して審査請求をすることが

できます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３箇

月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査

請求をすることができなくなります。）。 

(２) この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算

して６箇月以内に、東京都北区を被告として（訴訟において東京都北区を代

表する者は、東京都北区長となります。）、処分の取消しの訴えを提起するこ

とができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

６箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると

処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記

(１)の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを

知った日の翌日から起算して６箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起する

ことができます。 
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付

則

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東

京

都

北

区

興

行

場

法

施

行

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

二

月

十

一

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

七

十

四

号

東

京

都

北

区

興

行

場

法

施

行

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

興

行

場

法

施

行

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

五

十

九

年

十

月

東

京

都

北

区

規

則

第

三

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

三

条

第

一

項

中

「

申

請

書

」

を

「

興

行

場

の

営

業

の

許

可

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

」

に

、

「

別

記

第

一

号

様

式

に

よ

る

」

を

「

正

副

二

通

の

申

請

書

を

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

」

に

改

め

、

同

項

に

次

の

た

だ

し

書

を

加

え

る

。

た

だ

し

、

興

行

場

の

営

業

を

営

む

者

が

当

該

営

業

を

譲

渡

し

た

と

き

は

、

当

該

営

業

を

譲

り

受

け

た

者

は

、

第

三

号

か

ら

第

六

号

ま

で

に

掲

げ

る

事

項

の

う

ち

変

更

が

な

い

事

項

の

記

載

を

省

略

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

第

三

条

第

一

項

第

一

号

中

「

及

び

生

年

月

日

」

を

「

、

生

年

月

日

及

び

電

話

番

号

」

に

、

「

事

務

所

所

在

地

」

を

「

主

た

る

事

務

所

の

所

在

地

、

電

話

番

号

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

及

び

所

在

地

」

を

「

、

所

在

地

及

び

電

話

番

号

」

に

改

め

、

同

項

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

七

た

だ

し

書

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

場

合

に

あ

つ

て

は

、

記

載

を

省

略

す

る

事

項

及

び

当

該

事

項

に

つ

い

て

変

更

が

な

い

旨

第

三

条

第

二

項

た

だ

し

書

中

「

と

き

は

」

の

下

に

「

、

営

業

施

設

の

構

造

設

備

に

変

更

が

な

い

場

合

に

限

り

」

を

加

え

る

。

第

四

条

第

一

項

中

「

別

記

第

二

号

様

式

」

を

「

別

記

第

一

号

様

式

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中
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「

別

記

第

四

号

様

式

」

を

「

別

記

第

二

号

様

式

」

に

改

め

る

。

第

五

条

第

一

項

中

「

別

記

第

五

号

様

式

に

よ

る

興

行

場

営

業

承

継

届

」

を

「

正

副

二

通

の

届

出

書

」

に

改

め

、

同

項

第

一

号

中

「

及

び

生

年

月

日

」

を

「

、

生

年

月

日

及

び

電

話

番

号

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

興

行

場

営

業

承

継

届

」

を

「

届

出

書

」

に

改

め

、

同

項

第

一

号

中

「

戸

籍

謄

本

」

の

下

に

「

又

は

不

動

産

登

記

規

則

（

平

成

十

七

年

法

務

省

令

第

十

八

号

）

第

二

百

四

十

七

条

第

五

項

の

規

定

に

よ

り

交

付

を

受

け

た

同

条

第

一

項

に

規

定

す

る

法

定

相

続

情

報

一

覧

図

の

写

し

」

を

加

え

る

。

第

六

条

第

一

項

中

「

別

記

第

六

号

様

式

に

よ

る

興

行

場

営

業

承

継

届

」

を

「

正

副

二

通

の

届

出

書

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

興

行

場

営

業

承

継

届

」

を

「

届

出

書

」

に

改

め

る

。

第

七

条

第

一

項

中

「

別

記

第

七

号

様

式

に

よ

る

興

行

場

営

業

承

継

届

」

を

「

正

副

二

通

の

届

出

書

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

興

行

場

営

業

承

継

届

」

を

「

届

出

書

」

に

改

め

る

。

第

八

条

第

一

項

中

「

別

記

第

八

号

様

式

に

よ

る

営

業

許

可

事

項

変

更

届

」

を

「

次

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

正

副

二

通

の

届

出

書

」

に

改

め

、

「

（

法

人

に

あ

つ

て

は

登

記

事

項

証

明

書

を

除

く

。

）

」

を

削

り

、

同

項

に

次

の

各

号

を

加

え

る

。

一

営

業

者

の

氏

名

、

住

所

、

生

年

月

日

及

び

電

話

番

号

（

法

人

に

あ

つ

て

は

、

そ

の

名

称

、

主

た

る

事

務

所

の

所

在

地

、

電

話

番

号

及

び

代

表

者

の

氏

名

）

二

興

行

場

の

名

称

、

所

在

地

、

電

話

番

号

及

び

種

類

三

変

更

事

項
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四

変

更

年

月

日

及

び

変

更

理

由

第

八

条

第

二

項

中

「

別

記

第

九

号

様

式

に

よ

る

停

止

廃

止

届

」

を

「

次

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

正

副

二

通

の

届

出

書

」

に

改

め

、

同

項

に

次

の

各

号

を

加

え

る

。

一

営

業

者

の

住

所

、

氏

名

、

生

年

月

日

及

び

電

話

番

号

（

法

人

に

あ

つ

て

は

、

そ

の

名

称

、

主

た

る

事

務

所

の

所

在

地

、

電

話

番

号

及

び

代

表

者

の

氏

名

）

二

興

行

場

の

名

称

、

所

在

地

、

電

話

番

号

及

び

種

類

三

停

止

期

間

又

は

廃

止

年

月

日

四

停

止

理

由

又

は

廃

止

理

由

別

記

第

一

号

様

式

を

削

り

、

別

記

第

二

号

様

式

を

別

記

第

一

号

様

式

と

す

る

。

別

記

第

三

号

様

式

を

削

り

、

別

記

第

四

号

様

式

を

別

記

第

二

号

様

式

と

す

る

。

別

記

第

五

号

様

式

か

ら

第

九

号

様

式

ま

で

を

削

る

。

付

則

こ

の

規

則

は

、

令

和

二

年

十

二

月

十

五

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東

京

都

北

区

旅

館

業

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

二

月

十

一

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

七

十

五

号

東

京

都

北

区

旅

館

業

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

旅

館

業

法

施

行

細

則

（

昭

和

五

十

五

年

五

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

七

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

二

条

中

「

省

令

第

一

条

の

規

定

に

よ

る

申

請

書

は

、

別

記

第

一

号

様

式

に

よ

る

も

の

と

し

」

を

「

前

項

の

申

請

書

に

は

」

に

、

「

添

付

し

て

、

区

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

」

を

「

添

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

」

に

改

め

、

同

条

に

次

の

た

だ

し

書

を

加

え

る

。

た

だ

し

、

省

令

第

一

条

第

一

項

た

だ

し

書

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

場

合

に

あ

つ

て

は

、

第

二

号

及

び

第

三

号

に

掲

げ

る

書

類

の

う

ち

変

更

が

な

い

事

項

に

係

る

書

類

の

添

付

を

省

略

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

第

二

条

を

同

条

第

二

項

と

し

、

同

条

に

第

一

項

と

し

て

次

の

一

項

を

加

え

る

。

法

第

三

条

第

一

項

に

規

定

す

る

営

業

の

許

可

の

申

請

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

は

、

省

令

第

一

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

事

項

の

ほ

か

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

正

副

二

通

の

申

請

書

を

区

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

申

請

者

及

び

施

設

の

電

話

番

号

二

管

理

者

の

氏

名

三

省

令

第

一

条

第

一

項

た

だ

し

書

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

場

合

に

あ

つ

て

は

、

記

載

を

省

略

す

る

事

項

及

び

当

該

事

項

に

つ

い

て

変

更

が

な

い

旨
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第

三

条

第

一

項

中

「

別

記

第

二

号

様

式

」

を

「

別

記

第

一

号

様

式

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

業

態

」

を

「

種

別

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

別

記

第

四

号

様

式

」

を

「

別

記

第

二

号

様

式

」

に

改

め

る

。

第

四

条

第

一

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

法

第

三

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

営

業

者

の

地

位

の

承

継

の

承

認

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

は

、

省

令

第

二

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

事

項

の

ほ

か

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

正

副

二

通

の

申

請

書

を

区

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

営

業

者

の

氏

名

、

主

た

る

事

務

所

の

所

在

地

、

電

話

番

号

及

び

代

表

者

の

氏

名

二

合

併

後

存

続

す

る

法

人

又

は

合

併

に

よ

り

設

立

さ

れ

る

法

人

の

電

話

番

号

第

四

条

第

二

項

中

「

法

第

三

条

の

二

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

」

を

「

前

項

の

」

に

、

「

別

記

第

六

号

様

式

」

を

「

別

記

第

三

号

様

式

」

に

改

め

る

。

第

五

条

第

一

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

法

第

三

条

の

三

第

一

項

に

規

定

す

る

営

業

者

の

地

位

の

承

継

の

承

認

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

は

、

省

令

第

三

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

事

項

の

ほ

か

、

申

請

者

の

電

話

番

号

を

記

載

し

た

正

副

二

通

の

申

請

書

を

区

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

第

五

条

第

二

項

中

「

法

第

三

条

の

三

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

」

を

「

前

項

の

」

に

、

「

別

記

第

八

号

様

式

」

を

「

別

記

第

四

号

様

式

」

に

改

め

る

。

第

六

条

中

「

別

記

第

九

号

様

式

に

よ

る

変

更

届

又

は

別

記

第

十

号

様

式

に

よ

る

停

止

若

し

く

は
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廃

止

届

」

を

「

次

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

正

副

二

通

の

届

出

書

」

に

改

め

、

同

条

に

次

の

各

号

を

加

え

る

。

一

営

業

者

の

住

所

、

氏

名

、

生

年

月

日

及

び

電

話

番

号

（

法

人

に

あ

つ

て

は

、

そ

の

名

称

、

主

た

る

事

務

所

の

所

在

地

、

電

話

番

号

及

び

代

表

者

の

氏

名

）

二

営

業

施

設

の

名

称

、

所

在

地

及

び

電

話

番

号

三

営

業

の

種

別

四

変

更

の

届

出

に

あ

つ

て

は

、

変

更

事

項

五

法

人

の

代

表

者

の

変

更

の

届

出

に

あ

つ

て

は

、

法

第

三

条

第

二

項

各

号

に

該

当

す

る

こ

と

の

有

無

及

び

該

当

す

る

と

き

は

そ

の

内

容

六

変

更

年

月

日

又

は

停

止

期

間

若

し

く

は

廃

止

年

月

日

七

変

更

理

由

又

は

停

止

理

由

若

し

く

は

廃

止

理

由

第

六

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

２

前

項

の

届

出

書

に

は

、

次

に

掲

げ

る

書

類

を

添

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

法

人

の

登

記

事

項

に

係

る

変

更

に

あ

つ

て

は

、

登

記

事

項

証

明

書

二

営

業

施

設

の

構

造

設

備

の

変

更

に

あ

つ

て

は

、

そ

の

説

明

図

別

記

第

一

号

様

式

を

削

り

、

別

記

第

二

号

様

式

を

別

記

第

一

号

様

式

と

す

る

。

別

記

第

三

号

様

式

を

削

り

、

別

記

第

四

号

様

式

を

別

記

第

二

号

様

式

と

す

る

。

別

記

第

五

号

様

式

（

甲

）

及

び

第

五

号

様

式

（

乙

）

を

削

り

、

別

記

第

六

号

様

式

（

甲

）

を

別
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記

第

三

号

様

式

（

甲

）

と

し

、

別

記

第

六

号

様

式

（

乙

）

を

別

記

第

三

号

様

式

（

乙

）

と

す

る

。

別

記

第

七

号

様

式

を

削

り

、

別

記

第

八

号

様

式

を

別

記

第

四

号

様

式

と

す

る

。

別

記

第

九

号

様

式

及

び

第

十

号

様

式

を

削

る

。

付

則

こ

の

規

則

は

、

令

和

二

年

十

二

月

十

五

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東

京

都

北

区

公

衆

浴

場

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

二

月

十

一

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

七

十

六

号

東

京

都

北

区

公

衆

浴

場

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

公

衆

浴

場

法

施

行

細

則

（

昭

和

五

十

五

年

五

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

二

条

第

二

項

中

「

前

項

の

」

を

「

第

一

項

の

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

三

項

と

し

、

同

条

第

一

項

中

「

省

令

第

一

条

の

規

定

に

よ

る

申

請

書

は

、

別

記

第

一

号

様

式

に

よ

る

も

の

と

し

」

を

「

前

項

の

申

請

書

に

は

」

に

、

「

添

付

し

て

、

区

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

」

を

「

添

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

二

項

と

し

、

同

条

に

第

一

項

と

し

て

次

の

一

項

を

加

え

る

。

法

第

二

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

許

可

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

は

、

省

令

第

一

条

各

号

に

掲

げ

る

事

項

の

ほ

か

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

正

副

二

通

の

申

請

書

を

区

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

申

請

者

及

び

施

設

の

電

話

番

号

二

公

衆

浴

場

の

種

別

三

管

理

者

の

氏

名

四

工

事

着

手

年

月

日

、

施

設

完

成

予

定

年

月

日

及

び

営

業

開

始

予

定

年

月

日

五

省

令

第

一

条

た

だ

し

書

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

場

合

に

あ

つ

て

は

、

記

載

を

省

略

す

る

事

項

及

び

当

該

事

項

に

つ

い

て

変

更

が

な

い

旨
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第

三

条

第

一

項

中

「

別

記

第

二

号

様

式

」

を

「

別

記

第

一

号

様

式

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

業

態

」

を

「

公

衆

浴

場

の

種

別

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

別

記

第

四

号

様

式

」

を

「

別

記

第

二

号

様

式

」

に

改

め

る

。

第

四

条

中

「

別

記

第

五

号

様

式

に

よ

る

公

衆

浴

場

営

業

開

始

届

」

を

「

次

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

届

出

書

」

に

改

め

、

同

条

に

次

の

各

号

を

加

え

る

。

一

営

業

者

の

氏

名

、

住

所

、

生

年

月

日

及

び

電

話

番

号

（

法

人

に

あ

つ

て

は

、

そ

の

名

称

、

主

た

る

事

務

所

の

所

在

地

、

電

話

番

号

及

び

代

表

者

の

氏

名

）

二

施

設

の

名

称

及

び

所

在

地

三

施

設

完

成

年

月

日

四

許

可

年

月

日

、

許

可

番

号

及

び

営

業

開

始

年

月

日

第

五

条

の

前

の

見

出

し

を

削

り

、

同

条

に

見

出

し

と

し

て

「

（

承

継

の

届

出

）

」

を

付

し

、

同

条

中

「

省

令

第

二

条

」

を

「

法

第

二

条

の

二

第

二

項

」

に

、

「

別

記

第

六

号

様

式

に

よ

る

公

衆

浴

場

営

業

承

継

届

」

を

「

相

続

に

よ

る

承

継

の

場

合

に

あ

つ

て

は

省

令

第

二

条

第

一

項

各

号

、

合

併

に

よ

る

承

継

の

場

合

に

あ

つ

て

は

省

令

第

三

条

第

一

項

各

号

、

分

割

に

よ

る

承

継

の

場

合

に

あ

つ

て

は

省

令

第

三

条

の

二

第

一

項

各

号

の

そ

れ

ぞ

れ

に

掲

げ

る

事

項

の

ほ

か

、

届

出

者

の

電

話

番

号

を

記

載

し

た

正

副

二

通

の

届

出

書

」

に

改

め

、

同

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

２

前

項

の

届

出

が

合

併

又

は

分

割

に

よ

る

承

継

の

場

合

は

、

同

項

の

届

出

書

に

、

合

併

後

存

続

す

る

法

人

若

し

く

は

合

併

に

よ

り

設

立

さ

れ

た

法

人

又

は

分

割

に

よ

り

営

業

を

承

継

し

た

法

人
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の

登

記

事

項

証

明

書

を

添

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

第

六

条

及

び

第

七

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

（

変

更

の

届

出

）

第

六

条

法

第

二

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

許

可

を

受

け

た

営

業

者

は

、

第

二

条

第

一

項

の

申

請

書

又

は

前

条

第

一

項

の

届

出

書

に

記

載

し

た

事

項

を

変

更

し

た

場

合

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

正

副

二

通

の

届

出

書

を

区

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

営

業

者

の

住

所

、

氏

名

、

生

年

月

日

及

び

電

話

番

号

（

法

人

に

あ

つ

て

は

、

そ

の

名

称

、

主

た

る

事

務

所

の

所

在

地

、

電

話

番

号

及

び

代

表

者

の

氏

名

）

二

施

設

の

名

称

、

所

在

地

、

電

話

番

号

及

び

公

衆

浴

場

の

種

別

三

変

更

事

項

四

変

更

年

月

日

五

変

更

理

由

２

前

項

の

届

出

書

に

は

、

次

に

掲

げ

る

書

類

を

添

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

法

人

の

登

記

事

項

に

係

る

変

更

に

あ

つ

て

は

、

登

記

事

項

証

明

書

二

施

設

の

構

造

設

備

の

変

更

に

あ

つ

て

は

、

そ

の

説

明

図

（

廃

止

の

届

出

）

第

七

条

法

第

二

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

許

可

を

受

け

た

営

業

者

は

、

公

衆

浴

場

の

営

業

の

全

部

若

し

く

は

一

部

を

停

止

し

、

又

は

廃

止

し

た

場

合

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

正

副
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二

通

の

届

出

書

を

区

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

営

業

者

の

住

所

、

氏

名

、

生

年

月

日

及

び

電

話

番

号

（

法

人

に

あ

つ

て

は

、

そ

の

名

称

、

主

た

る

事

務

所

の

所

在

地

、

電

話

番

号

及

び

代

表

者

の

氏

名

）

二

施

設

の

名

称

、

所

在

地

、

電

話

番

号

及

び

公

衆

浴

場

の

種

別

三

停

止

期

間

又

は

廃

止

年

月

日

四

停

止

理

由

又

は

廃

止

理

由

第

八

条

中

「

別

記

第

十

号

様

式

に

よ

る

患

者

入

浴

許

可

申

請

書

」

を

「

次

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

正

副

二

通

の

申

請

書

」

に

改

め

、

同

条

に

次

の

各

号

を

加

え

る

。

一

営

業

者

の

住

所

、

氏

名

、

生

年

月

日

及

び

電

話

番

号

（

法

人

に

あ

つ

て

は

、

そ

の

名

称

、

主

た

る

事

務

所

の

所

在

地

、

電

話

番

号

及

び

代

表

者

の

氏

名

）

二

施

設

の

名

称

、

所

在

地

及

び

電

話

番

号

三

営

業

許

可

番

号

及

び

営

業

許

可

年

月

日

四

法

第

四

条

に

規

定

す

る

患

者

（

次

号

及

び

次

項

に

お

い

て

「

患

者

」

と

い

う

。

）

用

の

入

浴

施

設

の

概

要

五

入

浴

す

る

患

者

の

疾

病

の

種

類

第

八

条

に

次

の

三

項

を

加

え

る

。

２

前

項

の

申

請

書

に

は

、

患

者

用

の

入

浴

施

設

の

平

面

図

を

添

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

３

区

長

は

、

第

一

項

の

許

可

を

し

た

と

き

は

、

別

記

第

三

号

様

式

に

よ

る

患

者

入

浴

許

可

書

を
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交

付

す

る

。

４

区

長

は

、

第

一

項

の

許

可

を

し

な

い

と

き

は

、

別

記

第

四

号

様

式

に

よ

る

患

者

入

浴

不

許

可

通

知

書

に

よ

り

通

知

す

る

。

第

十

二

条

第

一

項

中

「

別

記

第

十

一

号

様

式

に

よ

る

特

例

承

認

申

請

書

」

を

「

次

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

正

副

二

通

の

申

請

書

」

に

改

め

、

同

項

に

次

の

各

号

を

加

え

る

。

一

申

請

者

の

住

所

、

氏

名

、

生

年

月

日

及

び

電

話

番

号

（

法

人

に

あ

つ

て

は

、

そ

の

名

称

、

主

た

る

事

務

所

の

所

在

地

、

電

話

番

号

及

び

代

表

者

の

氏

名

）

二

施

設

の

名

称

及

び

所

在

地

三

公

衆

浴

場

の

種

別

四

特

例

の

承

認

を

求

め

る

事

項

五

特

例

の

承

認

が

必

要

な

理

由

第

十

二

条

第

三

項

中

「

別

記

第

十

二

号

様

式

」

を

「

別

記

第

五

号

様

式

」

に

改

め

る

。

別

記

第

一

号

様

式

を

削

り

、

別

記

第

二

号

様

式

を

別

記

第

一

号

様

式

と

す

る

。

別

記

第

三

号

様

式

を

削

り

、

別

記

第

四

号

様

式

を

別

記

第

二

号

様

式

と

し

、

同

様

式

の

次

に

次

の

二

様

式

を

加

え

る

。
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第３号様式（第８条関係） 

（表） 

 

 

第     号  

 

患 者 入 浴 許 可 書 

 

住 所            

氏 名            

（法人にあつては、名称及び
事務所の所在地 ）  

 

 

     年  月  日付で申請のあつた公衆浴場法第４条に規定する患者（以

下「患者」という。）の入浴については、同条ただし書の規定により、下記のとお

り許可する。 

 

      年  月  日 

 

東京都北区長        □印   

 

記 

 

１ 施設の名称 

 

２ 施設の所在地 

 

３ 営業許可番号及び営業許可年月日 

 

４ 患者用の入浴施設の概要 

 

５ 入浴する患者の疾病の種類 
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（裏） 

 

（教示） 

１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起

算して３箇月以内に、東京都北区長に対して審査請求をすることができます（なお、

この決定があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この

決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなり

ます。）。 

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇

月以内に、東京都北区を被告として（訴訟において東京都北区を代表する者は東京

都北区長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、こ

の決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、この決

定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することが

できなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に

対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、処分の取消

しの訴えを提起することができます（なお、当該審査請求に対する裁決があったこ

とを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、当該裁決の日の翌日から

起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することが出来なくなりま

す。）。 
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第４号様式（第８条関係） 

（表） 

 

 

第     号  

 

患 者 入 浴 不 許 可 通 知 書 

 

住 所            

氏 名            

（法人にあつては、名称及び
事務所の所在地 ）  

 

 

     年  月  日付で申請のあつた公衆浴場法第４条に規定する

患者の入浴については、下記の理由で同条ただし書の許可は与えられない

ので通知します。 

 

      年  月  日 

 

東京都北区長        □印   

 

記 

 

１ 施設の名称 

 

２ 施設の所在地 

 

３ 理由 
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（裏） 

 

（教示） 

１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起

算して３箇月以内に、東京都北区長に対して審査請求をすることができます（なお、

この決定があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この

決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなり

ます。）。 

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇

月以内に、東京都北区を被告として（訴訟において東京都北区を代表する者は東京

都北区長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、こ

の決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、この決

定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することが

できなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に

対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、処分の取消

しの訴えを提起することができます（なお、当該審査請求に対する裁決があったこ

とを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、当該裁決の日の翌日から

起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することが出来なくなりま

す。）。 
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別

記

第

五

号

様

式

か

ら

第

十

一

号

様

式

ま

で

を

削

る

。

別

記

第

十

二

号

様

式

中

「

第
1
1
条

」

を

「

第
1
2
条

」

に

改

め

、

同

様

式

を

別

記

第

五

号

様

式

と

す

る

。

付

則

こ

の

規

則

は

、

令

和

二

年

十

二

月

十

五

日

か

ら

施

行

す

る

。

-10-



東

京

都

北

区

理

容

師

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

二

月

十

一

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

七

十

七

号

東

京

都

北

区

理

容

師

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

理

容

師

法

施

行

細

則

（

昭

和

五

十

年

四

月

東

京

都

北

区

規

則

第

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

三

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

（

開

設

の

届

出

）

第

三

条

法

第

十

一

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

理

容

所

の

開

設

の

届

出

は

、

省

令

第

十

九

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

事

項

の

ほ

か

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

届

出

書

に

よ

る

も

の

と

す

る

。

一

開

設

者

の

生

年

月

日

及

び

電

話

番

号

二

理

容

所

の

電

話

番

号

三

理

容

師

の

生

年

月

日

及

び

登

録

年

月

日

並

び

に

そ

の

他

の

従

業

者

の

生

年

月

日

四

省

令

第

十

九

条

第

一

項

た

だ

し

書

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

場

合

に

あ

つ

て

は

、

記

載

を

省

略

す

る

事

項

及

び

当

該

事

項

に

つ

い

て

変

更

が

な

い

旨

第

三

条

の

次

に

次

の

二

条

を

加

え

る

。

（

変

更

の

届

出

）

第

三

条

の

二

法

第

十

一

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

理

容

所

の

変

更

の

届

出

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

届

出

書

に

よ

る

も

の

と

す

る

。

一

理

容

所

の

名

称

、

所

在

地

及

び

電

話

番

号

-1-



二

開

設

者

の

氏

名

、

住

所

、

生

年

月

日

及

び

電

話

番

号

（

法

人

に

あ

つ

て

は

、

そ

の

名

称

、

所

在

地

、

電

話

番

号

及

び

代

表

者

の

氏

名

）

三

変

更

事

項

、

変

更

年

月

日

及

び

変

更

理

由

四

従

業

者

の

変

更

の

場

合

は

、

従

業

者

の

氏

名

、

生

年

月

日

及

び

従

業

年

月

日

又

は

異

動

年

月

日

並

び

に

理

容

師

で

あ

る

従

業

者

に

つ

い

て

は

登

録

番

号

及

び

登

録

年

月

日

並

び

に

伝

染

性

疾

病

の

り

患

年

月

日

及

び

治

癒

年

月

日

２

前

項

の

届

出

が

理

容

所

の

構

造

設

備

の

変

更

に

係

る

も

の

で

あ

る

場

合

は

、

同

項

の

届

出

書

に

は

、

省

令

第

二

十

条

に

規

定

す

る

添

付

書

類

の

ほ

か

、

当

該

変

更

に

係

る

説

明

図

を

添

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

廃

止

の

届

出

）

第

三

条

の

三

法

第

十

一

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

理

容

所

の

廃

止

の

届

出

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

届

出

書

に

よ

る

も

の

と

す

る

。

一

理

容

所

の

名

称

、

所

在

地

及

び

電

話

番

号

二

開

設

者

の

氏

名

、

住

所

、

生

年

月

日

及

び

電

話

番

号

（

法

人

に

あ

つ

て

は

、

そ

の

名

称

、

所

在

地

、

電

話

番

号

及

び

代

表

者

の

氏

名

）

三

廃

止

年

月

日

及

び

廃

止

理

由

第

四

条

中

「

第

七

号

様

式

」

を

「

別

記

様

式

」

に

改

め

、

同

条

第

二

号

中

「

、

電

話

番

号

及

び

業

態

」

を

「

及

び

電

話

番

号

」

に

改

め

、

同

条

第

五

号

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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五

従

業

者

の

氏

名

、

生

年

月

日

、

従

業

年

月

日

及

び

異

動

年

月

日

第

四

条

中

第

八

号

を

第

九

号

と

し

、

第

七

号

を

第

八

号

と

し

、

第

六

号

を

第

七

号

と

し

、

第

五

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

六

理

容

師

の

登

録

番

号

及

び

登

録

年

月

日

第

四

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

（

地

位

の

承

継

の

届

出

）

第

四

条

の

二

法

第

十

一

条

の

三

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

理

容

所

の

開

設

者

の

地

位

の

承

継

の

届

出

は

、

相

続

に

よ

る

承

継

の

場

合

に

あ

つ

て

は

省

令

第

二

十

一

条

第

一

項

各

号

、

合

併

に

よ

る

承

継

の

場

合

に

あ

つ

て

は

省

令

第

二

十

二

条

第

一

項

各

号

、

分

割

に

よ

る

承

継

の

場

合

に

あ

つ

て

は

省

令

第

二

十

二

条

の

二

第

一

項

各

号

の

そ

れ

ぞ

れ

に

掲

げ

る

事

項

の

ほ

か

、

届

出

者

及

び

理

容

所

の

電

話

番

号

を

記

載

し

た

届

出

書

に

よ

る

も

の

と

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

か

ら

第

六

号

様

式

ま

で

を

削

り

、

別

記

第

七

号

様

式

を

別

記

様

式

と

す

る

。

付

則

こ

の

規

則

は

、

令

和

二

年

十

二

月

十

五

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東

京

都

北

区

美

容

師

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

二

月

十

一

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

七

十

八

号

東

京

都

北

区

美

容

師

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

美

容

師

法

施

行

細

則

（

昭

和

五

十

年

四

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

三

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

（

開

設

の

届

出

）

第

三

条

法

第

十

一

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

美

容

所

の

開

設

の

届

出

は

、

省

令

第

十

九

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

事

項

の

ほ

か

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

届

出

書

に

よ

る

も

の

と

す

る

。

一

開

設

者

の

生

年

月

日

及

び

電

話

番

号

二

美

容

所

の

電

話

番

号

三

美

容

師

の

生

年

月

日

及

び

登

録

年

月

日

並

び

に

そ

の

他

の

従

業

者

の

生

年

月

日

四

省

令

第

十

九

条

第

一

項

た

だ

し

書

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

場

合

に

あ

つ

て

は

、

記

載

を

省

略

す

る

事

項

及

び

当

該

事

項

に

つ

い

て

変

更

が

な

い

旨

第

三

条

の

次

に

次

の

二

条

を

加

え

る

。

（

変

更

の

届

出

）

第

三

条

の

二

法

第

十

一

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

美

容

所

の

変

更

の

届

出

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

届

出

書

に

よ

る

も

の

と

す

る

。

一

美

容

所

の

名

称

、

所

在

地

及

び

電

話

番

号
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二

開

設

者

の

氏

名

、

住

所

、

生

年

月

日

及

び

電

話

番

号

（

法

人

に

あ

つ

て

は

、

そ

の

名

称

、

所

在

地

、

電

話

番

号

及

び

代

表

者

の

氏

名

）

三

変

更

事

項

、

変

更

年

月

日

及

び

変

更

理

由

四

従

業

者

の

変

更

の

場

合

は

、

従

業

者

の

氏

名

、

生

年

月

日

及

び

従

業

年

月

日

又

は

異

動

年

月

日

並

び

に

美

容

師

で

あ

る

従

業

者

に

つ

い

て

は

登

録

番

号

及

び

登

録

年

月

日

並

び

に

伝

染

性

疾

病

の

り

患

年

月

日

及

び

治

癒

年

月

日

２

前

項

の

届

出

が

美

容

所

の

構

造

設

備

の

変

更

に

係

る

も

の

で

あ

る

場

合

は

、

同

項

の

届

出

書

に

は

、

省

令

第

二

十

条

に

規

定

す

る

添

付

書

類

の

ほ

か

、

当

該

変

更

に

係

る

説

明

図

を

添

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

廃

止

の

届

出

）

第

三

条

の

三

法

第

十

一

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

美

容

所

の

廃

止

の

届

出

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

届

出

書

に

よ

る

も

の

と

す

る

。

一

美

容

所

の

名

称

、

所

在

地

及

び

電

話

番

号

二

開

設

者

の

氏

名

、

住

所

、

生

年

月

日

及

び

電

話

番

号

（

法

人

に

あ

つ

て

は

、

そ

の

名

称

、

所

在

地

、

電

話

番

号

及

び

代

表

者

の

氏

名

）

三

廃

止

年

月

日

及

び

廃

止

理

由

第

四

条

中

「

第

七

号

様

式

」

を

「

別

記

様

式

」

に

改

め

、

同

条

第

二

号

中

「

、

電

話

番

号

及

び

業

態

」

を

「

及

び

電

話

番

号

」

に

改

め

、

同

条

第

五

号

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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五

従

業

者

の

氏

名

、

生

年

月

日

、

従

業

年

月

日

及

び

異

動

年

月

日

第

四

条

中

第

八

号

を

第

九

号

と

し

、

第

七

号

を

第

八

号

と

し

、

第

六

号

を

第

七

号

と

し

、

第

五

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

六

美

容

師

の

登

録

番

号

及

び

登

録

年

月

日

第

四

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

（

地

位

の

承

継

の

届

出

）

第

四

条

の

二

法

第

十

二

条

の

二

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

美

容

所

の

開

設

者

の

地

位

の

承

継

の

届

出

は

、

相

続

に

よ

る

承

継

の

場

合

に

あ

つ

て

は

省

令

第

二

十

一

条

第

一

項

各

号

、

合

併

に

よ

る

承

継

の

場

合

に

あ

つ

て

は

省

令

第

二

十

二

条

第

一

項

各

号

、

分

割

に

よ

る

承

継

の

場

合

に

あ

つ

て

は

省

令

第

二

十

二

条

の

二

第

一

項

各

号

の

そ

れ

ぞ

れ

に

掲

げ

る

事

項

の

ほ

か

、

届

出

者

及

び

美

容

所

の

電

話

番

号

を

記

載

し

た

届

出

書

に

よ

る

も

の

と

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

か

ら

第

六

号

様

式

ま

で

を

削

り

、

別

記

第

七

号

様

式

を

別

記

様

式

と

す

る

。

付

則

こ

の

規

則

は

、

令

和

二

年

十

二

月

十

五

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東

京

都

北

区

ク

リ

ー

ニ

ン

グ

業

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

二

月

十

一

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

七

十

九

号

東

京

都

北

区

ク

リ

ー

ニ

ン

グ

業

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

ク

リ

ー

ニ

ン

グ

業

法

施

行

細

則

（

昭

和

五

十

年

四

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

三

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

（

開

設

等

の

届

出

）

第

三

条

法

第

五

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

ク

リ

ー

ニ

ン

グ

所

の

開

設

の

届

出

は

、

省

令

第

一

条

の

三

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

事

項

の

ほ

か

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

届

出

書

に

よ

る

も

の

と

す

る

。

一

営

業

者

及

び

ク

リ

ー

ニ

ン

グ

所

の

電

話

番

号

（

法

人

の

営

業

者

に

あ

つ

て

は

、

そ

の

主

た

る

事

務

所

の

電

話

番

号

及

び

代

表

者

の

氏

名

）

二

ク

リ

ー

ニ

ン

グ

師

の

登

録

年

月

日

三

ク

リ

ー

ニ

ン

グ

師

以

外

の

従

事

者

の

氏

名

及

び

生

年

月

日

四

ク

リ

ー

ニ

ン

グ

所

の

業

態

五

省

令

第

一

条

の

三

第

一

項

た

だ

し

書

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

場

合

に

あ

つ

て

は

、

記

載

を

省

略

す

る

事

項

及

び

当

該

事

項

に

つ

い

て

変

更

が

な

い

旨

２

法

第

五

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

無

店

舗

取

次

店

の

営

業

の

届

出

は

、

省

令

第

一

条

の

三

第

二

項

各

号

に

掲

げ

る

事

項

の

ほ

か

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

届

出

書

に

よ

る

も

の

と

す

-1-



る

。

一

法

人

の

営

業

者

に

あ

つ

て

は

、

代

表

者

の

氏

名

二

ク

リ

ー

ニ

ン

グ

師

の

登

録

年

月

日

三

ク

リ

ー

ニ

ン

グ

師

以

外

の

従

事

者

の

氏

名

及

び

生

年

月

日

四

省

令

第

一

条

の

三

第

二

項

た

だ

し

書

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

場

合

に

あ

つ

て

は

、

記

載

を

省

略

す

る

事

項

及

び

当

該

事

項

に

つ

い

て

変

更

が

な

い

旨

第

三

条

の

次

に

次

の

二

条

を

加

え

る

。

（

変

更

の

届

出

）

第

三

条

の

二

法

第

五

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

ク

リ

ー

ニ

ン

グ

所

又

は

無

店

舗

取

次

店

の

営

業

の

変

更

の

届

出

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

届

出

書

に

よ

る

も

の

と

す

る

。

一

ク

リ

ー

ニ

ン

グ

所

の

名

称

、

所

在

地

及

び

電

話

番

号

又

は

無

店

舗

取

次

店

の

名

称

、

業

務

用

車

両

の

自

動

車

登

録

番

号

若

し

く

は

車

両

番

号

及

び

車

両

の

保

管

場

所

二

営

業

者

の

氏

名

、

住

所

、

生

年

月

日

及

び

電

話

番

号

（

法

人

に

あ

つ

て

は

、

そ

の

名

称

、

所

在

地

、

電

話

番

号

及

び

代

表

者

の

氏

名

）

三

ク

リ

ー

ニ

ン

グ

所

の

業

態

四

変

更

事

項

、

変

更

年

月

日

及

び

変

更

理

由

五

従

事

者

の

変

更

の

場

合

は

、

従

事

者

の

氏

名

、

生

年

月

日

及

び

従

業

年

月

日

又

は

異

動

年

月

日

並

び

に

ク

リ

ー

ニ

ン

グ

師

で

あ

る

従

事

者

に

つ

い

て

は

本

籍

、

住

所

、

生

年

月

日

、

登
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録

番

号

及

び

登

録

年

月

日

２

前

項

の

届

出

が

ク

リ

ー

ニ

ン

グ

所

の

構

造

設

備

又

は

無

店

舗

取

次

店

の

業

務

用

車

両

の

構

造

の

変

更

に

係

る

も

の

で

あ

る

場

合

は

、

同

項

の

届

出

書

に

は

、

当

該

変

更

に

係

る

説

明

図

を

添

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

廃

止

の

届

出

）

第

三

条

の

三

法

第

五

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

る

ク

リ

ー

ニ

ン

グ

所

又

は

無

店

舗

取

次

店

の

営

業

の

廃

止

の

届

出

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

記

載

し

た

届

出

書

に

よ

る

も

の

と

す

る

。

一

ク

リ

ー

ニ

ン

グ

所

の

名

称

、

所

在

地

及

び

電

話

番

号

又

は

無

店

舗

取

次

店

の

名

称

、

業

務

用

車

両

の

自

動

車

登

録

番

号

若

し

く

は

車

両

番

号

及

び

車

両

の

保

管

場

所

二

営

業

者

の

氏

名

、

住

所

、

生

年

月

日

及

び

電

話

番

号

（

法

人

に

あ

つ

て

は

、

そ

の

名

称

、

所

在

地

、

電

話

番

号

及

び

代

表

者

の

氏

名

）

三

ク

リ

ー

ニ

ン

グ

所

の

業

態

四

廃

止

年

月

日

及

び

廃

止

理

由

第

四

条

中

「

第

六

号

様

式

」

を

「

別

記

第

一

号

様

式

」

に

改

め

、

同

条

中

第

六

号

を

第

七

号

と

し

、

第

五

号

を

第

六

号

と

し

、

第

四

号

を

第

五

号

と

し

、

同

条

第

三

号

中

「

氏

名

、

」

を

削

り

、

「

生

年

月

日

及

び

免

許

の

番

号

」

を

「

登

録

番

号

及

び

登

録

年

月

日

」

に

改

め

、

同

号

を

同

条

第

四

号

と

し

、

同

条

第

二

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

三

従

事

者

の

氏

名

、

生

年

月

日

、

従

業

年

月

日

及

び

異

動

年

月

日
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第

五

条

の

見

出

し

中

「

交

付

」

を

「

交

付

等

」

に

改

め

、

同

条

中

「

別

記

第

七

号

様

式

」

を

「

別

記

第

二

号

様

式

」

に

改

め

、

同

条

中

第

九

号

を

第

十

号

と

し

、

第

四

号

か

ら

第

八

号

ま

で

を

一

号

ず

つ

繰

り

下

げ

、

同

条

第

三

号

中

「

氏

名

、

」

を

削

り

、

「

生

年

月

日

及

び

免

許

の

番

号

」

を

「

登

録

番

号

及

び

登

録

年

月

日

」

に

改

め

、

同

号

を

同

条

第

四

号

と

し

、

同

条

第

二

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

三

従

事

者

の

氏

名

、

生

年

月

日

、

従

業

年

月

日

及

び

異

動

年

月

日

本

則

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

（

地

位

の

承

継

の

届

出

）

第

六

条

法

第

五

条

の

三

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

ク

リ

ー

ニ

ン

グ

所

の

営

業

者

の

地

位

の

承

継

の

届

出

は

、

相

続

に

よ

る

承

継

の

場

合

に

あ

つ

て

は

省

令

第

二

条

の

二

第

一

項

各

号

、

合

併

に

よ

る

承

継

の

場

合

に

あ

つ

て

は

省

令

第

二

条

の

三

第

一

項

各

号

、

分

割

に

よ

る

承

継

の

場

合

に

あ

つ

て

は

省

令

第

二

条

の

四

第

一

項

各

号

の

そ

れ

ぞ

れ

に

掲

げ

る

事

項

の

ほ

か

、

届

出

者

及

び

ク

リ

ー

ニ

ン

グ

所

の

電

話

番

号

を

記

載

し

た

届

出

書

に

よ

る

も

の

と

す

る

。

別

記

第

一

号

様

式

か

ら

第

五

号

様

式

ま

で

を

削

り

、

別

記

第

六

号

様

式

を

別

記

第

一

号

様

式

と

し

、

別

記

第

七

号

様

式

を

別

記

第

二

号

様

式

と

す

る

。

付

則

こ

の

規

則

は

、

令

和

二

年

十

二

月

十

五

日

か

ら

施

行

す

る

。
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会

計

年

度

任

用

職

員

の

任

用

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

二

月

十

四

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

八

十

号

会

計

年

度

任

用

職

員

の

任

用

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

会

計

年

度

任

用

職

員

の

任

用

等

に

関

す

る

規

則

（

令

和

二

年

二

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

表

中

「

休

職

一

日

一

日

を

」

「

休

職

一

日

一

日

傷

病

欠

勤

一

日

一

日

に

改

め

介

護

欠

勤

一

日

一

日

育

児

欠

勤

一

日

一

日

」

る

。
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付

則

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東

京

都

北

区

国

民

健

康

保

険

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

付

則

第

二

項

に

規

定

す

る

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

日

を

定

め

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

二

月

十

四

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

八

十

一

号

東

京

都

北

区

国

民

健

康

保

険

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

付

則

第

二

項

に

規

定

す

る

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

日

を

定

め

る

規

則

東

京

都

北

区

国

民

健

康

保

険

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

令

和

二

年

五

月

東

京

都

北

区

条

例

第

二

十

一

号

）

付

則

第

二

項

に

規

定

す

る

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

日

は

、

令

和

三

年

三

月

三

十

一

日

と

す

る

。

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

規

則

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

東

京

都

北

区

国

民

健

康

保

険

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

付

則

第

二

項

に

規

定

す

る

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

日

を

定

め

る

規

則

）

２

東

京

都

北

区

国

民

健

康

保

険

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

付

則

第

二

項

に

規

定

す

る

東

京

都

北

区

規

則

で

定

め

る

日

を

定

め

る

規

則

（

令

和

二

年

九

月

東

京

都

北

区

規

則

第

六

十

二

号

）

は

、

廃

止

す

る

。
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東

京

都

北

区

住

民

基

本

台

帳

事

務

取

扱

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

二

月

十

四

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

八

十

二

号

東

京

都

北

区

住

民

基

本

台

帳

事

務

取

扱

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

住

民

基

本

台

帳

事

務

取

扱

規

則

（

昭

和

四

十

三

年

二

月

東

京

都

北

区

規

則

第

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

七

条

第

二

項

中

「

、

戸

籍

の

附

票

の

写

し

は

別

記

第

二

号

様

式

に

よ

り

交

付

す

る

。

た

だ

し

、

法

第

十

二

条

の

二

の

規

定

に

よ

る

住

民

票

の

写

し

の

交

付

の

特

例

に

つ

い

て

は

、

別

記

第

二

号

様

式

の

二

」

を

「

交

付

す

る

。

た

だ

し

、

法

第

十

二

条

の

四

の

規

定

に

よ

る

住

民

票

の

写

し

の

交

付

の

特

例

に

つ

い

て

は

、

別

記

第

一

号

様

式

の

二

」

に

改

め

、

同

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

３

戸

籍

の

附

票

の

写

し

は

、

別

記

第

二

号

様

式

に

よ

り

交

付

す

る

。

第

八

条

第

一

項

中

「

住

民

異

動

届

」

を

「

住

民

異

動

届

出

書

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

異

動

届

」

を

「

住

民

異

動

届

出

書

」

に

、

「

う

え

」

を

「

上

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

う

え

」

を

「

上

」

に

改

め

る

。

別

記

第

一

号

様

式

か

ら

別

記

第

五

号

様

式

ま

で

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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第1号様式（甲）（第７条関係）

個人番号

性 別 生 年 月 日 住民票コード

　年　　月　　日

から

個人番号

性 別 生 年 月 日 住民票コード

　年　　月　　日

から

個人番号

性 別 生 年 月 日 住民票コード

　年　　月　　日

から

個人番号

性 別 生 年 月 日 住民票コード

　年　　月　　日

から

東京都北区長　　　　　　印　

　　　　　　　　発行

　　　　年　　月　　日

備 考

この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明する。

4

氏 名 続 柄

住民となった年月日

年　　月　　日

前住所
      年  月  日　

      年  月  日　

住民となった年月日

年　　月　　日

前住所
      年  月  日　

      年  月  日　

備 考

備 考

3

氏 名 続 柄

2

氏 名 続 柄

住民となった年月日

年　　月　　日

      年  月  日　

      年  月  日　
前住所

       年  月  日　

       年  月  日　

住　　民　　票東京都北区 （　　 枚中　　 枚目）

住 所

世 帯 主

1

氏 名 続 柄

住民となった年月日

年　　月　　日

前住所

備 考

-2-



第１号様式（乙）（第７条関係）

東京都北区長　　　　　　　　　　　　　印

住　　民　　票東京都北区 （　　枚中　　枚）

氏　　名

性
　
別

住
　
所

世帯主名
続
　
柄

生
年
月
日

前
住
所

備
考

この写しは、住民票の原本と相違ないことを証明する。

　年　月　日

住民票
コード

住
民
と
な

っ
た

年
　
月
　
日

個人
番号

-3-



第１号様式の２（第７条関係） 
広域交付住民票 

 

 

 

 

 枚中    枚目  
この住民票の写しは、住所地市町村長から請求に係る住民票に記載されている世帯全員の事項が住民

基本台帳法第１２条の４第３項の規定により通知され、その通知に基づき作成されたものです。 
 

  年  月  日 
東京都北区長         印       

 

住 所 
 

世 帯 主  

1 

氏 名  
住民票コード  

個人番号  

  生年月日  

住所を定めた日  性別  続柄  
住民となった日  届出の年月日  

 
□□から転入 

2 

氏 名  
住民票コード  

個人番号  

  生年月日  

住所を定めた日  性別  続柄  
住民となった日  届出の年月日  

 

3 

氏 名  
住民票コード  

個人番号  

  生年月日  

住所を定めた日  性別  続柄  
住民となった日  届出の年月日  
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第２号様式（甲）（第７条関係） 

                      （ の ）  
本   籍 

 
氏   名 

 
 

  
附票に記載されている者 
 
 

【名】 

 【住所】 
【住定日】 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
この写しは、⼾籍の附票の原本と相違ないことを証明する。 
 
      年  月  日 
 

東京都北区⻑       印 

-5-



第２号様式（乙）（第７条関係）

戸 籍 附 票 枚中の　　枚

名 住　　　所 在外選挙人名簿登録市町村名

 この写しは、原（除）附票の原本と相違ないことを認証する。
年  月  日

東京都北区⻑       印

本　　　　　　　　籍

住所を定めた年月日

筆　　頭　　者　　名

記　　載　　事　　由

-6-



第3号様式（第8条関係）

番号

年　月　日

　　歳

印鑑

年　月　日
年　月　日

係長 照合 入力 受付

終了日
児手

開始日

2

備考

国保

住民異動届出書
軽微

1

国保

続柄氏名 性別 生年月日

前住

住所

旧住所

児手
開始日

終了日

得

喪

後期
番号

印刷区分

宛名番号
年金

種別 基礎年金番号 カード

転出先

住民となった届出日
住民となった異動日

年 　月　日
年 　月　日

異動事由 届出日
異動日

年　月 　日
年　月 　日

届
出
人

住
所

氏
名

電話（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年　月　日
年　月　日

住定届出日
住定異動日

世帯主

世帯主

世帯主

世帯番号

退職 証番号 得

喪

期間経過通知

住民票コード 個人番号

介護
受給区分

備考

年　月　日

  歳

氏名

番号

性別 続柄

介護
受給区分 番号

異動事由 届出日
異動日

年　月　日
年　月　日

住民となった届出日
住民となった異動日

年　月　日
年　月　日

住定届出日
住定異動日

生年月日

前住
住民票コード 個人番号

期間経過通知

喪

得退職 証番号

(　　枚中　　枚)

年金
種別 基礎年金番号 得 カード

喪 印鑑 宛名番号

印刷区分

後期
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第４号様式(第１１条関係)

（　　枚中　　枚）

上記の者について当区から転出する旨の届出があった事を証明する。
　　

年　　月　　日

発行

個人番号
カ ー ド

個人番号
資格 退職 資格 種別 基礎年金番号

住　基
カード

国民健康保険

4

氏　名

生年月日 性別 続柄

後期
高齢

介護保険 国民年金 児童
手当

住民票
コード

住定日

   備          考 

   備          考 

   備          考 

3

氏　名

性別 続柄

2

国民健康保険 後期
高齢

介護保険 国民年金 児童
手当

住民票
コード資格 退職 資格 種別

個人番号
カ ー ド

個人番号
資格 退職 資格 種別 基礎年金番号

住　基
カード

国民健康保険 後期
高齢

住定日

資格

氏　名

生年月日 性別

個人番号

個人番号
カ ー ド

国民健康保険 介護保険 国民年金 児童
手当

転　　出　　証　　明　　書

新　　　し　　　い
世　　　帯　　　主

基礎年金番号
住　基
カード

個人番号

個人番号
カ ー ド

介護保険 国民年金 児童
手当

住民票
コード

生年月日

住定日

住　基
カード

続柄

性別 続柄

   備          考 

基礎年金番号

住民票
コード種別資格

後期
高齢退職

東京都北区長             　　　 印

転 出 （ 予 定 ） 地

い ま ま で の
住 所

転 出 （ 予 定 ） 日 届　　出　　日

住定日

い ま ま で の
世 帯 主

1

氏　名

生年月日
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第５号様式（第１２条関係） 

     

 

        

   第         号  

   

 
                    身 分 証 明 書 

 

   

    氏  名  

    職  名  

    生年月日        年  月  日  

    所  属  

     

   上記の者は住民基本台帳法第３４条の規定による  

  調査に従事する職員であることを証明する。  

                 年  月  日  

               東京都北区長                

 （表）   第         号  

   

 
                    身 分 証 明 書 

 

   

    氏  名  

    職  名  

    生年月日        年  月  日  

    所  属  

     

   上記の者は住民基本台帳法第３４条の規定による           

              

                 年  月  日  

               東京都北区長              印  

 （裏）  本証の有効期間は発行の日から    年  月  日までとする。  

 住民基本台帳法（抄）  

 （調査）  

 第34条 市町村長は、定期に、第７条及び第３０条の４５の規定により記載すべきも  

 のとされる事項について調査をするものとする。  

 ２ 市町村長は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第  

  ７条及び第３０条の４５の規定により記載をすべきものとされる事項について調査  

  することができる。  

 ３ 市町村長は前２項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして、  

  関係人に対し、質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。  

 ４ 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書の提示を求める場合には、       

 その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなけ 

 

 ればならない。  

 （秘密を守る義務）  

 第35条 住民基本台帳に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事    

  務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。  

  （罰則）  

 第44条 第35条の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の懲役又は３０万円  

   以下の罰金に処する。                
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付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

規

則

は

、

令

和

三

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

東

京

都

北

区

住

民

基

本

台

帳

事

務

取

扱

規

則

の

規

定

に

よ

り

調

製

し

た

様

式

で

現

に

残

存

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

所

要

の

修

正

を

加

え

、

な

お

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
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東

京

都

北

区

特

別

区

税

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

二

月

十

八

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

八

十

三

号

東

京

都

北

区

特

別

区

税

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

特

別

区

税

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

六

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

「

「

第

七

号

の

五

様

式

（

甲

）

第

十

条

の

表

の

項

中

第

七

号

の

五

様

式

を

に

改

め

る

。

（二）

」

（

乙

）

」

第

十

二

条

第

一

項

中

「

場

合

で

」

を

「

場

合

そ

の

他

や

む

を

得

な

い

理

由

に

よ

り

」

に

改

め

る

。

第

十

三

条

の

二

中

「

第

三

十

九

条

」

を

「

第

五

十

九

条

」

に

改

め

る

。

「

「

第

十

四

号

様

式

（

甲

）

第

十

七

条

の

表

の

項

中

第

十

四

号

様

式

を

に

改

め

る

。

（一）

」

（

乙

）

」

第

三

十

一

条

中

「

、

第

三

十

八

号

様

式

に

よ

る

過

誤

納

金

還

付

・

充

当

通

知

書

」

を

「

は

、

第

三

十

八

号

様

式

に

よ

る

過

誤

納

金

還

付

兼

充

当

通

知

書

」

に

改

め

る

。

第

三

十

八

条

中

「

標

識

弁

償

金

納

入

通

知

書

兼

徴

収

簿

」

を

「

標

識

弁

償

金

納

入

通

知

書

兼

領

収

書

」

に

改

め

る

。

付

則

を

付

則

第

一

項

と

し

、

同

項

に

見

出

し

と

し

て

「

（

施

行

期

日

）

」

を

付

し

、

付

則

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

（

附

属

申

告

書

）

２

次

の

表

の

上

欄

に

掲

げ

る

者

は

、

条

例

第

二

十

三

条

第

一

項

又

は

第

四

項

の

申

告

書

に

、

同

-1-



表

下

欄

に

掲

げ

る

附

属

申

告

書

を

添

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

納

税

義

務

者

附

属

申

告

書

の

種

類

前

年

前

三

年

内

の

各

年

に

生

じ

た

法

附

則

第

三

十

付

則

様

式

の

上

場

株

式

等

に

係

る

譲

渡

五

条

の

二

の

六

第

十

六

項

に

規

定

す

る

上

場

株

式

損

失

の

繰

越

控

除

明

細

書

等

に

係

る

譲

渡

損

失

の

金

額

（

同

条

第

十

五

項

の

規

定

に

よ

り

前

年

前

に

お

い

て

控

除

さ

れ

た

も

の

を

除

く

。

）

に

つ

い

て

、

こ

れ

ら

の

規

定

に

よ

つ

て

、

法

附

則

第

三

十

五

条

の

二

の

二

第

五

項

に

規

定

す

る

上

場

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

及

び

法

附

則

第

三

十

三

条

の

二

第

五

項

に

規

定

す

る

上

場

株

式

等

に

係

る

配

当

所

得

等

の

金

額

の

計

算

上

控

除

を

受

け

よ

う

と

す

る

納

税

義

務

者

別

記

第

六

号

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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第６号様式（第６条関係）

歳

未

満

の

扶

養
親

族

（
控

除

対

象

外

）

      16

　　　年度　特別区民税・都民税　申告書

支払った保険料の合計額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
旧長期支払
　
                                   円

２７

配

代理権

102
可能額

２２配当 上場分の配当等は裏面⑨へ

●所得がなかった方や、勤務先の給与から住民税を差し引かれる方、
　税務署や他の自治体へ申告した方は裏面へ記入してください。

譲渡・一時

その他

６２

６３

２３

給与

前

年

１

月

か

ら

１

２

月

ま

で

の

間

の

収

入

に

つ

い

て

お

伺

い

し

ま

す

。

８

１０

２４

２１

社 会 保 険 料
控 除

扶

養

控

除

フリガナ

雑 

公的年金

社保

源泉徴収票をお持ちの場合は同封してください。
遺族年金・障害年金は記入せず、裏面①に記入してください。

特別控除後1/2前

雑 損 控 除

領 収 書 原 本 同 封

差引損失額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
３０

４６

・

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　円

専従者勤
学

前
年
１
月
か
ら
１２
月
ま
で
の
間
の
控
除
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
   。

 寡婦

ひとり親

70

ひとり
親

寡
婦

区役所事務処理欄

89

他
所
調

81

50

老人特
定

年金収入金額

10652

裏

面

あ

り

特
取

10364

一
般

83 87

同 計
普
障

特別障害

同 計
年少

生保

普通徴収
自分で納付する方法

８０２

地震

・

業務

８０３

57　新個人年金保険料の計 控除（一般＋個年＋介医）45　旧個人年金保険料の計

同封しております医療費控除、セルフメディケーション税制の明細書をご使用ください。

３３

手帳

       　　　　 年　　　　月　　　　日

支払った国民健康保険料

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

支払った国民年金保険料
証明書

原本同封

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          円

氏名

小 規 模 企 業

共 済 等 掛 金 控 除

配偶者控除・

配偶者特別

控除・同一生

計配偶者

１４

47　支払った保険料の合計額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
旧

長

期

給与所得者で、給与と年金以外の所得に

ついて、希望する納付方法を○で囲んでく

ださい。

３２

１０４

合計

支払った介護保険料

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

その他の社会保険料

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

個人番号

不動産

利子

事

業

国

外
同

地
震

地 震 保 険 料 控 除

証 明 書 原 本 同 封

別 ・

医 療 費 控 除
明 細 書 同 封

農業

源泉徴収票をお持ちの方

源泉徴収票をお持ちでない方 裏面⑥に記入してください。

源泉徴収票を同封してください。

東京都北区長殿

　　　　　　　年
　　　　月　   日提出

1
 

所
得
金
額

２０

種目 　　　　　　　A　　収入金額

１ 月 １ 日 現 在

の 住 所

現 在 の 住 所 　　同上 電 話

世帯主

氏 名
職 業

世 帯 主 と

の 続 柄

営業等

フリガナ

氏 名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印 　

       　　　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　日生

職員記入欄　　　　　　　B　　必要経費

１６

　　　C　　青色申告控除額

整 理 番 号

１７

個人番号

自 宅

携 帯

未
年

77

老

79 80

配偶者

有

82
・ 別

２
所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額
等

　　　　　　　　　　　　　　　　円

1

2

3

1

2
氏名

フリガナ

フリガナ

フリガナ

氏名

個人番号

氏名

生 命 保 険
料 控 除
証 明 書
原 本 同 封

勤労学生

個人番号

個人番号

障害

証明書原本同封　（学校名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

手帳 □身体　□愛（療育）　□精神　（　　　）度・級

別居の方の住所

手帳

国

外

本

人

該

当

・

□ひとり親控除

56　新生命保険料の計

　

　　　　　　　　　　　　　　　　円

フリガナ

・

氏名

個人番号

        　　　 年　　　　月　　　　日

氏名

個人番号

フリガナ

手帳 □身体　□愛（療育）　□精神　（　　　）度・級

本
人

84

・

同

  別

・
国

外

手帳 □身体　□愛（療育）　□精神　（　　　）度・級

妻・夫

４８
配合計所得

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円 ５９
続柄

□同一生計配偶者 （控除対象配偶者を除く）

同 ・ 別 特別徴収
給与から差し引かれる方法

71 72

給与収入金額

源泉徴収票、その他の証明書は申告書に貼らずに同封してください。

損害の原因 損害年月日

　　　　・　　　・

扶
養

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　円

□身体　□愛（療育）　□精神　（　　　）度・級

生年月日 同居・別居・国外

 配偶者の収入

　（給・年）　　　　            　　　　　          　円

        　　　 年　　　　月　　　　日

        　　　 年　　　　月　　　　日

４３

□死別　□生死不明　□離婚      　　（死別または離婚した年　　　　　　　　　　　　　　年）

        　　　 年　　　　月　　　　日
同

受
付

損害金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　円

補てんされる金額

　　　　　　　　　　　円

支払った小規模企業共済掛金・心身障害者扶養共済掛金等との合計額

証明書原本同封　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

保険金等で補てんされる金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

44　旧生命保険料の計 58　介護医療保険料の計

支払った医療費の合計額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円 　　　セルフメディケーション税制　　　　　希望する

国

外

・

□身体　　(　　　　　）級　　　□愛（療育)　　(　　　　　）度　　　□精神　　　(　　　　　）級

        　　　 年　　　　月　　　　日
同 別

□身体　□愛（療育）　□精神　（　　　）度・級

国

外

□身体　□愛（療育）　□精神　（　　　）度・級

同

手帳

国

外
・ 別 ・

普

控除（地震＋旧長期）

控除計（30、104除く）

支払額-補てんされる金額

76

85 86

74

障害者

特 普

身元
マイナンバーカード

免許・保険

在留・手帳

旅券・その他

控除計（各控除＋基礎控除）

（表）

1
点

2
点

セルフ

個
人
番
号
確
認
欄

番号

通知

その他

徴収区分 居住開始

戸籍等

委任状

その他

別保管 別紙

特
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第６号様式（第６条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　⑦　給与所得者で特定支出のある方　　　　　証明書同封

金額

円

勤

務

先

名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話：

所在地：

　　月～　　　月 円 円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　円 株式等譲渡所得割額控除額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　⑨上場株式等の配当所得等がある方　　　　　　　　　　　　　　　　　支払通知書同封

総合分または分離分のいずれかを○で囲んでください。　　　　（総合分　　・　　分離分）

※所得税と住民税で異なる課税方式を選択される場合は「特定配当等申告書・特定株式等譲渡所得金額申告書」をご提出ください。

会社名 収入金額 必要経費 源泉徴収額 支払確定年月日

　　　　　　　　　　円 　　　　　　　　　　円 　　　　　　　　　　円 　　　　　 ・　　　　　・

　　　　　　　　　　円 　　　　　　　　　　円 　　　　　　　　　　円 　　　　　 ・　　　　　・

所得金額
　　　　　　　　　　　　　　　　円

前年中の
開（廃）業

　開始　　　・　　廃止
　　　　　　　　月　　　　　日

損益通算の特例適用前の
不動産所得 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　事業所等の
　所在地資産の種類 損失額、被災損失額（白）

　　　　　　　　　　　　　　　　円

　⑩配当割額または株式等譲渡所得割額の控除に関する事項

特定配当等に係る所得金額、特定株式等譲渡所得金額を各所得金額に含め、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除を受
けようとする場合は、下の該当の各欄に控除額を記入してください。

配当割額控除額

従事
月数

従事
月数

フリ

ガナ 続柄 生年月日
専従者

給与額
　　　　　　　円

氏名
 
      　　　・　　　　・

別居の場合

の住所

個人

番号

⑬所得金額調整控除に関する事項

フリ

ガナ 続柄 生年月日 特別障害者

に該当する

場合

級

度
氏名

 
      　　　・　　　　・

　⑫　事業専従者　（　青　・　白　）

1

フリ

ガナ 続柄 生年月日
専従者

給与額
　　　　　　　円

氏名

　前年中どのように生計を立てていたか該当する欄に○印または必要事項を記入してください。

　⑥給与の源泉徴収票をお持ちでない方

前年１月から１２月までの間の収入について、勤務先ごとに給与収入金額等およびその合計金額を記入してください。

申告後の金額の訂正は支払者からの証明書（源泉徴収票等）が必要です。

①　前年中の所得がなかった方

　１．　以下の方に扶養（援助）されていた

　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　続柄　　　　　　　　　　電話

　　住所

　２．　学校に通学していた（１または５もあわせて記入してください）

　　学校名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卒業予定　　　　　　　年　　　　　　　月

 
      　　　・　　　　・

個人

番号

個人

番号

東京都共同募金会、日赤東京都支部、

区市町村・都道府県分（特例控除対象以外）
円

所在地

　⑤　寄附金税額控除に関する事項　　証明書原本同封

円北区条例指定分

　３．　雇用（失業）保険を受給していた

　　受給期間　　　　　　　　年　　　　　　　　　　月　　　～　　　　　　　　年　　　　　　　　　　月

　　受給額合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　４．　遺族年金等を受給していた　　該当に○

　　（１）　遺族年金　　　（２）　障害年金　　　（３）　増加恩給　　　（４）　　福祉年金

　　（５）　その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　受給額合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　５．　その他
　　　　（１）　貯金　　　（２）友人・知人からの借り入れ　　　（３）　生活保護
　　　　（４）その他

　②勤務先で６月から住民税を差し引かれる方

名称

電話

源泉徴収票に記載されているあなたの住所

電話勤務先

　　この金額で間違いありません。
　　署名                                                                                                         ㊞

金額 種目

円

　　月～　　　月 円 円

勤

務

先

名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話：

所在地：

2

　⑪　事業税に関する事項　　　お問合せは荒川都税事務所へ　　０３（３８０２）８１１１

　非課税所得など
番号

事業用資産の譲渡損失など

　以下に該当する寄附金について記入してください。

　備考欄

東京都条例指定分 円

円
区市町村・都道府県分

（特例控除対象）

④　北区外に住んでいて、北区に家屋敷、
事務所または事業所がある方

所在地

　③すでに申告書を税務署や他の自治体に提出された方

　提出した税務署・自治体　　　　　　　　　　提出年月日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

　提出した時に記入した住所

支払月 給与収入金額 社会保険料

　　月～　　　月 円 円

勤

務

先

名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話：

所在地：

支払月 給与収入金額 社会保険料

支払月 給与収入金額 社会保険料

合計 円 円

種目 収入金額 必要経費 特別控除額 所得金額

⑧　分離課税の所得がある方　　　上場株式等の配当所得等は⑨に記入してください。

該当の所得を○で囲んでください。※所得税と住民税で異なる課税方式を選択される場合は、

「特定配当等申告書・特定株式等譲渡所得金額申告書」をご提出ください。

円 円 円 円

　　・　山林　　・　退職　　・　分離長期譲渡　　・　分離短期譲渡　　・　株式等の譲渡等　　・　先物取引

種目

（裏）
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別

記

第

六

号

の

五

様

式

（

甲

）

及

び

（

乙

）

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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第６号の５様式（甲）（第６条関係） 

 

 

 年度（   年分）給与支払報告書（総括表）    月  日までに提出してください。 

 

 
追 加           年  月  日提出 

訂 正                  長殿 

※ 種 別 ※ 整 理 番 号 ※ 

    

 １給 与 の 
支払期間 

    年  月分から   月分まで 10 提出区分 年間分 退職者分 
 

 
２給与支払者の
個人番号又は
法人番号 

              11 
給与支払の方法
及び期日 

 
 

二
枚
目
に
下
敷
を
し
て
カ
ー
ボ
ン 

を
入
れ
ず
に
書
い
て
く
だ
さ
い
。 

３給  与 
支 払 者 
郵便番号 

〒  ─ 
※ 

 
12 
事 業 種 目 そ の 
他 必 要 な 事 項 

 
４（フリガナ） 
 

給  与 
支 払 者 
所 在 地 
（住所） 

 

 

ビル内   

 

電話（   ）    ─     番    

13 
提 出 先 市  
区 町 村 数 

 

14 受給者総人員 
   

 名 ５ 
（フリガナ） 
 

名  称 
（氏名） 

 
 

報
告
人
員 

15 特別徴収対象者 

 名 
 

 
16 普通徴収対象者

（退職者） 名 

 ６代表者の 
職氏名印 

 
17 普通徴収対象者

（退職者を除く） 

 
名 

 
 

７経理責任 
者氏名 

 
18 報告人員の合計 

 
名 

（
市
区
町
村
提
出
用
） 

８ 
 連絡者の係 
及び氏名並び
に 電話 番号 

係 氏名        19所 轄 税 務 署 
 

税務署 

（  ）   ─  番 内線   番 20納入書の送付 要 ・ 不要 

９会計事務所 
等の名称 

 

（  ）   ─     番 

21前年の特別徴収

義務者指定番号 
 

 

 

-6-



第６号の５様式（乙）（第６条関係）

（フリガナ）

0

個人番号

配偶者の

合計所得

円

氏名

国民年金保険

料等の金額

基礎控除の額

中途就・退職

就職 退職 年

ひ

と

り

親

特

別

旧長期損害

保険料の金額

所得金額

調整控除額

円

円

（摘要）に前職分の加算額、支払者等を記入してください。

住所（居所）

又は所在地

氏名又は名称
（電話）

支
　
払
　
者

個人番号又は

法人番号

円

円

（
市
区
町
村
提
出
用

）

未

成

年

者

外

国

人

死

亡

退

職

災

害

者

乙
　
欄

本人が障害者

そ
の
他

勤

労

学

生
月

寡
　
　
婦

氏名
区
分

月 日日 年

受給者生年月日

　 　

区
分 4

（フリガナ）

3

個人番号 個人番号

氏名

個人番号

氏名 氏名

2

（フリガナ） 区
分 2

（フリガナ） 区
分

個人番号

氏名 氏名

16
歳
未
満
の
扶
養
親
族

（フリガナ）

個人番号

4

（フリガナ）

個人番号

区
分 3

個人番号

個人番号

1

（フリガナ） 区
分

（フリガナ） 区
分

住宅借入金等

特別控除区分（２回目）

住宅借入金等

年末残高（２回目）

円

控
除
対
象
扶
養
親
族

1

（フリガナ） 区
分

(源泉・特別)

控除対象

配偶者

（フリガナ） 区
分

５人目以降の１６歳未満の

扶養親族等の個人番号

氏名 氏名
５人目以降の控除対象扶

養親族の個人番号

年 月 日
住宅借入金等

特別控除区分（１回目）

住宅借入金等

特別控除可能額

円 居住開始年月

日（２回目）

年 月 日

生命保険料

の金額の

内訳

新生命保険料

の金額

旧生命保険料

の金額

円
介護医療保

険料の金額

円
住宅借入金等

年末残高（１回目）

円
新個人年金

保険料の金額

円
旧個人年金

保険料の金額

円円

住宅借入金

等特別控除

の額の内訳

住宅借入金等

特別控除適用数

居住開始年月

日（１回目）

(摘要)

千 円　内　　 　  　　  　　　千 円 千 円 千 円

社会保険料等の金額 生命保険料の控除額 地震保険料の控除額 住宅借入金等特別控除の額

有 従有 千 円 人 人 人

老人 特　　定 老　　人 その他 特　　別 その他

従人 内 人 従人 人 従人 人 内 人

１６歳未満

扶養親族

の数

障害者の数
（本人を除く。）

非居住者

である

親族の数

円 円 内 円

○
※ ※　　　　種　　　　　別 ※　　　整　理　番　号 ※

内 円

種　　　　　別 支　払　金　額
給与所得控除後の金額

（調整控除後） 所得控除の額の合計額 源泉徴収税額

氏
 

名

（役職名）

給
与
支
払
報
告
書

（
個
人
別
明
細
書

）

（個人番号）

支　払

を受け

る　者

住
所

※区分 （受給者番号）

(源泉)控除対象
配偶者 配 偶 者 （ 特 別 ）

控    除    の    額

控除対象扶養親族の数
(配偶者を除く。)

の有無等

-7-



別

記

第

六

号

の

十

五

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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第６号の 15 様式（第８条関係） 
 
 

 

 
 

備考 

 １ 「前３年以内の控除余裕額または控除限度額を超える外国税額の明細」欄中「前年からの繰越額」欄は、前年から引き継いだ控除余裕額または控除限度額を超える外国税額を、

「当年に加算する額」欄または「当年分とみなす額」欄は、当年において控除限度額に加算すべき控除余裕額（地方税法施行令第７条の19第６項の適用がある場合には、適用前の

金額）または当年において繰越控除すべき控除限度額を超える外国税額を、「翌年繰越額」欄は、翌年に引き継ぐべき控除余裕額または控除限度額を超える外国税額をそれぞれ記載

すること。 

 ２ 「控除余裕額」欄の各「当年に加算する額」欄は、各「前年からの繰越額」欄の前３年以内の各年の控除余裕額のうち、番号順に（ル）の金額に充てられるものを、国税、都民

税、特別区民税の別に記載すること。 

 ３ 「控除限度額を超える外国税額」欄の「当年分とみなす額」欄は、「前年からの繰越額」欄の前３年以内の各年における控除限度額を超える外国税額のうち、番号順に、順次

（ヌ）の金額に充てられるものを記載すること。 

 ４ 各「前３年の各年の国税の控除限度額」欄は、「前年からの繰越額」欄の前３年以内の控除余裕額がある年について、その年分の所得税法第95条第１項に規定する控除限度額を、

各「前３年の各年の翌年１月１日の住所の区分」は、地方自治法第252条の19第１項の市にあっては、「指定都市」に「○」を、それ以外の市町村にあっては、「一般市」に「○」を

記載すること。 

外国の所得税等の額の控除に関する明細書 

氏 名         

 この明細書は、外国において課された所得税等の額を地方税法第37条の３及び第314条の８の規定によって都民税及び特別区民税の所得割額から控除を受けようとする場合に

特別区民税

都 民 税
申告書に添付して提出してください。 

当年分の控除余裕額または控除限度額を超える外国税額の計算 

当
年
分
の
控
除
限
度
額 

所得税法第95条第１項に規定する控除限度額  （イ） 
円 

当
年
分
の
控
除
余
裕
額 

国税の控除余裕額 （イ）－（ヘ） (ト） 
円 

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財

源の確保に関する特別措置法第14条第１項に規定する控除限度額  
（ロ）  

都民税の控除余裕額［（イ）＋（ロ）＋（ハ）－（ヘ）］
または（ハ）のうち低い金額 

（チ）  

（イ）の額に
12

100を乗じて得た金額  （ハ）  
特別区民税の控除余裕額 
（ホ）－（ヘ）または（ニ）のうち低い金額 

（リ）  

（イ）の額に
18

100を乗じて得た金額 （ニ）  

 計  （ト）＋（チ）＋（リ） （ヌ）  

計  （イ）＋（ロ）＋（ハ）＋（ニ） （ホ）  

当年において課された外国税額         （ヘ）   当年分の控除限度額を超える  外国税額（ヘ）－（ホ） （ル）  

前３年以内の控除余裕額または控除限度額を超える外国税額の明細 

控除余裕額また
は控除限度額を
超える外国税額
の生じた年 

控     除     余     裕     額 控除限度額を超える外国税額 

国       税 都   民   税 特 別 区 民 税 

前年から 

の繰越額 

当年分と 

みなす額 

翌  年 

繰 越 額 
前年からの

繰越額 

当年に加算

する額 
翌年繰越額 

前年からの

繰越額 

当年に加算

する額 
翌年繰越額 

前年からの

繰越額 

当年に加算

する額 
翌年繰越額 

   年 (１)   円 円  (２)  円 円  (３)   円 円  (１)    円 円  

   年 (４)  円 (５)  円 (６)  円 (２)  円 

年 (７)   (８)   (９)   (３)   

合   計 (ヲ) (ワ)  (カ) (ヨ)  (タ) （レ)  (ソ) (ツ)  

当 年 分 

(ト)の額 (ム)の額 (ト)－(ム) 

の額 

(チ)の額 (ウ)の額 (チ)－(ウ) 

の額 

(リ)の額 (ヰ)の額 (リ)－(ヰ) 

の額 

(ル)の額 (ワ)＋(ヨ)＋(レ)

の額 

(ル)－［(ワ)＋ 

(ヨ)＋(レ)]の額 

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 

前３年の各年の国税の控除限度額 前３年の各年の翌年１月１日の住所の区分 

前３年以内

の控除余裕

額の当年の

限度額への

加算額 

国 税 
(ワ)    円 

 
前３年以

内の控除

限度額を

超える外

国税額の

当年への

繰越額 

国 税 
(ム)   円 

 

  年 
（ネ）         円 

 
 年 

指定都市  
都 民 税 

(ヨ) 

 
都 民 税 

(ウ) 

 一般市  

年 
（ナ） 

 
年 

指定都市  
特別区民税 

(レ) 

 
特別区民税 

(ヰ) 

 一般市  

年 
（ラ） 

 
年 

指定都市  
計  計 

(ノ) 

 一般市  

前年度以前３年度内の控除未済外国税額の明細 

控除未済外国 

税額の生じた 

年 度 

都        民        税 特     別     区     民     税 

控除未済 

外国税額      (オ) 

当該年度 

控 除 額      (ク) 

翌年度繰越額 

(オ)－(ク)     (ヤ) 

控除未済 

外国税額      (マ) 

当該年度 

控 除 額      (ケ) 

翌年度繰越額 

(マ)－(ケ)     (フ) 

  年 度 円 円  円 円  

  年 度   円   円 

  年 度       

当 該 年 度 分       

計 円 円  円 円  
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第７号の５様式（甲）（第10条関係） 

標識交付証明書 
原動機付自転車 

小型特殊自動車 

車 

 

 

 

 

台 

標 識 番 号  北区 

車 種  

車 名  

車 台 番 号  

総 排 気 量 

ま た は 定 格 出 力 
 

形 式 認 定 番 号  

取 得 年 月 日  

納 

税 

義 

務 

者 

住 所 （ 所 在 地 ）  

氏 名 （ 名 称 ）  

定 置 場  

備 考  

  上記のとおり標識を交付したことを証明します。 

 

    年  月  日 

 

東京都北区長            

□印    
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第７号の５様式（乙）（第10条関係） 

標識交付証明書（試乗用） 
原動機付自転車 

小型特殊自動車 

車 

 

台 

標 識 番 号  北区 

車 種  

用 途  

有 効 期 間  

所 

 

有 

 

者 

住 所 （ 所 在 地 ）  

氏 名 （ 名 称 ）  

定 置 場  

備 考  

  上記のとおり標識を交付したことを証明します。 

 

    年  月  日 

 

東京都北区長            

□印    
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第10号の２様式（乙）（第14条関係） 

  〒                            年  月  日 

 

         様             東京都北区長        印 

 

軽自動車税（種別割）減免   通知書 

 

  軽自動車税（種別割）に係る減免申請については、下記のとおり    しましたの

で通知します。 

記 

 

年 度  通知書番号  

納 

税 

義 

務 

者 

氏 名 

（名 称） 
 

住 所  

標識（車両）番号  
車 種  

車 台 番 号  

年 税 額 

変 更 前 の 税 額 変 更 後 の 税 額 決 定 理 由 

円 円  

備 考  

 

 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３

箇月以内に東京都北区長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があ

ったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この処分の日の翌日から

起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。また、この処分の取

消しを求める訴えは、前記の審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起

算して６箇月以内に東京都北区を被告として（訴訟において東京都北区を代表する者は東

京都北区長となります。）提起することができます。ただし、当該裁決があったことを知

った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して１年

を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、処分の取消

しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこ

ととされていますが、①審査請求があった日の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決

がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊

急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を

経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 

           （お問合せ先） 東京都北区      課 

                   〒 

                   TEL 
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第11号様式（乙）（第15条関係） 

（表） 
   給与所得等に係る特別区民税・都民税 特別徴収税額の決定・変更通知書（納税義務者用）  

税 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

額 

特
別
区
民
税 

税 額 控 除 前 
所 得 割 額 ④     

納 

付 

額 

6月分    

 

番
号

指
定 

 番
号

宛
名 

 

所 

得 

給 与 収 入     
主 た る 給 与 

以 外 の 合 算 

所 得 区 分 

営
業
等 

農 

業 

不 

動 

利 

子 

配 

当 

給 

与 

雑 

譲
渡
・
一
時 

 

課 
 

税 
 

標 
 

準 

総 所 得 ③      税額控除額⑤     7月分    
番
号 

受
給
者 

 氏
名 

 

 

給 与 所 得      山 林 所 得      所得割額⑥     8月分    

その他の所得計              分離短期譲渡      均等割額⑦     9月分    
住
所 

 

 
      総所得金額①   分離長期譲渡      

都 

民 

税 

税 額 控 除 前 
所 得 割 額 ④     10月分    

 

 

           株式等の譲渡      税額控除額⑤     11月分     あなたの特別徴収税額を左記のとおり決定（変更）したので、地方税法第

41条及び第321条の４（第321条の６）の規定によって通知します。また、こ

の処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して３箇月以内に東京都北区長に対して審査請求をすることができます。

ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内で

あっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をす

ることができなくなります。また、この処分の取消しを求める訴えは、前記

の審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月

以内に東京都北区を被告として（訴訟において東京都北区を代表する者は東

京都北区長となります。）提起することができます。ただし、当該裁決があ

ったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、当該裁決の

日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起すること

ができなくなります。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対す

る裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、

①審査請求があった日の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決がないと

き、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるた

め緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があ

るときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができま

す。 

       年  月  日 

所 
 

得 
 

控 
 

除 

雑 損    障・寡・ひ・勤      上場株式等の配当等      所得割額⑥     12月分    

医 療 費    配 偶 者      先 物 取 引      均等割額⑦     1月分    

社会保険料    配偶者特別                       特別徴収税額⑧     2月分    扶養親族該当区分 本人該当区分 繰 

越 

損 

失 
 

  

小規模企業共済    扶 養    控 

配 

老 

配 

特 

定 

同 

老 

老 

人 

１６
歳
未
満 

そ
の
他 

同 

障 

特 

障 

他 

障 

未
成
年
者 

特 

障 

他 

障 

寡 

婦 

ひ
と
り
親 

勤
労
学
生 

 控 除 不 足 額 ⑨     3月分    

生命保険料    基 礎     既 充 当 額 ⑩     4月分    

地震保険料    所得控除合計②                       既 納 付 額 ⑪    

 

5月分    

  差 引 納 付 額 
（⑧－⑪－⑨、⑩）    

 

 変 更 前 税 額 ⑫    

 増減額（⑧－⑫）    

 変 更 月 月   問合せ先 東京都北区   部   課   電話 
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第11号様式（乙）（第15条関係） 

（裏） 

 
◎税額の計算方法 
 総所得金額①－所得控除合計②＝課税総所得金額③ 

 課税総所得金額③×税率＝税額控除前所得割額④ 

 税額控除前所得割額④－税額控除額⑤＝所得割額⑥ 

 所得割額⑥＋均等割額⑦＝特別徴収税額⑧ 

 特別徴収税額⑧－控除不足額⑨＝差引納付額 

（注）１ 分離課税の所得がある場合は計算方法が異

なります。 

   ２ 「税額控除額⑤」は調整控除、配当控除、

住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控

除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除

等の控除額の合算額を記載しています。 

   ３ 「控除不足額⑨」は所得割額より控除する

ことができなかった配当割額又は株式等譲渡

所得割額の控除の額のことです。 

 

 

◎税率 

・均等割 

  特別区民税  円 都民税  円 

 

・所得割（総合課税分） 

  特別区民税  ％ 都民税  ％ 

 社会保険料 

控 除 等 
支払金額 

 
納税者本人の所

得金額 
900万円以下 

900万円超 

950万円以下 

950万円超 

1,000万円以

下 

 
基 礎 

控 除 

納税者本人の

所得金額 

2,400万円以下 43万円 ◎税額控除（配当控除 ※申告分離課税分を除く）  ◎税額控除（寄附金税額控除） 

   2,400万円超2,450万円以下 29万円  

課税所得金額  
1,000万円 

以下の部分 

1,000万円 

超の部分 

  前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額（寄
附金の合計額が総所得金額の合計額の30％を超える
場合には当該30％に相当する金額）が２千円を超え
る場合には、その超える金額の特別区民税は６％、
都民税は４％に相当する金額 
１ 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金 
２ 東京都の共同募金会又は日本赤十字社東京都支
部に対する寄附金のうち、政令で定めるもの 

３ 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のう
ち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として都
又は区の条例で定めるもの 

４ 特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住
民の福祉の増進に寄与する寄附金として都又は区
の条例で定めるもの 

 
 ただし、１のうち、特例控除の対象となる寄附金
が２千円を超える場合は、その超える金額に、下表
の左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の
特別区民税は５分の３、都民税は５分の２に相当す
る金額をさらに加算した金額（所得割の20％に相当
する金額を超えるときは、その20％に相当する金
額） 

 

生
命
保
険
料
控
除 

支払金額 控除額    2,450万円超2,500万円以下 15万円  

 

新
契
約 

12,000円以下のとき 全額  配偶者

控 除 

一般 33万円 22万円 11万円  ◎税額控除（調整控除）  

 12,000円超32,000円以下のとき 支払金額の１／２＋6,000円  老人 38万円 26万円 13万円  納税者本人の合計所得金額が2,500万円以下の場合、下記の
区分に応じた金額 
合計課税所得金額が200万円以下の者 
 次の①と②のいずれか少ない額の５％（特別区民税３％、

都民税２％）に相当する金額 
 ①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合にお

いては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額 
 ②合計課税所得金額 
合計課税所得金額が200万円超の者 
 ①の金額から②の金額を控除した金額（５万円を下回る場

合は５万円）の５％（特別区民税３％、都民税２％）に
相当する金額 

 ①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合にお
いては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額 

 ②合計課税所得金額から200万円を控除した金額 

 

 32,000円超56,000円以下のとき 支払金額の１／４＋14,000円  

配
偶
者
特
別
控
除 

所得金額 控除額   種類 
特別区民税 都民税 特別区民税 都民税 

 

 56,000円超のとき 28,000円  48万円超 
95万円以下 33万円 22万円 11万円   

 

旧
契
約 

15,000円以下のとき 全額  95万円超 
100万円以下 33万円 22万円 11万円  利益の配当等 1.6％ 1.2％ 0.8％ 0.6％  

 15,000円超40,000円以下のとき 支払金額の１／２＋7,500円  100万円超 
105万円以下 31万円 21万円 11万円  外貨建等以外の証券投資信託 0.8％ 0.6％ 0.4％ 0.3％  

 40,000円超70,000円以下のとき 支払金額の１／４＋17,500円  105万円超 
110万円以下 26万円 18万円 ９万円  外貨建等証券投資信託 0.4％ 0.3％ 0.2％ 0.15％  

 70,000円超のとき 35,000円  110万円超 
115万円以下 21万円 14万円 ７万円    

 一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保

険料について、それぞれ上の算式により計算した

控除額の合計額（限度額70,000円） 

一般生命保険料又は個人年金保険料については、

新契約と旧契約の双方について控除の適用を受け

る場合、新契約と旧契約それぞれ上の算式により

計算した控除額の合計額（限度額28,000円） 

 115万円超 
120万円以下 16万円 11万円 ６万円  ◎税額控除（住宅借入金等特別税額控除）  

  120万円超 
125万円以下 11万円 ８万円 ４万円   前年分の所得税において平成21年から令和３年までの入居に係る住宅借入

金等特別控除の適用を受けた場合、①から②を控除した金額（前年分の所得
税に係る課税総所得金額等の100分の５に相当する金額（97,500円を限度）を
超える場合には、当該金額）に下欄の割合を乗じた金額 
 ただし、居住年が平成26年４月から令和３年12月までであって、特定取
得又は特別特定取得に該当する場合には、「100分の５」を「100分の７」
と、「97,500円」を「136,500円」として計算した金額 
 ①前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額（特定増改築等に係る住

宅借入金等の金額又は平成19年若しくは平成20年の居住年に係る住宅借
入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったものとして計算し
た金額） 

 ②前年分の所得税の額（住宅借入金等特別控除等適用前の金額） 

 

  125万円超 
130万円以下 ６万円 ４万円 ２万円  控除の種類 金額 控除の種類 金額  課税総所得金額から人的控除差調整額を 

控除した金額 割合 

  130万円超 
133万円以下 ３万円 ２万円 １万円  基礎控除 ５万円 

納税者本人の

所得金額 

900万円

以下 

900万円

超 

950万円

以下 

950万円

超 

1,000万

円以下 

 ０円以上195万円以下 84.895％ 

  
障 害 者 控 除 

 

（特別障害者） 

 

（同居特別障害

者） 

26万円 

 

30万円 

 

53万円 扶 

養 

控 

除 

一般 33万円 
 

障害者 

控 除 

普通 １万円 
 195万円超330万円以下 79.79％ 

    330万円超695万円以下 69.58％ 

◎所得控除  

地
震
保
険
料
控
除 

支払金額 控除額  
老人 38万円 

 
特別 10万円 

配偶

者 

控除 

一般 ５万円 ４万円 ２万円  695万円超900万円以下 66.517％ 

雑損控除 
（実質損失額－総所得金額等の合計額

×10％）又は（災害関連支出の金額－

５万円）のうちいずれか高い方の金額 

 地 

震 

保
険
料 

50,000円以下のとき 支払金額の１／２   老人 10万円 ６万円 ３万円  900万円超1,800万円以下 56.307％ 

 50,000円超のとき 25,000円  
特定 45万円 

 同居 

特別 
22万円 

配 

偶 

者 

特
別
控
除 

48万円超 

50万円未満 
５万円 ４万円 ２万円 

 1,800万円超4,000万円以下 49.16％ 

医療費控除 

医療費の実質負担額－（10万円と総

所得金額等の５％のいずれか低い金

額）（限度額200万円） 

※地方税法附則第４条の４の規定の

適用を選択する場合 

特定一般用医薬品等購入費－１万２

千円（限度額８万８千円） 

 
旧
長
期
契
約 

5,000円以下のとき 全額  寡婦控除 26万円  特別区民税 ３／５ 都民税 ２／５  4,000万円超 44.055％ 

 5,000円超 

15,000円以下のとき 

支払金額の１／２ 

＋2,500円 

 ひとり親控除 30万円 

同 居 

老親等 
45万円 

 寡婦控除 １万円 
50万円以上 

55万円未満 
３万円 ２万円 １万円 

◎税額控除（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除）  ０円未満 
（課税山林所得金額及び課税退職所得金
額を有しない場合） 

90％ 
  

勤労学生控除 26万円 

 ひと

り親

控除 

父 1万円 区分 特別区民税 都民税  

 15,000円超のとき 10,000円   母 5万円 
扶養

控除 

一般 ５万円 老人 10万円 配 当 割 額 又 は

株式等譲渡所得割額
 ３／５ ２／５ 

 ０円未満 
（課税山林所得金額又は課税退職所得金
額を有する場合） 

地方税法に

定める割合  地震保険料、旧長期契約の両方がある場合は、限度額は25,000円   勤労学生控除 １万円 特定 18万円 同 居 
老親等 

13万円  
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第14号 様式（甲）（第17条関係）
（表）

年度

あなたの税額を次のとおり決定いたしましたので通知します。

年　　月　　日

特別区民税・都民税の賦課　税額に関するお問合せ

　電話：

納税に関するお問合せ

　電話：

税の証明に関するお問合せ

　電話：

東京都北区役所　〒114-8508　北区王子本町１丁目１５番２２号

口座振替による納付の場合

（個人情報のため口座番号の一部を消してあります。）

（１）所得金額の内訳（単位：円） （３）課税標準額（単位：円）

（４）合計税額（単位：円）

（２）所得控除額の内訳（単位：円）

（５）公的年金から特別徴収する額及び徴収月

（単位：円）

老 同特 特別 その他　

円

円

円

合 計 所 得

期 別

納 期 限

税 額

充 当 額

納 付 済 額

充 当 後 納 付 額

総 所 得 合 計

繰 越 損 失

収
入

給 与 収 入

公 的 年 金 収 入

総
合
課
税
所
得

分
離

円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

総　所　得

控
除
金
額

控 除 合 計

所 得 割 合 計 額

差 引 所 得 割 額

特 別 徴 収 義 務 者

法 人 番 号

特別徴収対象年金

均 等 割 額

計

区　民　税 都　民　税

年　　税　　額
所得割より控除しきれなかった配当割及び譲渡割の控除額

扶養親族該当区分

年　４月 

年　６月 

年　８月 

翌

年

度

仮

特

別

徴

収

税

額

配偶者

有
特定 同老 老人

特
別
徴
収
税
額

年　４月 

年　６月 

年　８月 

年１０月 

年１２月 

年　２月 本人該当区分
家
・
事

円 

円 

円 

通 知 書 番 号

問 合 せ 番 号

年 税 額

給 与 特 別 徴 収 税 額

公 的 年 金 特 別 徴 収 税 額

普 通 徴 収 税 額

円 

未
成
年

勤
労
学
生

ひ
と
り
親

寡
婦特

別

そ
の
他

障害

16歳未満 その他
障害

口 座 番 号

口 座 名 義 人

振 替 方 法

特別区民税・都民税 通知書
税　額　決　定

　納　　　税

金 融 機 関 名

口 座 種 別
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第 14 号様式（甲）（第 17 条関係） 
（裏） 

 

均等割額………特別区民税   円・都民税   円 

所得割額………課税標準額（総所得分）×特別区民税 ％ 

                  ×都民税 ％ 

          ※年度によって一部税率や控除等が異なります。 

１ 納税義務者 

  （地方税法第 24 条及び第 294 条並びに東京都北区特別区税条例第 9 条） 

（１）特別区民税・都民税は 1月 1日現在に 

  ア 区内に住所を有する個人に対しては均等割額と所得割額の合計額

が課税されます。 

  イ 区内に事務所・事業所または家屋敷を有する個人で区内に住所が

ない方に対しては均等割額が課税されます。 

（２）次の方には課税されません。 

  ア 1 月 1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方 

  イ 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で前年の合計所得金額が 135 万

円以下の方 

  ウ 区内に住所を有する方で均等割のみを課すべきもののうち、前年

中の合計所得金額が 35 万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族

の合計数を乗じて得た金額に 10 万円を加算した金額（同一生計配

偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に 21 万円を加算し

た金額）以下である方に対しては、均等割額は課税されません。 

２ 徴収方法 

  徴収方法には普通徴収と特別徴収の二つの方法があります。 

（１）普通徴収とは、納税義務者が直接にこの納税通知書によって納める

方法です。通常 6月から年税額を 4期（税額が均等割の金額以下のと

きは 1回）に分けて納付します。 

（２）特別徴収とは、特別徴収義務者が納入する方法です。給与所得者に

ついては、給与支払者（特別徴収義務者）が 6月から翌年 5月まで 12

回にわたって毎月の給与から差し引きます。老齢基礎年金等を受給し

ている特別徴収対象年金所得者については、年金保険者（特別徴収義

務者）が通常 4月から翌年 3月まで 6回にわたって年金から差し引き

ます。 

（３）特別徴収から普通徴収への切替 

特別徴収されている方が年度の途中で特別徴収されなくなった場合、 

未徴収の額を普通徴収の方法で納めることになります。 

３ 審査請求及び処分の取消しの訴え 

  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った

日の翌日から起算して3箇月以内に東京都北区長に対して審査請求をす

ることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して 3 箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して 1

年を経過すると審査請求をすることができなくなります。また、この処

分の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に対する裁決があったこと

を知った日の翌日から起算して 6 箇月以内に東京都北区を被告として

（訴訟において東京都北区を代表する者は東京都北区長になります。）

提起することができます。ただし、当該裁決があったことを知った日の

翌日から起算して 6箇月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算

して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくな

ります。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を

経た後でなければ提起することができないこととされていますが、①審

査請求があった日の翌日から起算して3箇月を経過しても裁決がないと

き、②処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避

けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当

な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起する

ことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 納期限までに納付されなかった場合における措置 

（１）納期限までに税金を完納しないため督促を受け、かつ、その督促状

を発した日から起算して 10 日を経過した日までにこの税金にかかる

徴収金を完納しない場合には、滞納処分を受けることになります。 

（２）表記金額を納期限までに納付されないときは、納期限の翌日から納

付の日までの期間の日数に応じ、税額（1,000 円未満の端数があると

き、またはその金額が 2,000 円未満であるときは、その端数金額また

は全額を切り捨てます。）に年 14.6％（納期限の翌日から 1 月を経過

するまでの期間については、年 7.3％）の割合（令和 3年 1月 1日以

後の期間については、当該期間の属する各年の租税特別措置法第 93

条第 2 項に規定する平均貸付割合に年 1％の割合を加算した割合（以

下「延滞金特例基準割合」という。）が年 7.3％の割合に満たない場合

には、その年中においては、年 14.6％の割合にあってはその年におけ

る延滞金特例基準割合に年7.3％の割合を加算した割合とし、年7.3％

の割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年 1％の割合を加算した

割合（当該加算した割合が年 7.3％の割合を超える場合には、年 7.3％

の割合）とします。）を乗じて計算した延滞金額を加算して納付しな

ければなりません。この場合における年当たりの割合は、閏年の日を

含む期間についても 365 日当たりの割合です。 

   なお、表記金額を訂正した場合はこの納付書は利用できません。 

５ 減免申請について 

  減免を受けようとする方は、納期限前 7日までに減免申請書を提出し

なければなりません。 

 

～ご注意～ 

１ 税金を納めるときは、納付書にお金を添えて出してください。 

２ 納めますと、領収書に受け取った日付印を押して返しますので、7 年

間は大切に保存してください。 

３ 納付書をよごしたり、やぶいたりしたときは、すぐにお問合せくださ

い。 

 

 

口座振替で「全期払」を登録されている方は、第 1期の 

納期限日に全額振替させていただきます。 

 

 

［お問合せ］ 

 東京都北区     課   （   ） 

 月～金曜日（祝日・休日、年末年始を除く）午前 8時 30 分～午後 5時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・雑損控除      ・医療費控除 

 ・社会保険料控除   ・小規模共済等掛金控除 

 ・生命保険料控除   ・地震保険料控除 

 ・寡婦、ひとり親控除 ・勤労学生控除 

 ・配偶者控除     ・配偶者特別控除 

 ・基礎控除 等 
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第14号 様式（乙）（第17条関係）
（表） 年度

公的年金特別徴収決定（中止）通知書

あなたの税額を次のとおり決定いたしましたので通知します。

年　　月　　日

特別区民税・都民税の賦課　税額に関するお問合せ

　電話：

◎決定又は変更理由 納税に関するお問合せ

　電話：

税の証明に関するお問合せ

　電話：

東京都北区役所　〒114-8508　北区王子本町１丁目１５番２２号

◎所得及び所得控除 （円） ◎課税標準額及び税額 （円） ◎扶養・本人区分等

◎事業所情報

◎特別徴収を行う公的年金

◎公的年金より徴収される翌年度の仮徴収税額

　翌年度も引き続き公的年金の支払いを受ける場合は、翌年

度4月から8月まで上記の額を特別徴収することになりますの

で、地方税法第321条の7の8の規定によって通知します。

また、公的年金から特別徴収が中止された場合には、普通徴

収の方法によって徴収します。

◎普通徴収期割額 （円） ◎給与特別徴収月割額 （円） ◎公的年金特別徴収月割額 （円）

◎口座振替による納付の場合

（個人情報保護のため口座番号の一部を＊で表示しています。）

納税（税額決定）

税額変更
特別区民税・都民税 通知書兼

通 知 書 番 号

問 合 せ 番 号

区　　分 変更前の額 変更後の額

収
入

総
合
課
税
所
得

合 計 所 得 金 額

繰 越 損 失

総 所 得 金 額 等

分
離
所
得

総 所 得 金 額

所 得 控 除 合 計

所
得
控
除

区　　分

課
税
標
準
額

所
得
割
額

減 免 額

年　　税　　額

配当譲渡割
控除不足額

都民税

区民税

都民税

区民税

都民税

変更前の額 変更後の額

所 得 割 額

均 等 割 額

変更前

変更後

扶養区分

都民税

区民税

都民税

区民税

都民税

区民税

区民税

都民税

区民税

都民税

区民税

都民税

区民税

都民税

区民税

本人区分

変更前

変更後

配偶者 扶養 扶養障害

有
り

老
人

特
定

同
老

老
人

16

歳

未

満

そ

の

他

同
特

特
別

そ

の

他

未
成
年

障害

特
別

そ

の

他

特別徴収義務者

法人番号

特別徴収対象年金

家
・
事

指定番号

受給者番号

事業所名称

整理番号

寡
婦

ひ
と
り
親

勤
労
学
生

徴収月
特別徴収税額（円）

期　別 納期限 変更前の額 変更後の額 納付済額 変 更 後 の 額 納 付 済 額

８月

６月

４月

変更前 変更後

都民税

区民税

都民税

区民税

区分 変 更 前 の 額

6月

9月

7月

8月

合計額

1月

10月

11月

合計額

区分 変 更 前 の 額 変 更 後 の 額

4月

6月

4月

5月

2月

3月

12月

12月

2月

8月

10月

口座名義人

振替方法

合計額

金融機関名

口座番号
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第 14 号様式（乙）（第 17 条関係） 
（裏） 
均等割額………特別区民税   円・都民税   円 

所得割額………課税標準額（総所得分）×特別区民税 ％ 

                  ×都民税 ％ 

          ※年度によって一部税率や控除等が異なります。 

１ 納税義務者 

  （地方税法第 24 条及び第 294 条並びに東京都北区特別区税条例第 9 条） 

（１）特別区民税・都民税は 1月 1日現在に 

  ア 区内に住所を有する個人に対しては均等割額と所得割額の合計額

が課税されます。 

  イ 区内に事務所・事業所または家屋敷を有する個人で区内に住所が

ない方に対しては均等割額が課税されます。 

（２）次の方には課税されません。 

  ア 1 月 1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方 

  イ 障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で前年の合計所得金額が 135 万

円以下の方 

  ウ 区内に住所を有する方で均等割のみを課すべきもののうち、前年

中の合計所得金額が 35 万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族

の合計数を乗じて得た金額に 10 万円を加算した金額（同一生計配

偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に 21 万円を加算し

た金額）以下である方に対しては、均等割額は課税されません。 

２ 徴収方法 

  徴収方法には普通徴収と特別徴収の二つの方法があります。 

（１）普通徴収とは、納税義務者が直接にこの納税通知書によって納める

方法です。通常 6月から年税額を 4期（税額が均等割の金額以下のと

きは 1回）に分けて納付します。 

（２）特別徴収とは、特別徴収義務者が納入する方法です。給与所得者に

ついては、給与支払者（特別徴収義務者）が 6月から翌年 5月まで 12

回にわたって毎月の給与から差し引きます。老齢基礎年金等を受給し

ている特別徴収対象年金所得者については、年金保険者（特別徴収義

務者）が通常 4月から翌年 3月まで 6回にわたって年金から差し引き

ます。 

（３）特別徴収から普通徴収への切替 

特別徴収されている方が年度の途中で特別徴収されなくなった場合、 

未徴収の額を普通徴収の方法で納めることになります。 

３ 審査請求及び処分の取消しの訴え 

  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った

日の翌日から起算して3箇月以内に東京都北区長に対して審査請求をす

ることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して 3 箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して 1

年を経過すると審査請求をすることができなくなります。また、この処

分の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に対する裁決があったこと

を知った日の翌日から起算して 6 箇月以内に東京都北区を被告として

（訴訟において東京都北区を代表する者は東京都北区長になります。）

提起することができます。ただし、当該裁決があったことを知った日の

翌日から起算して 6箇月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算

して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくな

ります。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を

経た後でなければ提起することができないこととされていますが、①審

査請求があった日の翌日から起算して3箇月を経過しても裁決がないと

き、②処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避

けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当

な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起する

ことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 納期限までに納付されなかった場合における措置 

（１）納期限までに税金を完納しないため督促を受け、かつ、その督促状

を発した日から起算して 10 日を経過した日までにこの税金にかかる

徴収金を完納しない場合には、滞納処分を受けることになります。 

（２）表記金額を納期限までに納付されないときは、納期限の翌日から納

付の日までの期間の日数に応じ、税額（1,000 円未満の端数があると

き、またはその金額が 2,000 円未満であるときは、その端数金額また

は全額を切り捨てます。）に年 14.6％（納期限の翌日から 1 月を経過

するまでの期間については、年 7.3％）の割合（令和 3年 1月 1日以

後の期間については、当該期間の属する各年の租税特別措置法第 93

条第 2 項に規定する平均貸付割合に年 1％の割合を加算した割合（以

下「延滞金特例基準割合」という。）が年 7.3％の割合に満たない場合

には、その年中においては、年 14.6％の割合にあってはその年におけ

る延滞金特例基準割合に年7.3％の割合を加算した割合とし、年7.3％

の割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年 1％の割合を加算した

割合（当該加算した割合が年 7.3％の割合を超える場合には、年 7.3％

の割合）とします。）を乗じて計算した延滞金額を加算して納付しな

ければなりません。この場合における年当たりの割合は、閏年の日を

含む期間についても 365 日当たりの割合です。 

   なお、表記金額を訂正した場合はこの納付書は利用できません。 

５ 減免申請について 

  減免を受けようとする方は、納期限前 7日までに減免申請書を提出し

なければなりません。 

 

～ご注意～ 

１ 税金を納めるときは、納付書にお金を添えて出してください。 

２ 納めますと、領収書に受け取った日付印を押して返しますので、7 年

間は大切に保存してください。 

３ 納付書をよごしたり、やぶいたりしたときは、すぐにお問合せくださ

い。 

 

 

口座振替で「全期払」を登録されている方は、第 1期の 

納期限日に全額振替させていただきます。 

 

 

［お問合せ］ 

 東京都北区     課   （   ） 

 月～金曜日（祝日・休日、年末年始を除く）午前 8時 30 分～午後 5時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・雑損控除      ・医療費控除 

 ・社会保険料控除   ・小規模共済等掛金控除 

 ・生命保険料控除   ・地震保険料控除 

 ・寡婦、ひとり親控除 ・勤労学生控除 

 ・配偶者控除     ・配偶者特別控除 

 ・基礎控除 等 
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第15号様式（第17条関係） 

（裏） 

 

 

 

  ―継続検査の申請を 

される方へ―    

 

滞納状況欄に「有」と表示されている

場合には、未納の税金がありますので、 

 

納税の上証明書の交付申請を 

 

してください。 

 

 

○本状到着前に納税済のときは行き違

いですのでご容赦ください。その場

合はお手数でも領収書を提示して証

明書の交付申請をしてください。 

 

○領収印がなくても滞納状況欄が空欄

であれば、    年  月  日ま

では納税証明書として使用できます。 

 

１．納税義務者 
 本税は４月１日現在において原動機付自転
車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小
型自動車（以下「軽自動車等」という。）を
所有している方、または、国・地方公共団体
などの軽自動車等を借り受けて使用している
方に課せられます（地方税法第442条の２、
東京都北区特別区税条例第37条）。 
 
２．課税標準及び税率 

 

消しを求める訴えは、前記の審査請求に対す
る裁決があったことを知った日の翌日から起
算して６箇月以内に東京都北区を被告として
（訴訟において東京都北区を代表する者は東
京都北区長となります。）提起することがで
きます。ただし、当該裁決があったことを知
った日の翌日から起算して６箇月以内であっ
ても、当該裁決の日の翌日から起算して１年
を経過すると処分の取消しの訴えを提起する
ことができなくなります。なお、処分の取消
しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を
経た後でなければ提起することができないこ
ととされていますが、①審査請求があった日
の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決
がないとき、②処分、処分の執行又は手続の
続行により生ずる著しい損害を避けるため緊
急の必要があるとき、③その他裁決を経ない
ことにつき正当な理由があるときは、裁決を
経ないでも処分の取消しの訴えを提起するこ
とができます。 
 
５．納期限までに納付されなかった場合にお
ける措置 
(１) 納期限までに税金を完納しないため督
促を受け、かつ、その督促状を発した日から
起算して10日を経過した日までにこの税金に
かかる徴収金を完納しない場合には、滞納処
分を受けることになります。 
(２) 表記金額を納期限までに納付されない
ときは、納期限の翌日から納付の日までの期
間の日数に応じ、税額（1,000円未満の端数
があるとき、またはその金額が2,000円未満
であるときは、その端数金額または全額を切
り捨てます。）に年14.6％（その納期限の翌
日から１月を経過する日までの期間について
は、年7.3％）の割合（当該年の租税特別措
置法第93条第２項に規定する平均貸付割合に
年１％の割合を加算した割合（以下「延滞金
特例基準割合」という。）が年7.3％の割合に
満たない場合には、その年中においては、年
14.6％の割合にあってはその年における延滞
金特例基準割合に年7.3％の割合を加算した
割合とし、年7.3％の割合にあっては当該延
滞金特例基準割合に年１％の割合を加算した
割合（当該加算した割合が年7.3％の割合を
超える場合には、年7.3％の割合）としま
す。）を乗じて計算した延滞金額を加算して
納付しなければなりません。この場合の年当
たりの割合は、うるう年の日を含む期間につ
いても、365日当たりの割合です。 
 なお、表記金額を訂正した場合はこの納付
書は利用できません。 
「納めるところ」右参照 

 
納めるところ 

  車  の  種  類 税  率   

  自 

転 

車 

原
動
機
付 

総排気量50cc以下 2,000円   
  総排気量50cc超90cc以下 2,000円   
  総排気量90cc超125cc以下 2,400円   
  ３輪以上(一定のものを除く) 3,700円   
  軽

自
動
車 

２輪（125cc超250cc以下） 3,600円   

  ２輪（ボートトレーラー等） 3,600円   

  ２輪の小型自動車（250cc超） 6,000円   
  自 

動 

車 

小
型
特
殊 

農耕作業用 2,400円   

  その他 5,900円   

     
  車  の  種  類 旧税率 新税率 重課税率   
  

軽
自
動
車 

３輪 3,100円 3,900円 4,600円   
  ４輪以上 

の乗用 

営業用 5,500円 6,900円 8,200円   
  自家用 7,200円 10,800円 12,900円   
  ４輪以上 

の貨物用 

営業用 3,000円 3,800円 4,500円   
  自家用 4,000円 5,000円 6,000円   
     
  車  の  種  類 軽課75％ 軽課50％ 軽課25％   
  

軽
自
動
車 

３輪 1,000円 2,000円 3,000円   
  ４輪以上 

の乗用 

営業用 1,800円 3,500円 5,200円   
  自家用 2,700円 5,400円 8,100円   
  ４輪以上 

の貨物用 

営業用 1,000円 1,900円 2,900円   
  自家用 1,300円 2,500円 3,800円   
     

  
軽自動車等の使用に対するもの 

（国・地方公共団体などから借り

受けている場合） 

上記の税率の７割に相当する額 

 

 
  

  ※各税率の詳細については別紙を参照  
［納税に関するお問合せ］ 
◎北区  部    課 
 月曜日から金曜日 午前８時30分から午後５時まで 
 祝日・休日、年末年始を除く。 
 
［軽自動車等の廃車について］ 
軽自動車等を譲渡したとき、廃棄したときもしくは盗難にあったとき、また
は所有者の住所・氏名等に変更があったときは、必ず下記の場所にて手続き
をしてください。 
 
［譲渡等に関するお問合せ］ 
◎125ccを超える二輪車 
 練馬自動車検査登録事務所 
◎軽三輪車・軽四輪車 
 軽自動車検査協会 練馬支所 
◎原動機付自転車・小型特殊自動車 
 北区区民部税務課税務係 

   

３．軽自動車税（種別割）の減免 
 身体障害者等、生活保護受給者、その他で
当区の条例の規定に該当する方は減免が受け
られます。納期限前７日までに当該事由を証
明する書類等を提示し、減免申請書を提出し
てください（地方税法第454条、東京都北区
特別区税条例第46条、第46条の２）。 

４．審査請求及び処分の取消しの訴え 
 この処分に不服がある場合は、この処分が
あったことを知った日の翌日から起算して３
箇月以内に東京都北区長に対して審査請求を
することができます。ただし、この処分があ
ったことを知った日の翌日から起算して３箇
月以内であっても、この処分の日の翌日から
起算して１年を経過すると審査請求をするこ
とができなくなります。また、この処分の取 
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別

記

第

十

六

号

の

三

様

式

及

び

第

十

六

号

の

四

様

式

中

「

」

を

削

り

、

賦
課

年
度

相
当

年
度

「

」

を

「

」

に

、

「

」

を

「

」

取
り

ま
と

め
店

ゆ
う

ち
ょ

銀
行

取
り

ま
と

め
店

領
収

書
領

収
証

書

に

改

め

る

。
以

後
か

ら
令

和
２

年
月

日
ま

で
租

税
特

別
措

別

記

第

十

九

号

様

式

中

「

」

を

「

1
2

3
1

」

に

、

「

置
法

所
得

税
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
令

和
２

年
法

律
第

８
号

に
よ

る
改

正
前

」

を

「

（

）

の
租

税
特

別
措

置
法

と
し

ま
す

令
和

３
年

１
月

１
日

以
後

の
期

」

に

改

め

、

「

）

」

の

次

に

「

。

間
に

つ
い

て
は

当
該

期
間

の
属

す
る

各
年

の
租

税
特

別
措

置
法

第
条

第
２

項
に

規
定

す
る

平
9
3

、

均
貸

付
割

合
に

年
１

％
の

割
合

を
加

算
し

た
割

合
以

下
延

滞
金

特
例

基
準

割
合

と
い

（

「

」

う
が

年
％

の
割

合
に

満
た

な
い

場
合

に
は

そ
の

年
中

に
お

い
て

は
年

％
の

割

）

7
.
3

1
4
.
6

。
、

、

合
に

あ
っ

て
は

そ
の

年
に

お
け

る
延

滞
金

特
例

基
準

割
合

に
年

％
の

割
合

を
加

算
し

た
割

合
7
.
3

と
し

年
％

の
割

合
に

あ
っ

て
は

当
該

延
滞

金
特

例
基

準
割

合
に

年
１

％
の

割
合

を
加

算
し

7
.
3

、

（

7
.
3

7
.
3

）

た
割

合
当

該
加

算
し

た
割

合
が

年
％

の
割

合
を

超
え

る
場

合
に

は
年

％
の

割
合

、

と
し

ま
す

い
た

だ
き

ま
す

こ
の

場
合

に
お

け
る

年
当

た
り

の
割

合
は

」

を

、

「

」

の

次

に

「

。
、

3
6
5

」

を

加

え

る

。

閏
年

の
日

を
含

む
期

間
に

つ
い

て
も

日
当

た
り

の
割

合
で

す
、

以
後

か
ら

令
和

２
年

月
日

ま
で

租
税

特

別

記

第

二

十

号

の

三

様

式

中

「

」

を

「

1
2

3
1

」

に

、

「

別
措

置
法

所
得

税
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
令

和
２

年
法

律
第

８
号

に
よ

る
改

」

を

「

（

）

正
前

の
租

税
特

別
措

置
法

と
し

ま
す

令
和

３
年

１
月

１
日

以
後

」

に

改

め

、

「

）

」

の

次

に

「

。

の
期

間
に

つ
い

て
は

当
該

期
間

の
属

す
る

各
年

の
租

税
特

別
措

置
法

第
条

第
２

項
に

規
定

す
9
3

、
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る
平

均
貸

付
割

合
に

年
１

％
の

割
合

を
加

算
し

た
割

合
以

下
延

滞
金

特
例

基
準

割
合

と
い

（

「

」

う
が

年
％

の
割

合
に

満
た

な
い

場
合

に
は

そ
の

年
中

に
お

い
て

は
年

％
の

割
）

7
.
3

1
4
.
6

。
、

、

合
に

あ
っ

て
は

そ
の

年
に

お
け

る
延

滞
金

特
例

基
準

割
合

に
年

％
の

割
合

を
加

算
し

た
割

合
7
.
3

と
し

年
％

の
割

合
に

あ
っ

て
は

当
該

延
滞

金
特

例
基

準
割

合
に

年
１

％
の

割
合

を
加

算
し

7
.
3

、

（

7
.
3

7
.
3

）

た
割

合
当

該
加

算
し

た
割

合
が

年
％

の
割

合
を

超
え

る
場

合
に

は
年

％
の

割
合

、

」

を

加

え

る

。

と
し

ま
す

賦
課

年
度

相
当

年
度

取
り

ま
と

め

別

記

第

二

十

一

号

様

式

（

甲

）

中

「

」

を

削

り

、

「

（表）

」

を

「

」

に

、

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

店
ゆ

う
ち

ょ
銀

行
取

り
ま

と
め

店
領

収
書

領
収

証
書

当
該

年
の

前
年

に
令

和
３

年
１

月
１

日
以

後
の

別

記

第

二

十

一

号

様

式

（

甲

）

中

「

」

を

「

（裏）

」

に

、

「

」

期
間

に
つ

い
て

は
当

該
期

間
の

属
す

る
各

年
の

の
規

定
に

よ
り

告
示

さ
れ

た
割

合
、

に
規

定
す

る
平

均
貸

付
割

合
特

例
基

準
割

合
延

滞
金

特
例

基
準

割

を

「

」

に

、

「

」

」

を

「

合
以

下
特

例
基

準
割

合
適

用
年

と
い

う
当

該
特

例

」

」

に

改

め

、

「

（

「

」

）

」

を

削

り

、

「

。

基
準

割
合

適
用

年
そ

の
年

特
例

基
準

割
合

に
延

滞
金

特
例

基
準

割
合

」

を

「

」

に

、

「

」

を

「

」

に

、

「

」

を

「

」

に

、

「

」

を

「

」

に

、

に
こ

の
場

合
の

こ
の

場
合

に
お

け
る

う
る

う
年

閏
年

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。
問

い
合

わ
せ

お
問

合
せ

別

記

第

二

十

一

号

様

式

（

乙

）

中

「

」

を

「

」

に

、

お
読

み
く

だ
さ

い
お

読
み

く
だ

さ
い

。

当
該

年
の

前
年

に
令

和
３

年
１

月
１

日
以

後
の

期
間

に
つ

い
て

は
当

該
期

間
の

属
す

「

」

を

「

、

」

に

、

「

」

を

「

」

に

、

る
各

年
の

の
規

定
に

よ
り

告
示

さ
れ

た
割

合
に

規
定

す
る

平
均

貸
付

割
合
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特
例

基
準

割
合

延
滞

金
特

例
基

準
割

合
以

下
特

例
基

準
割

合
「

」

」

を

「

」

」

に

改

め

、

「

（

「

適
用

年
と

い
う

。
当

該
特

例
基

準
割

合
適

用
年

そ
の

年
特

」

）

」

を

削

り

、

「

」

を

「

」

に

、

「

例
基

準
割

合
に

延
滞

金
特

例
基

準
割

合
に

こ
の

場
合

の
こ

の
場

合
に

お

」

を

「

」

に

、

「

」

を

「

」

に

、

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

け
る

う
る

う
年

閏
年

以
後

か
ら

令
和

２
年

月
日

ま
で

租

別

記

第

二

十

一

号

様

式

（

丙

）

中

「

」

を

「

1
2

3
1

」

に

、

「

税
特

別
措

置
法

所
得

税
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
令

和
２

年
法

律
第

８
号

に
よ

」

を

「

（

）

る
改

正
前

の
租

税
特

別
措

置
法

と
し

ま
す

令
和

３
年

１
月

１
日

」

に

改

め

、

「

）

」

の

次

に

「

。

以
後

の
期

間
に

つ
い

て
は

当
該

期
間

の
属

す
る

各
年

の
租

税
特

別
措

置
法

第
条

第
２

項
に

規
9
3

、

（

「

」

定
す

る
平

均
貸

付
割

合
に

年
１

％
の

割
合

を
加

算
し

た
割

合
以

下
延

滞
金

特
例

基
準

割
合

と
い

う
。

が
年

％
の

割
合

に
満

た
な

い
場

合
に

は
そ

の
年

中
に

お
い

て
は

年
％

）

7
.
3

1
4
.
6

、
、

の
割

合
に

あ
っ

て
は

そ
の

年
に

お
け

る
延

滞
金

特
例

基
準

割
合

に
年

％
の

割
合

を
加

算
し

た
7
.
3

割
合

と
し

年
％

の
割

合
に

あ
っ

て
は

当
該

延
滞

金
特

例
基

準
割

合
に

年
１

％
の

割
合

を
加

7
.
3

、

算
し

た
割

合
当

該
加

算
し

た
割

合
が

年
％

の
割

合
を

超
え

る
場

合
に

は
年

％
の

割

（

7
.
3

7
.
3

、

）

」

を

加

え

、

「

」

を

「

」

に

改

め

る

。

合
と

し
ま

す
う

る
う

年
閏

年

以
後

か
ら

令
和

２
年

月
日

ま
で

租
税

別

記

第

二

十

一

号

の

二

様

式

中

「

」

を

「
1
2

3
1

」

に

、

「

特
別

措
置

法
所

得
税

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

令
和

２
年

法
律

第
８

号
に

よ
る

」

を

「

（

）

改
正

前
の

租
税

特
別

措
置

法
と

し
ま

す
令

和
３

年
１

月
１

日
以

」

に

改

め

、

「

）

」

の

次

に

「

。

後
の

期
間

に
つ

い
て

は
当

該
期

間
の

属
す

る
各

年
の

租
税

特
別

措
置

法
第

条
第

２
項

に
規

定
9
3

、
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す
る

平
均

貸
付

割
合

に
年

１
％

の
割

合
を

加
算

し
た

割
合

以
下

延
滞

金
特

例
基

準
割

合
と

（

「

」

い
う

が
年

％
の

割
合

に
満

た
な

い
場

合
に

は
そ

の
年

中
に

お
い

て
は

年
％

の

）

7
.
3

1
4
.
6

。
、

、

割
合

に
あ

つ
て

は
そ

の
年

に
お

け
る

延
滞

金
特

例
基

準
割

合
に

年
％

の
割

合
を

加
算

し
た

割
7
.
3

合
と

し
年

％
の

割
合

に
あ

つ
て

は
当

該
延

滞
金

特
例

基
準

割
合

に
年

１
％

の
割

合
を

加
算

7
.
3

、

し
た

割
合

当
該

加
算

し
た

割
合

が
年

％
の

割
合

を
超

え
る

場
合

に
は

年
％

の
割

（

7
.
3

7
.
3

、

）

」

を

加

え

、

同

様

式

備

考

を

削

る

。

合
と

し
ま

す

別

記

第

三

十

八

号

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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第38号様式（第31条関係）

上、

この処分の取消し



別

記

第

四

十

二

号

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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第42号様式（第38条関係） 

 標 識 弁 償 金 納 入 通 知 書 兼 領 収 書 

原動機付自転車 
小型特殊自動車 

標識弁償金 金額 円 
 

年     度        年度 

 

 標識弁償金は、原動機付自転車標識を、き損亡失した 

場合に納めなければなりません。 

 

 上記のとおり納付してください。 

 

       年  月  日 

          東京都北区長       印 

金     額      円 

標 識 番 号 北区 

納 
 
入 
 
者 

住  所  

 
 

氏  名  

 上記の金額を領収しました。 

 
領 収 日 付 印 
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付

則

に

別

記

様

式

と

し

て

次

の

よ

う

に

加

え

る

。
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付則様式（付則第２項関係） 

年度 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書 

北区長殿                                                                 

        住所                 

氏名              ○印  

生年月日                 

電話番号              

 

過去３年度に申告した上場株式等に係る譲渡損失の金額で、前年度以前の特別区民税・都民税に係る上

場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上引ききれなかった損失の額があるときは、この明細書をご提出

ください。 

損失を申告

した年度 

前年度分から繰越された 

上場株式等にかかる 

譲渡損失の金額 

本年度分から差し引く 

上場株式等に係る譲渡損失の金額 

本年度分から差し引くことの 

できなかった 

上場株式等に係る譲渡損失の金額 

   年度 

A D 上場株式等に係る譲渡所得等の金額から差し引く金額  

譲渡損失の金額を本年度以降に 

繰越すことはできません 

 

  

E 分離課税配当所得等から差し引く金額 

 

   年度 

B F 上場株式等に係る譲渡所得等の金額から差し引く金額 １（B-F-G） 

   

G 分離課税配当所得等から差し引く金額 

 

   年度 

C H 上場株式等に係る譲渡所得等の金額から差し引く金額 ２（C-H-I） 

   

I 分離課税配当所得等から差し引く金額 

 

本年度分の上場株式等に係る 

譲渡所得等の金額から差し引く 

上場株式等に係る譲渡損失の金額の合計額 

３（D+F+H）  

  

本年度分の分離課税配当所得等の 

金額から差し引く上場株式等に係る 

譲渡損失の金額の合計額 

４（E+G+I）  

  

翌年度以降に繰り越される上場株式等に係る譲渡損失の金額 

 

※その年度に申告する上場株式等の譲渡所得等・配当所得等がない場合でも、翌年度以降に繰り越す上場株式

等の譲渡損失の金額がある場合で、その繰り越す金額が所得税と異なる場合や、確定申告で繰越控除の申告

をされない場合はこの明細書をご提出ください。 

※この明細書は特別区民税・都民税申告書と一緒に提出して

ください。 
 

受付１点 受付２点 入力１点 入力２点 
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付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

規

則

は

、

令

和

三

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

東

京

都

北

区

特

別

区

税

条

例

施

行

規

則

の

規

定

に

よ

り

調

製

し

た

様

式

で

現

に

残

存

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

所

要

の

修

正

を

加

え

、

な

お

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
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東

京

都

北

区

国

民

健

康

保

険

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

二

月

二

十

三

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

八

十

四

号

東

京

都

北

区

国

民

健

康

保

険

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

国

民

健

康

保

険

条

例

施

行

規

則

（

昭

和

五

十

七

年

七

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

九

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

四

条

第

一

号

中

「

国

民

健

康

保

険

資

格

取

得

届

、

国

民

健

康

保

険

資

格

喪

失

届

又

は

国

民

健

康

保

険

資

格

異

動

届

」

を

「

国

民

健

康

保

険

異

動

届

出

書

」

に

改

め

る

。

第

九

条

第

一

項

中

「

次

の

各

号

に

定

め

る

療

養

費

支

給

申

請

書

」

を

「

国

民

健

康

保

険

療

養

費

支

給

申

請

書

（

第

七

号

様

式

）

」

に

改

め

、

同

項

各

号

を

削

る

。

第

九

条

の

二

第

一

項

中

「

国

民

健

康

保

険

移

送

費

支

給

申

請

書

」

を

「

国

民

健

康

保

険

移

送

費

承

認

・

支

給

申

請

書

」

に

改

め

る

。

第

十

九

条

第

二

項

中

「

国

民

健

康

保

険

料

変

更

通

知

書

（

第

三

十

号

様

式

）

に

よ

つ

て

」

を

「

前

項

に

規

定

す

る

通

知

書

に

よ

り

」

に

改

め

る

。

第

二

十

二

条

中

第

三

項

を

削

り

、

第

四

項

を

第

三

項

と

し

、

第

五

項

及

び

第

六

項

を

削

る

。

第

二

十

二

条

の

二

第

四

項

中

「

国

民

健

康

保

険

料

減

免

決

定

通

知

書

」

を

「

国

民

健

康

保

険

料

納

入

通

知

書

」

に

改

め

る

。

第

二

十

五

条

第

二

項

中

「

過

誤

納

金

還

付

・

充

当

通

知

書

」

を

「

国

民

健

康

保

険

料

過

誤

納

金

還

付

兼

充

当

通

知

書

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

を

削

る

。

第

二

十

五

条

の

二

第

一

項

中

「

過

誤

納

金

還

付

・

充

当

通

知

書

」

を

「

国

民

健

康

保

険

料

過

誤

納
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金

還

付

兼

充

当

通

知

書

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

過

誤

納

金

還

付

請

求

書

兼

振

替

依

頼

書

」

を

「

国

民

健

康

保

険

料

過

誤

納

金

還

付

請

求

書

兼

振

替

依

頼

書

」

に

改

め

る

。

別

記

第

一

号

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

-2-



証
発

行

前
住

所

受
付

入
力

所
長

照
会

証
回

収

記
号

番
号

（
連

絡
先

                       　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

職
業

個
人

番
号

届出人

住
所

氏
名

退
職

異
動

日
届

　
出

　
日

退
職

区
分

番号

世帯主

住
所

氏
名

異
　
動

　
日

届
　
出

　
日

事
　
由

生
年

月
日

続
　
柄

宛
名

番
号

氏
　

名
住

民
日

国
民

健
康

保
険

異
動

届
出

書

下
記

の
と

お
り
届

け
出

ま
す

。

年
月

日
東

京
都

北
区

長
殿

第
１

号
様

式
（
第

４
条

関
係

）
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別

記

第

三

号

様

式

の

二

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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第3号様式の2（第4条の3関係） 

（表） 

国民健康保険被保険者証返還請求書 

 

  

番         号   

年    月    日   

 

 

             様 

  

 

東京都北区長         印   

 

 

 世帯主氏名  記号番号   

 

あなたの国民健康保険料については、督促状や催告書等により納付のお願いをしてま

いりましたが、いまだに未納額が納付されておりません。国民健康保険料が滞納のまま

ですと、制度の運営に大きな支障を来すため、国民健康保険法では、滞納がある世帯主

に対し、被保険者証を返還していただき被保険者資格証明書を交付することが定められ

ています。つきましては、国民健康保険法第９条第３項の規定に基づき、下記のとおり

被保険者証の返還請求をすることに決定いたしましたので、期限までにご来所の上、返

還してください。 

 

記 

 

 １ 根 拠 法 令        国民健康保険法第９条第３項 

 

 ２ 被保険者証         

の返還先 

 

 ３ 被保険者証         

の返還期限 

 

 ４ その他           
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（裏） 

 不服の申立て 

 

１ この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て３箇月以内に、東京都国民健康保険審査会（東京都庁内）に対して審査請求をする

ことができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３箇月

以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をする

ことができなくなります。）。 

 

２ 上記１の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があ

ったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、東京都北区を被告として（訴

訟において東京都北区を代表する者は東京都北区長となります。）、処分の取消しの訴

えを提起することができます（なお、当該裁決があったことを知った日の翌日から起

算して６箇月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処

分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、次の(１)から(３)

までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの

訴えを提起することができます。 

(１) 審査請求があった日の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決がないとき。 

(２) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の 

必要があるとき。 

(３) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
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別

記

第

三

号

様

式

の

五

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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  (注意)
　１　特別区民税・都民税（住民税）が課税されている・いないにかかわらず、同じ世帯にお住まいの７０歳以上の国民
　　健康保険加入者（６５歳以上で後期高齢者医療の障害認定を受けている旧国保加入者も含みます。）それぞれの収入
　　額を「公的年金」・「給与」・「年金・給与以外の収入」に分けて記入してください。
　２　収入額は全て記入してください。
　　　ただし、退職金及び公租公課の対象とならない収入（障害又は遺族に係る年金・恩給等、戦没者等の遺族に対する
　　特別弔慰金、児童手当・児童扶養手当等、災害弔慰金など）は除きます。
　３　公的年金等源泉徴収票、給与源泉徴収票、確定申告書の写し、公的年金及び給与収入の額を確認できる所得（課税）
　　証明書等を添付してください。なお、１月１日に北区にお住まいの方は公的年金収入の証明は不要です。また、収入
　　額を証明する書類がなく、かつ、証明する書類が発行されない収入額については収入欄にその旨を記入してください。

　
　東京都北区長　殿
　　上記のとおり、関係書類を添えて高齢受給者証の負担割合判定に係る再判定を申請します。

　　　　　　年　　　月　　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者

円

合　　　　　計
円 円 円

世　帯　合　計
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

 
 
　
 
 
　
　
　
　
年
中
の
収
入

公　的　年　金
（老齢基礎年金、老齢厚
生年金、退職共済年金、
老齢年金、退職年金等）

給　　　　　与
（パート収入等含）

年金・給与以外の収入
（　　　　　）収入

円 円 円

円 円 円

円 円

個 人 番 号

生 年 月 日

住 所

対 象 者 氏 名

生 年 月 日
個人番号

電話番号

（ふりがな）

世帯主氏名
記号番号

国民健康保険 基準収入額適用申請書o

第３号様式の５（第７条の２関係）
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別

記

第

七

号

様

式

中

「

□
医

科
□

歯
科

□
調

剤
□

補
装

具

□
海

外
療

養
費

□
そ

の
他

（

生
血

等

）

」

「

□
医

科
□

歯
科

□
調

剤
□

補
装

具
□

海
外

療
養

費

□
接

骨
□

は
り

・
き

ゅ
う

□
マ

ッ
サ

ー

ジ
□

そ
の

他

（

生
血

等

）

」

め

、

「

北
区

丁
目

番
号

」

を

削

り

、

「

印

」

を

「

㊞

」

に

改

め

、

「

・
海

外
療

養
費

」

の

次

に

「

・
接

骨
・

は
り

・
き

ゅ
う

・
マ

ッ
サ

ー

ジ

」

を

加

え

る

。

別

記

第

八

号

様

式

か

ら

第

十

号

様

式

ま

で

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

第
８

号
様

式
か

ら
第

1
0
号

様
式

ま
で

削
除

別

記

第

十

三

号

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

を

に

改
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第13号様式（第８条の２、第９条、第９条の２関係） 

                                 年  月  日 

         様 

東京都北区長 

         □印  

 

 

 

国民健康保険療養費支給決定通知書 
 

  国民健康保険療養費支給申請に対する給付金額が、下記のとおり決定しましたので通知します。 

 

記 

 記号番号   

受 診 者 氏 名 診療月 
診療区分 

支給額 
診療種別 

 年  月 
 

       円 
 

 年  月 
 

       円 
 

 年  月 
 

       円 
 

 年  月 
 

       円 
 

 年  月 
 

       円 
 

 年  月 
 

       円 
 

 年  月 
 

       円 
 

 年  月 
 

       円 
 

支給額合計     円 

以下の指定口座に振り込みますので、ご確認ください。 

金 融 機 関 名  

振 込 予 定 日      年  月  日 

 

不服の申立て 

 １ この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に東京都国民健康 

保険審査会（東京都庁内）に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日 

から起算して３箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができ 

なくなります。）。 

 ２ 上記１の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日か 

ら起算して６箇月以内に、東京都北区を被告として（訴訟において東京都北区を代表する者は東京都北区長とな 

ります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、当該裁決があったことを知った日の翌日から 

起算して６箇月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起 

することができなくなります。）。ただし、次の(１)から(３)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対す 

る裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。 

   (１) 審査請求があった日の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決がないとき。 

   (２) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

   (３) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 

お問合せ先                    
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別

記

第

十

六

号

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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国⺠健康保険移送費   申請書 

被 保 険 者 証 
の 記 号 番 号 

 
移送を受ける又は 
受けた被保険者氏名 

 世帯主との 
続柄 

 

生 年 月 日      年   月   日 個人番号              

医
師
等
の
記
入
欄 

傷 病 名  

発病又は負傷年月日 年    月    日 

移送前の医療機関 
入退院年月日 

入 院：      年    月    日    

退 院：      年    月    日 

移 送 先 
保険医療機関 

所在地： 

機関名： 

移送年月日：    年    月    日   

移 送 区 間 

自宅：（                              ） 
病院・診療所から 

（                                 ） 
病院・診療所まで 

移 送 方 法  費用（見積）額 ￥ 

意見欄のとおり移送の必要を認めます。 
年   月   日 

医師又は⻭科医師    住所 

              氏名                     ㊞ 

世帯主の

振込口座 

銀行 
信用金庫 
信用組合 

本店 
支店 

出張所 

種別 
普通 
当座 

口座番号  
 フリガナ  

口座名義人氏名  

 上記のとおり申請します。 
なお、支給決定後、支給決定金額を上記の口座に振り込んでください。 

    年    月    日 
 

世帯主 住所           

氏名                         ㊞  
                          

個人番号              
             

         電話 
東京都北区長殿 
 

承認 
支給 

第 16 号様式（第９条の２関係） 
（表） 
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移送を必要とする意見欄 

自宅から移送を必要とする理由又は転医せざるを得ない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

症状詳記欄 

（医師への注意事項） 
「自宅から移送を必要とする理由」又は「転医せざるを得ない理由」及び症状詳記欄については、
できるだけ詳しく記入してください。 

（裏） 
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別

記

第

十

八

号

様

式

及

び

第

十

八

号

様

式

の

二

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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第18号様式（第11条関係） 

 

 

国民健康保険高額療養費支給申請書（    年  月診療分）     記号番号 

 

 

 

■振込口座                   ■新規又は口座の変更(世帯主に限ります。) 

金融機関名   金融機関名  

支店名  支店名(又は支店番号)  

預金種別  預金種別  

口座番号  口座番号(7ケタ)        

名義人  フリガナ  

名義人  

 

 

東京都北区長 殿  上記のとおり申請します。支給金額は上記の口座に振り込んでください。 

申請者（世帯主）         年  月  日 

住 所 ：                    

氏 名 ：        印 

個人番号：         

電 話 ：         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受 診 者 個人番号(ご記入ください) 医 療 機 関 等 区 分 

    

    

    

    

 

 
   

    

    

    

    

交通事故等で 

けがをした場合 
自損・他損  

自己負担限度額 

 

      円 

支給予定額 

 

     円 
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第18号様式の２（第11条関係） 

 

年  月  日 

         様 

 

東京都北区長         印 

 

 

 

国民健康保険高額療養費支給決定通知書 

 

  先に申請のありました高額療養費について、下記のとおり決定しましたので、通知し

ます。 

 

記 

 

被 保 険 者 証 記 号 番 号 

診 療 月 支 給 決 定 額 

  

  

  

  

 

 
 

  

  

  

支給決定額合計     円 

 

下記の指定口座に振り込みますので、ご確認ください。 

金融機関   

口座番号  種別  

振込予定日  

 

不服の申立て 

 １ この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に東京都 

国民健康保険審査会（東京都庁内）に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったこと 

を知った日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると 

審査請求をすることができなくなります。）。 

 ２ 上記１の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日 

の翌日から起算して６箇月以内に、東京都北区を被告として（訴訟において東京都北区を代表する者は東 

京都北区長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、当該裁決があったこと 

を知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過する 

と処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、次の(１)から(３)までのいずれか 

に該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。 

   (１) 審査請求があった日の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決がないとき。 

   (２) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

   (３) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 

お問合せ先                     
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別

記

第

十

八

号

様

式

の

三

の

二

か

ら

第

十

九

号

様

式

の

二

ま

で

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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第
1
8
号
様

式
の

３
の

２
（

第
11
条

関
係

）
 

 

国
民
健
康
保
険
 
高
額
療
養
費
（
外
来
年
間
合
算
）
支
給
申
請
書
兼
自
己
負
担
額
証
明
書
交
付
申
請
書
 

（
保

険
者

記
入

欄
）

 
支

給
申

請
書

整
理

番
号

 
 

 申
請

対
象

年
度

 
 

 
 

 
 

 
年

度
 

計
算

期
間

の
始

期
及

び
終

期
 

年
 

 
月

 
 

日
か

ら
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

ま
で

 
 

 
枚

中
 

 
枚

目
 

 フ
リ

ガ
ナ

 
 

保険者加入歴
 

 
 

 
保

 
険

 
者

 
名

 
加

 
入

 
期

 
間

 
添

付
の

自
己

負
担

額
証

明
書

整
理

番
号

 

申
請

者
氏

名
 

 
１

 
 

年
 

 
月

 
 

日
か

ら
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
 

 

生
年

月
日

 
生

 
性

別
 

 
２

 
 

年
 

 
月

 
 

日
か

ら
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
 

 

 
 

 

記
号

・
番

号
 

 
個

人
番

号
 
 

３
  

年
 

 
月

 
 

日
か

ら
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
 

 
 

 

計
算

の
対

象
と

な
る

加
入

期
間

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
か

ら
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ま

で
 

計
算

期
間

の
末

日
に

お
い

て
加

入
す

る
医

療
保

険
者

の
名

称
 

 

支
給

方
法

 
振

込
口

座
 

記
入

欄
 

銀
行

 
 

 

信
用

金
庫

 

信
用

組
合

 

金
融

機
関

コ
ー

ド
 

本
店

 
 

支
店

 
 

出
張

所
 

店
舗

コ
ー

ド
 

種
 

 
 

目
 

口
 

座
 

番
 

号
 

フ
リ

ガ
ナ

 
 

口
座

振
込
 

 
 

 
 

 
 

 
１

 
普

通
預

金
 

２
 

当
座

預
金

 
９

 
そ

の
他

 
 

 
 

 
 

 
 

口
座

名
義

人
 

 

 フ
リ

ガ
ナ

 
 

保険者加入歴
 

 
 

 
保

 
険

 
者

 
名

 
加

 
入

 
期

 
間

 
添

付
の

自
己

負
担

額
証

明
書

整
理

番
号

 

世
帯

員
氏

名
 

 
１

 
 

年
 

 
月

 
 

日
か

ら
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
 

 

記
号

・
番

号
 

 
個

人
番

号
 

 
 

 
 

 
２

 
 

年
 

 
月

 
 

日
か

ら
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
 

 

生
年

月
日

 
生

 
性

別
 

 
 

 
 

 
 

計
算

の
対

象
と

な
る

加
入

期
間

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
か

ら
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ま

で
 

３
 

 
年

 
 

月
 

 
日

か
ら

 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
 

 

 フ
リ

ガ
ナ

 
 

保険者加入歴
 

 
 

 
保

 
険

 
者

 
名

 
加

 
入

 
期

 
間

 
添

付
の

自
己

負
担

額
証

明
書

整
理

番
号

 

世
帯

員
氏

名
 

 
１

 
 

年
 

 
月

 
 

日
か

ら
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
 

 

記
号

・
番

号
 

 

 

 
 

 
 

 
２

 
 

年
 

 
月

 
 

日
か

ら
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
 

 

生
年

月
日

 
生

 
 

 
 

 
 

 
 

計
算

の
対

象
と

な
る

加
入

期
間

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
か

ら
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ま

で
 

３
 

 
年

 
 

月
 

 
日

か
ら

 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
 

 

 備考 

 

    
 

東
京

都
北

区
長

 
殿

 
  

①
 

外
来

年
間

合
算

の
支

給
を

申
請

し
ま

す
。

支
給

決
定

金
額

は
、

上
記

の
口

座
に

振
り

込
ん

で
く

だ
さ

い
。

 
 

②
 

自
己

負
担

額
証

明
書

の
交

付
を

申
請

し
ま

す
。

 
 

※
自

己
負

担
額

証
明

書
の

交
付

申
請

を
行

う
場

合
、

①
・

②
の

い
ず

れ
も

丸
で

囲
ん

で
く

だ
さ

い
。

 
 

 
外

来
年

間
合

算
の

支
給

申
請

の
み

を
行

う
場

合
、

①
の

み
を

丸
で

囲
ん

で
く

だ
さ

い
。

 
  

申
請

年
月

日
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
   

郵
便

番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
住

所
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

申
請

者
氏

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

  
電

話
番

号
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第18号様式の３の３（第11条関係） 

 

 

         様 

年  月  日   

 

東京都北区長          印 

 

 

国民健康保険 高額療養費（外来年間合算）支給・不支給決定通知書 

 

  先に申請のありました高額療養費（外来年間合算）について、下記のとおり決定しま

したので通知します。 

 

被 保 険 者 氏 名  被保険者証記号  被保険者証番号  

 

計 算 期 間 年  月    ～      年  月 

支 払 予 定 日  

計 算 期 間 中 の 

自己負担額の合計額 
円 支 給 額 円 

給 付 の 種 類 高額療養費（外来年間合算） 

不 支 給 の 理 由  

備 考  

 

支  払  方  法 

振 込 先 
金 融 機 関 

 

 

口 座 種 別  

 

      

 

 

お問合せ先 

 
 １ この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て３箇月以内に東京都国民健康保険審査会（東京都庁内）に対して審査請求をするこ
とができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以
内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をするこ

とができなくなります。）。 
 ２ 上記１の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決が

あったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、東京都北区を被告として

（訴訟において東京都北区を代表する者は東京都北区長となります。）、処分の取消
しの訴えを提起することができます（なお、当該裁決があったことを知った日の翌
日から起算して６箇月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して１年を経

過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、次の
(１)から(３)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで
処分の取消しの訴えを提起することができます。 

  (１) 審査請求があった日の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決がないとき。 
  (２) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の

必要があるとき。 

  (３) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
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第18号様式の３の４（第11条関係） 

 

 

  枚中  枚目 
 
 
 
       様 

 

国民健康保険 高額療養費（外来年間合算）自己負担額証明書 

 

  下記のとおり証明いたします。 

 
フ リ ガ ナ  

申 請 者 氏 名  

生 年 月 日  性 別  

自 己 負 担 額 証 明 書 整 理 番 号  

保 険 者 番 号  証 明 対 象 年 度  

被 保 険 者 証 記 号  被 保 険 者 証 番 号  

対 象 と な る 計 算 期 間  

計算期間において世帯主であった期間  

診 療 年 月 

氏名： 氏名： 氏名： 

記号・番号： 記号・番号： 記号・番号： 

自己負担額 摘  要 自己負担額 摘  要 自己負担額 摘  要 

年８月分       

９月分       

10月分       

11月分       

12月分       

年１月分       

２月分       

３月分       

４月分       

５月分       

６月分       

７月分       

計       

      年  月  日 

 

 

 

東京都北区長        印  

【保険者連絡用】 

（お問合せ先） 
 
 
（計算結果送付先） 
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第
1
8
号
様

式
の

４
（

第
1
1
条
の

２
関
係

）
 

 
高

額
介
護

合
算

療
養

費
等

支
給

申
請
書

 
兼

 
自

己
負

担
額

証
明
書

交
付

申
請

書
 

申
請

対
象
年
度
 

年
度
 
 

申
請

区
分
 

 
（

保
険
者
等

記
入
欄
）

 
支

給
申
請
書

整
理
番
号
 

 

  
個
 
人
 
番
 
号
 

 

ふ
り

が
な
 
 

生
年

月
日
 

年
 

 
月
 

 
日
 
生
 
 
 
性
 
別
 

 
計

算
期

間
の

始
期

及
び

終
期
 

年
 

 
月
～
 
 
年
 
 
月
 

氏
名
 
 

国
民

健
康
保

険
資
格

情
報
 

保
険

者
番
号
 

被
保

険
者
証

記
号
 

被
保

険
者
証

番
号
 

続
柄
 

保
険

者
名
称
 

加
入

期
間
 

 
 

 
１

．
世
帯
主
 

２
．

擬
制
世

帯
主
 

３
．

世
帯
員
 

 
年
 

 
月
 

 
日
か

ら
 
 

 
年
 
 
月
 

 
日
ま
で

 

後
期

高
齢
者

医
療
資

格
情
報
 

保
険

者
番
号
 

被
保

険
者
番
号
 

広
域

連
合
名
称
 

加
入

期
間
 

 
 

 
年
 

 
月
 

 
日
か

ら
 
 

 
年
 
 
月
 

 
日
ま
で

 

介
護

保
険
資

格
情
報
 

保
険

者
番
号
 

被
保

険
者
番
号
 

保
険

者
名
称
 

加
入

期
間
 

 
 

 
年
 

 
月
 

 
日
か

ら
 
 

 
年
 
 
月
 

 
日
ま
で

 

支
払

方
法
 

振
込

口
座
 

記
入
欄
 

銀
 

 
行
 

信
用

金
庫
 

信
用

組
合
 

金
融
機
関
コ
ー
ド
 

本
 
店
 

支
 
店
 

出
張
所
 

店
舗
コ
ー
ド
 

種
目
 

口
座

番
号
 

フ
リ

ガ
ナ
 

 

口
座

振
込
 

 
 

 
 

 
 

 
１

．
普
通
預
金
 

２
．

当
座
預
金
 

３
．

そ
の
他
 

 
 

 
 

 
 

 
口

座
名
義
人
 

 

 
保

険
者
名
 

加
入

期
間
 

添
付

の
自
己

負
担
額

証
明
書

整
理
番
号
 

備
考
欄
 

 
保

険
者

加
入
暦
 

１
 

 
年
 

 
月
 

 
日
か
ら
 

年
 

 
月
 

 
日
ま
で
 
 

２
 

 
年
 

 
月
 

 
日
か
ら
 

年
 

 
月
 

 
日
ま
で
 
 

３
 

 
年
 

 
月
 

 
日
か
ら
 

年
 

 
月
 

 
日
ま
で
 
 

  
東

京
都
北

区
長
 
殿
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 

１
 
上
記
対

象
者
に

つ
い
て

高
額
介
護
合

算
療
養
費

（
高
額

医
療
合

算
介
護
(予

防
)サ

ー
ビ
ス

費
）
の

支
給
を

申
請
し

ま
す
。
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
郵
便

番
号
 

 
 
支
給
決

定
金
額

は
、
上

記
の
口
座
に

振
り
込
ん

で
く
だ

さ
い
。
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
住
所
 

２
 
上
記
対

象
者
に

つ
い
て

自
己
負
担
額

証
明
書
の

交
付
を

申
請
し

ま
す
。
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
申
請
者
 

 
※

自
己
負

担
額
証

明
書
の

交
付
申
請
を

行
う
場
合

、
１
・

２
の
い

ず
れ
も
丸
で

囲
ん
で
く

だ
さ
い

。
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
氏

名
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
印
 

 
 
高
額
介

護
合
算

療
養
費

（
高
額
医
療

合
算
介
護

（
予
防

）
サ
ー

ビ
ス
費
）
の

支
給
申
請

を
行
う

場
合
、

１
の
み
を
丸

で
囲
ん
で

く
だ
さ

い
。
 

 
 
 
 
 

 
 
 
電

話
番
号
 

  
 

枚
中

 
 

枚
目
 

 

-21-



第18号様式の５（第11条の２関係） 

 

 

年  月  日 

 

         様 

 

東京都北区長       印 

 

 

高額介護合算療養費支給（不支給）決定通知書 

 

 先に申請のありました高額介護合算療養費の支給について、下記のとおり決定しました

ので通知します。 

 

 
 １ この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て３箇月以内に東京都国民健康保険審査会（東京都庁内）に対して審査請求をするこ
とができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以
内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をするこ
とができなくなります。）。 

 ２ 上記１の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があ
ったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、東京都北区を被告として（訴
訟において東京都北区を代表する者は東京都北区長となります。）、処分の取消しの訴
えを提起することができます（なお、当該裁決があったことを知った日の翌日から起
算して６箇月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処
分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、次の(１)から(３)
までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの
訴えを提起することができます。 
(１) 審査請求があった日の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決がないとき。 
(２) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の

必要があるとき。 
(３) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

被保険者氏名  被保険者証記号  被保険者証番号  

 

計算対象期間 年  月    ～      年  月 

計算対象期間中の 

自己負担額の合計額 
円 支給額 円 

給付の種類  

不支給の理由  

備考  

 

支 払 方 法 

振 込 先 

金 融 機 関  

振 込 予 定 日  

 

 お問合せ先 

 

 

-22-



第18号様式の６（第11条の２関係） 

 

 

 

         様 

国民健康保険自己負担額証明書                

  下記のとおり証明いたします。 

ふりがな  

氏  名  

生年月日  性別  

自己負担額証明書整理番号  

保険者番号  証明対象年度  

被保険者証記号  被保険者証番号  

対象となる計算期間 年  月  日～    年  月  日 

計算期間において被保険者で
あった期間 

年  月  日～    年  月  日 

診療年月 自己負担額 
うち70～74歳の者
に 係 る 負 担 額 

摘要 

年 ８月分    

９月分    

10月分    

11月分    

12月分    

年 １月分    

２月分    

３月分    

４月分    

５月分    

６月分    

７月分    

計    

      年  月  日 
 
 
 

東京都北区長        印  

【保険者連絡用】 

お問合せ先  
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第19号様式（第12条関係） 

 

 

   

 

国民健康保険出産育児一時金支給申請書 

 

東京都北区長 殿 

 

       下記のとおり出産育児一時金の支給を申請します。 

       なお、支給決定後、支給決定金額を下記の口座に振り込んでください。 

 

住 所                           

 

氏 名                        ㊞ 

 

         

 

           電話   (   ) 

 

支給申請金額        円 
被保険者証 

記号・番号 
 

出産育児一時金 

総額        円 
直接支払制度 

支払済額        円 

出生児の氏名  男・女 
生 年 

月 日 
  年 月 日 

世帯主 

との続柄 
 

母の氏名  
適 用 

開始日 
  年 月 日 

適用開始後6か月 

経過 未満 

（国・社扶・社本） 

個人番号             分娩
べん

の種類 生産  死産（妊娠  か月） 

 

口座振替依頼書  

振込先 

金 融 

機 関 

銀行 

信用金庫             店 

（    ） 

預 金 

種 別 

１ 普通 

２ 当座 

３ 貯蓄 

４ その他（    ） 

（カタカナ） 

 

口座名義 

 口座番号 

        

 ※世帯主名義の口座をご指定ください。  

 

 

 

 

 

個人番号 
            

   係長 担当者 受付者 受付番号 

    

確認欄 

□ 直接支払制度合意文書・不合意文書 

□ 出産費用の内訳を記した明細書又は領収書 

□ 母子健康手帳 

□ 出産証明書（ 医 ・ 公 ） 

□ 出産した方のパスポート（ 母 ・ 子 ） 

□ 同意書 

□ その他 
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第19号様式の２（第12条関係） 

 

 

 

年  月  日 

         様 

 

東京都北区長 

         □印  

 

 

 

国民健康保険 出産育児一時金支給決定通知書 
 

  国民健康保険出産育児一時金の支給について、下記のとおり決定しましたので通知し

ます。 

 

記 

 

被保険者証記号番号  

出 産 者 氏 名  

分 娩
べん

 年 月 日  

出産育児一時金支給額  

医療機関等代理受取額  

支 給 決 定 額  

振込先 

金融機関名  

支 店 名  

 

不服の申立て 

 １ この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に東京都 

国民健康保険審査会（東京都庁内）に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったこと 

を知った日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると 

審査請求をすることができなくなります。）。 

 ２ 上記１の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日 

の翌日から起算して６箇月以内に、東京都北区を被告として（訴訟において東京都北区を代表する者は東 

京都北区長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、当該裁決があったこと 

を知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過する 

と処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、次の(１)から(３)までのいずれか 

に該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。 

   (１) 審査請求があった日の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決がないとき。 

   (２) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

   (３) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 

お問合せ先                    

        

-25-



別

記

第

二

十

号

様

式

の

二

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

-26-



第20号様式の２（第12条関係） 

 

 

 

年  月  日 

         様 

 

東京都北区長 

         □印  

 

 

 

国民健康保険葬祭費支給決定通知書 
 

  先に申請がありました葬祭費について、下記のとおり支給することを決定しましたの

で、通知します。 

 

記 

 

 記号番号   

支給決定額               円 

 亡くなられた方               様 

下記の指定口座に振り込みますので、ご確認ください。 

金 融 機 関  

振 込 予 定 日      年  月  日 

 

不服の申立て 

 １ この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に東京都 

国民健康保険審査会（東京都庁内）に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったこと 

を知った日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると 

審査請求をすることができなくなります。）。 

 ２ 上記１の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日 

の翌日から起算して６箇月以内に、東京都北区を被告として（訴訟において東京都北区を代表する者は東 

京都北区長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、当該裁決があったこと 

を知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過する 

と処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、次の(１)から(３)までのいずれか 

に該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。 

  (１) 審査請求があった日の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決がないとき。 

  (２) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

  (３) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 

お問合せ先                      
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第30号様式（第19条、第22条の２関係）
（表）

性別

加　　　　　　　　入　　　　　　　月 算定
基礎額

個人別
保険料

医療分 支援金分 介護分
10 11 12 1 2 34 5 6 7 8

特別徴収義務者

対象年金

納付義務者

生年月日

9

特
別
徴
収

納める保険料

4月期

6月期

8月期

10月期

12月期

2月期

納期限

3月期

9月期

10月期

11月期

12月期

1月期

2月期

5月期

6月期

7月期

8月期

今回保険料 前回保険料

4月期

今回保険料 前回保険料 納めた保険料

均等割額Ⓑ

積算合計額Ⓒ（=Ⓐ+Ⓑ）

保険料軽減額Ⓓ

超過限度額Ⓔ

医療分 支援金分 介護分

今回保険料 前回保険料 今回保険料 前回保険料 今回保険料 前回保険料

通知理由通知書番号

記号番号

納付方法

支援金分 介護分

料率（％）
合計

保険料額
前回

保険料額

医療分

均等割額(円）

国保加入者氏名

円 円

普
通
徴
収

所得割
算定基礎額

所得割額Ⓐ

保険料額合計（Ⓒ-Ⓓ-Ⓔ）

Notification of National Health Insurance Premium

年 月 日

あなたの世帯の 年度賦課

国民健康保険料（ 年度相当分)を

通知します。

東京都北区長

この保険料は から までの保険料となります。

★一世帯当たりの最高限度額：医療分 円 支援金分 円 介護分 円

納めた保険料は 頃までの収納状況です。

納めた保険料は、収納の確認に日数がかかるため、最近の納付額が含まれていない場合がありますのでご了承ください。

＜加入者別内訳＞

国保加入月（介護分を含む月：● 含まない月：〇） 非自発的失業者軽減該当月（介護分を含む月：★ 含まない月：☆）

年度 北区国民健康保険料納入通知書
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（裏） 
１ 保険料を賦課する根拠と納付義務者 
 国民健康保険法第７６条及び東京都北区国民健康保険条例（以下「条例」といいます。）第１４条によります。 

 納付義務者は加入者（被保険者）の属する世帯の世帯主です。納入通知書は世帯主宛てにお送りします。（条例第２０条） 

※世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯員に国民健康保険の被保険者がいれば、世帯主が納付義務者となります。保険料には世帯 

 主の方の保険料は含まれておりません。 

２ 保険料の賦課額 
 基礎賦課額（医療分）と後期高齢者支援金等賦課額（支援金分）と介護納付金賦課額（介護分）の合算額です。（条例第１４条の２） 

 ※後期高齢者支援金等賦課額につきましては平成２０年４月より賦課されています。 

 介護納付金賦課額は、介護保険第２号被保険者（４０歳以上６５歳未満の方）にかかります。 

 ６月の住民税確定後に計算した保険料の年額を、６月期から３月期までの１０期割にしています。前年度以前の分は、一括の額になります。 

３ 収入科目 
 （款）国民健康保険料 （項）国民健康保険料 （目）一般被保険者・退職被保険者等国民健康保険料 

４ 保険料を納めなかった場合 
 （１）延滞金 

   納期までに納めないときは、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、延滞金が加算されます。 

 （２）督促及び滞納処分 

   保険料を滞納したときは、督促状によって督促を受けるほか地方税法の滞納処分の例により滞納処分を受けることになります。 

 （３）被保険者証の返還と資格証明書の交付 

   １年間保険料を納めないときは、被保険者証を返還していただき、代わりに資格証明書が交付されます。資格証明書で診療を受けた場合は、診療 

   費用の全額を支払い、後日保険給付分を区へ申請していただくことになります。 

 （４）保険給付の支払の一時差止と保険給付費からの滞納保険料額の控除 

   １年６箇月間保険料を納めないときは、保険給付の全額又は一部の支払が一時差し止められます。その後も滞納保険料を納めない場合は、差し 

   止められた保険給付の額から滞納保険料額を控除することがあります。 

５ 不服申立て 
 （１）この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に東京都国民健康保険審査会（東京都庁内）に 

   対して審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この処分があった日 

の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

 （２）上記（１）の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、東京都北区を被告 

   として（訴訟において東京都北区を代表する者は東京都北区長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、当該審査 

   請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の 

   取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで 

   処分の取消しの訴えを提起することができます。①審査請求があった日の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決がないとき。②処分、処分の 

   執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

６ 保険料の減額 
 前年の総所得金額が一定の基準以下の世帯は、保険料の均等割額が７割・５割又は２割減額になります。 

７ 保険料の減免 
 災害等により生活が著しく困難になり、保険料の減免・徴収猶予を受けようとする場合には、納期限７日前までにご相談ください。 

８ 保険料の還付 
 資格の異動などの理由により保険料が納め過ぎとなった場合は、通知をお送りします。ご返送されてから約１箇月後に指定の口座に振込みいたします。 

９ 世帯全員が国保をやめた場合 
 加入期間中の保険料を精算した額を通知します。なお、一度精算していても、その後算定基礎額に変更があった場合、保険料を再計算した結果、再度 

 保険料を請求することがあります。 

１０ 転入して加入の場合 
 他の区市町村から転入された方には、当初、均等割額のみで計算した保険料額で通知しています。算定基礎額が判明した時点で保険料を再計算し、 

 変更がある場合は改めて通知します。 

１１ 介護納付金賦課額について 
 年度途中で４０歳に到達して介護保険第２号被保険者となった方は、４０歳に到達した月又はその翌月から（４月に到達の場合は６月から）介護納付 

 金賦課額の支払が始まります。支払う額は４０歳に到達した月の分からです。 

 年度途中で６５歳に到達する方の介護納付金賦課額は、６５歳到達月の前月分までです。この額を６月期から３月期までで分割しているため、６５歳 

 到達月以降も保険料に含まれます。 

 ※４０歳・６５歳に到達した月とは、それぞれの誕生日の前日が属する月です。 

１２ 保険料の納付場所 
 納付書の裏面に記載されている場所でお支払いください。現年度分の納付書は、６～９月期と１０～３月期に分けてお送りします。 

なお、口座振替の方や特別徴収の方には納付書はお送りしておりません。 

１３ 保険料の納期限 
 納期限は毎月末日です。ただし、末日が土・日曜日、休祝日及び金融機関休業日の場合は、翌営業日が納期限です。 

 

加入者別内訳について 
内容 
・同一世帯で国民健康保険に加入している個人別の概算保険料が印字されています。 

・加入者別の概算保険料は、端数調整をしているため、世帯の合計保険料と一致しない場合があります。 

・保険料が最高限度額となっている世帯は、加入者の所得割額により按
あん

分して記載してあります。 

保険料を負担する加入月 
・国民健康保険料は、月の末日に加入していた場合、負担していただきます。 

・月の途中で加入した場合でも、１か月分の保険料が発生します。 

・月の途中で喪失した場合、その月の保険料は発生しません。 

・保険料の負担が必要な月に「◯・●・☆・★」いずれかの印を表示しています。ご負担いただく内容に応じて印が異なります。 

・加入していない月に保険料納期の設定がある場合は、加入期間中の保険料を調整したものとなっています。 

 

※年度途中で７５歳に到達する方の国民健康保険料は、到達する月の前月分までの保険料を年度内に分割してお支払いいただきます。７５歳に到達し 

 た月以降の国民健康保険料は含まれておりません。 

 

 お問合せ先    
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円

円

円

円

円

円

徴収方法

特別徴収対象年金

特別徴収仮徴収額

円

円

　２月期 （本徴収額）

通知書番号

記号番号

期　別

　４月期 （仮徴収額）

　６月期 （仮徴収額）

　８月期 （仮徴収額）

  10月期 （本徴収額）

  12月期 （本徴収額）
　本徴収期間(10月以降）の金額は、６月に送付する納入通
知書でお知らせします。

納付義務者

生年月日 性　別

特別徴収義務者

年度 国民健康保険料 特別徴収仮徴収額通知書

お問合せ先

第30号様式の２（第19条関係）

（表）

東京都北区長

年 月 日
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（裏） 

 

 １ 賦課する根拠 

   国民健康保険法第76条及び東京都北区国民健康保険条例第14条によります。 

 

 ２ 特別徴収について 

   世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満（当該年度の４月１日時

点）の世帯の世帯主（国民健康保険加入者でない世帯主を除く。）であって、年間18

万円以上の公的年金受給をしている方は、年金支給日に特別徴収（年金からの差引き）

となります。 

   ただし、介護保険料及び国民健康保険料の合計額が、世帯主の介護保険料が特別徴

収される年金額の２分の１を超える場合には、普通徴収になります。 

   また、ご希望の場合は、申出により特別徴収（年金からの差引き）を中止して口座

振替を選択できる場合があります。 

 

 ３ 保険料の賦課 

  (１) ４月から８月までの保険料（仮徴収）は前年度の年間保険料（介護納付金賦課

額を除く。）を基に計算します。 

  (２) 10月から翌年２月までの保険料（本徴収）は、当該年度の年間保険料から仮徴

収の金額を差し引いて計算します。 

 

 ４ 不服の申立て 

  (１) この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して３箇月以内に、東京都国民健康保険審査会（東京都庁内）に対して審査請求

をすることができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３箇月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過する

と審査請求をすることができなくなります。）。 

  (２) 上記(１)の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該裁決があったことを

知った日の翌日から起算して６箇月以内に、東京都北区を被告として（訴訟におい

て東京都北区を代表する者は東京都北区長となります。）、処分の取消しの訴えを提

起することができます（なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６箇月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して１年

を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、

次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで

処分の取消しの訴えを提起することができます。 

   ① 審査請求があった日の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決がないとき。 

   ② 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の

必要があるとき。 

   ③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
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金

額
 

億
 

千
 

百
 

十
 

万
 

千
 

百
 

十
 

円
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付
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）
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２
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収
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第 33号様式（第 21条関係） 

 

国民健康保険料延滞金減免申請書 

   年   月   日 

 

東京都北区長 殿 

住所（所在地）                       

納付義務者 氏 名 

名 称 及 び                            
代表者氏名                            

 

        職業          電話                

（宛名番号：         ） 

賦課 

相当 

科目 通 知 書 番 号 期別 保険料額 

延滞金 

減免額 備 考 法律による 

金額 

        

        

        

        

        

合 計     

減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先  担当者  電話  

 

印 

(円) (円) (円) 

-36-



第34号様式（第21条関係） 

（表） 

 

国民健康保険料延滞金減免可否決定通知書 
 

 

                            年   月   日 

 

 

                様 

 

 

東京都北区長          □印   

 

 

 

 

年   月   日付の減免申請については、東京都北区国民健康

保険条例施行規則第21条第１項第  号の規定に（該当する・該当しない）ものと認

め、下記のとおり（許可・不許可）することにいたしましたので、通知いたします。 

 

 

年 度     年度 国民健康保険料 

期 別 保 険 料 額 延 滞 金 の 額 減 免 す る 金 額 

月期分    

月期分    

月期分    

月期分    

月期分    

月期分    

月期分    

月期分    

月期分    

月期分    

合 計    

摘 要 

 

 

 

 

 

連絡先  担当者  電話  
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（裏） 

不服の申立て 

 

 １ この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から 

起算して３箇月以内に、東京都国民健康保険審査会(東京都庁内）に対して審 

査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日 

から起算して３箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を 

経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

 

 ２ 上記１の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁 

決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、東京都北区を被 

告として（訴訟において東京都北区を代表する者は東京都北区長となりま 

す。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、当該裁決があっ 

たことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、当該裁決の日の 

翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができ 

なくなります。）。ただし、次の(１)から(３)までのいずれかに該当するとき 

は、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することがで 

きます。 

 (１) 審査請求があった日の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決がない 

とき。 

 (２) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため 

緊急の必要があるとき。 

 (３) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
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第 35号様式（第 22条関係） 

国 民 健 康 保 険 料 徴 収 猶 予 申 請 書 

   

 年   月   日 

 

東京都北区長 殿 

住所（所在地）                    

氏 名 

名 称 及 び                        
代表者氏名 

職業         電話              

        個人番号  

徴
収
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る 

金

額 

賦課 

相当 
科目 通知書番号 期別 

(繰上日) 

納期限 

(督促日) 

法 定 

納期限等 

保険料額 
督促 

手数料 

延滞金 

備 考 法律による 

金額 

          

          

          

          

          

合 計     

期間     年   月   日  から       年   月   日  まで   月間 

徴
収
猶
予
を
必
要
と
す
る 

理

由 

 

該
当
条
項 

 

 

 

徴
収
猶
予
金
額
の
納
付
計
画 

回 納付誓約日 曜日 納付誓約額 納付月日 納 付 金 額 取扱者 備 考 

        

        

        

        

        

担保提供 有・無 
担保財産の詳細又は 

提供できない特別の事情  
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第36号様式（第22条関係） 

（表） 

 

国民健康保険料徴収猶予可否決定通知書 

 

                            年   月   日 

 

 

                様 

 

 

東京都北区長          □印   

 

 

 

 

    年  月  日付の国民健康保険料徴収猶予申請については、国民健康保険
法第77条及び東京都北区国民健康保険条例第23条の規定に（該当する・該当しない）
ものとして、下記の（とおり・不許可の理由により）決定したので通知いたします。 

 

年度        年度 記号番号        ―― 

徴 収 猶 予 申 請 金 額 決 定 納 付 方 法 
備考 

期別 保険料 延滞金 合 計 納付予定日 納付予定金額 

月期分       

月期分       

月期分       

月期分       

月期分       

月期分       

月期分       

月期分       

月期分       

月期分       

月期分       

月期分       

合計       

不許可の

理由 

 

 

 

 

 

連絡先  担当者  電話  
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（裏） 

不服の申立て 

 

 １ この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起 

算して３箇月以内に、東京都国民健康保険審査会(東京都庁内）に対して審査請 

求をすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起 

算して３箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過する 

と審査請求をすることができなくなります。）。 

 

 ２ 上記１の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決 

があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、東京都北区を被告と 

して（訴訟において東京都北区を代表する者は東京都北区長となります。）、処分 

の取消しの訴えを提起することができます（なお、当該裁決があったことを知っ 

た日の翌日から起算して６箇月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算し 

て１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

ただし、次の(１)から(３)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する 

裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 (１) 審査請求があった日の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決がないと 

き。 

 (２) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊 

急の必要があるとき。 

 (３) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
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課
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
C
VS収

納
用
)
(ご

注
意

)金
額

を
訂
正

し
た
場

合
及
び

バ
ー
コ

ー
ド
の

印
字
が

な
い

場
合
、

コ
ン
 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京

都
北

区
長
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
ビ
ニ

エ
ン
ス

ス
ト
ア

又
は
モ

バ
イ
ル

レ
ジ
で

は
納
付

で
き

ま
せ
ん

。
 

 
 

 
 

日
 

 
 
 

 
計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
□ 印

 
 

 
 

 
 
 

 
 

口
数
 

口
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

金
額
 
億
 

千
 

百
 

十
 

万
 

千
 

百
 

十
 

円
 

 

 
 

 
 

「
納

め
る

と
こ
ろ

」
裏
面
 

 
 

主
管
課

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

受
付
時

間
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

主
管

課
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
（
主

管
課
保

管
／
本

部
控
）
 

 
 

東
２
 

 
 

 
 

 
（
金

融
機
関

保
管
／

店
舗
控

）
 

 
 

 
 

 
領

収
書
は

2
年

間
保

存
し
て

く
だ
さ

い
。（

納
付
者

控
）
 

 
 

 
収

入
印

紙
不

要
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（
裏

）
 

 
 
表

面
の

と
お

り
保

険
料

が
未

納
と

な
っ

て
い

ま
す

。
こ

の
納

付
書

で
、

指
定

納
期

限
ま

で
に

納
め

て
く
だ

さ
い
。
 

  １
 

滞
納

処
分
 

指
定

期
限

ま
で

に
納

付
が

な
い

場
合

、
滞

納
処

分
を

実
施

す

る
こ

と
も

あ
り

ま
す

。
 

２
 

不
服

の
申

立
て
 

 
(
１

)
 

こ
の

決
定

に
不

服
が

あ
る

と
き

は
、

こ
の

決
定

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

３
箇

月
以

内
に

、
東

京
都

国
民

健
康

保
険

審
査

会
（

東
京

都
庁

内
）

に
対

し
て

審
査

請
求

を
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

（
な

お
、

こ
の

決
定

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

３
箇

月
以

内
で

あ
っ

て
も

、
こ

の
決

定
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

を
経

過
す

る
と

審
査

請
求

を
す

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
り

ま
す

。
）。

 

 
(
２

)
 

上
記

(
１

)
の

審
査

請
求

に
対

す
る

裁
決

を
経

た
場

合
に

限

り
、

当
該

審
査

請
求

に
対

す
る

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
箇

月
以

内
に

、
東

京
都

北
区

を
被

告
と

し
て

（
訴

訟
に

お
い

て
東

京
都

北
区

を
代

表
す

る
者

は
東

京
都

北
区

長
と

な
り

ま
す

。
）
、

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
（

な
お

、
当

該
裁

決
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
６

箇
月

以
内

で
あ

っ
て

も
、

当
該

裁
決

の
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
１

年
を

経
過

す
る

と
処

分
の

取
消

し
の

訴
え

を
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
り

ま

す
。
）
。

た
だ

し
、

次
の

ア
か

ら
ウ

ま
で

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す

る
と

き
は

、
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
を

経
な

い
で

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。
 

 
 

ア
 

審
査

請
求

が
あ

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

３
箇

月
を

経
過

し
て

も
裁

決
が

な
い

と
き

。
 

 
 

イ
 

処
分

、
処

分
の

執
行

又
は

手
続

の
続

行
に

よ
り

生
ず

る
著

し
い

損
害

を
避

け
る

た
め

緊
急

の
必

要
が

あ
る

と
き

。
 

 
 

ウ
 

そ
の

他
裁

決
を

経
な

い
こ

と
に

つ
き

正
当

な
理

由
が

あ
る

と
き

。
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延滞金
充当額

義務者名

②．合計充当額

科目
賦課
年度

相当
年度

通知書番号 期月等 充当額

延滞金 保険料 延滞金

①．合計過誤納額

通知書番号

期月等 納付（入）年月日
納めるべき額 納付（入）済額 過誤納額

保険料 延滞金 保険料

科目 賦課年度 相当年度

=
④．還付額

円 円 円 円

還付充当番号 過誤納理由

①．合計過誤納額

-
②．合計充当額

+
③．還付加算金

国民健康保険料 過誤納金還付兼充当通知書

あなたが支払った 国民健康保険料 は納め過ぎになりましたので通知いたします。

未納分がある場合は、下記の充当明細のとおりに、過誤納分を充当しております。④．還付額が生じた場合は、

口座振替で還付いたしますので、同封の還付請求書にご記入の上、ご返送ください。

この通知書の還付受領の時効は 年です。

お問合せ先

＜ 過 誤 納 明 細 ＞

＜ 充 当 明 細 ＞

（単位：円）

（単位：円）

年 月 日

東京都北区長

第41号様式（第25条関係）

この処分に不服がある場合の措置
１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に

東京都国⺠健康保険審査会(東京都庁内)に対して審査請求をすることができます(なお、この処分が
あったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この処分があった日の翌日から起
算して１ 年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。

２ 上記１の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該裁決があったことを知った日の翌日から起
算して６箇月以内に、東京都北区を被告として（訴訟において東京都北区を代表する者は東京都北区
⻑となります。)処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、当該審査請求に対する裁決が
あったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して
１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、次の(１)から
(３)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起
することができます。(１)審査請求があった日の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決がないと
き。(２)処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があると
き。(３)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
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別

記

第

四

十

三

号

様

式

及

び

第

四

十

三

号

様

式

の

二

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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請
　
求
　
者

住所

氏名

電話番号

フリガナ

   　　　　（　　　　　　　　　　　　）

銀行 ・ 農協
信 用 金 庫
信 用 組 合

口座名義人

（フリガナ）

（氏名）

　　　　　　　　　　　　　　　　支　店
　　　　　　　　　　　　　　　　本　店

預金科目

１　普通
２　当座

金融機関コード 支店コード

0
記号

9900 1

相 当 年 度

請
　
求
　
者

振
込
先
金
融
機
関

※
ど
ち
ら
か
選
択

住所

フリガナ

納付義務者とのご関係（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　（　　　　　　　　　　　　　　）

氏名

電話番号

銀行等

ゆうちょ
銀行

番号（右ヅメ）

口座番号（右ヅメ）

委　　　　　　　任　　　　　　　状
上記過誤納金の受領の権限について、上記口座名義人に委任します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

金融機関コード

北 区 使 用 欄

年　　　　　月　　　　日

納 付 義 務 者

保険料（円） 延滞金（円） 還付加算金（円） 請求金額（円）

請求日　　　　年　　月　　日

還 付 充 当 番 号

科 目

賦 課 年 度

通 知 書 番 号

過 誤 納 理 由

国民健康保険料 過誤納金還付請求書 兼 振替依頼書

下記のとおり過誤納還付金を請求します。なお、請求金額は下記口座に振り込んでください。

印

印

＊請求者と口座名義人が異なる場合、下記の委任状へご記入をお願いいたします。

東京都北区長 殿

第43号様式（第25条の２関係）
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第43号様式の2（第25条の3関係） 

（表） 

 

国 民 健 康 保 険 料 控 除 通 知 書                
 

        番        号   

年       月     日   

             

 様 

 

 

東京都北区長           印 

 

   

 

世帯主氏名  記号番号  

     年  月  日あなたの保険給付について一時差止めを行い、その後
も保険料の納付をお願いしていたところですが、いまだに納付されていません。

国民健康保険料が滞納のままですと、制度の運営に大きな支障を来すため、国民
健康保険法では滞納の方について、一時差止めの対象となっている保険給付費か
ら保険料を控除することが定められています。したがって、国民健康保険法第63

条の２第３項の規定に基づき、保険給付費から保険料を控除することと決定いた
しましたので通知します。 

［一時差止めの給付費の内容（Ａ）］  ［控除保険料額（Ｂ）］ 

利用日 給付の内容 給付額  
年

度 

期

別 
保険料額 納期限 

           

        

        

        

        

合     計   合  計      

 
滞納保険料控除後の保険給付費支給額（Ａ－Ｂ）    
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（裏） 

 

不服の申立て 

 １ この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から 

起算して３箇月以内に、東京都国民健康保険審査会(東京都庁内）に対して審 

査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日 

から起算して３箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を 

経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

 ２ 上記１の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁 

決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、東京都北区を被 

告として（訴訟において東京都北区を代表する者は東京都北区長となりま 

す。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、当該裁決があっ 

たことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、当該裁決の日の 

翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができ 

なくなります。）。ただし、次の(１)から(３)までのいずれかに該当するとき 

は、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することがで 

きます。 

  (１) 審査請求があった日の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決がない 

とき。 

  (２) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため 

緊急の必要があるとき。 

  (３) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
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付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

規

則

は

、

令

和

三

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

東

京

都

北

区

国

民

健

康

保

険

条

例

施

行

規

則

別

記

第

三

号

様

式

の

五

、

第

七

号

様

式

か

ら

第

十

号

様

式

ま

で

、

第

十

六

号

様

式

、

第

十

八

号

様

式

、

第

十

八

号

様

式

の

三

の

二

、

第

十

八

号

様

式

の

四

、

第

十

九

号

様

式

、

第

三

十

一

号

様

式

、

第

三

十

五

号

様

式

、

第

四

十

号

様

式

及

び

第

四

十

三

号

様

式

の

規

定

に

よ

り

調

製

し

た

用

紙

で

、

現

に

残

存

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

所

要

の

修

正

を

加

え

、

な

お

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
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東

京

都

北

区

結

核

・

精

神

医

療

給

付

金

の

支

給

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る令

和

二

年

十

二

月

二

十

三

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

八

十

五

号

東

京

都

北

区

結

核

・

精

神

医

療

給

付

金

の

支

給

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

結

核

・

精

神

医

療

給

付

金

の

支

給

に

関

す

る

規

則

（

平

成

十

四

年

十

二

月

東

京

都

北

区

規

則

第

六

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

記

第

五

号

様

式

及

び

第

六

号

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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第５号様式（第３条関係） 

 

年  月  日   

         様 

 

東京都北区長        □印    

 

 
結核医療給付金受給者証不交付決定通知書 

 
 
     年  月  日 付けで申請のあった結核医療給付金受給者証交付申請につい
ては、審査の結果、下記の理由により不交付と決定したので通知します。 
 

           理由： １  年度市町村民税課税のため 

     ２  その他（       ） 

 被 保 険 者 氏 名   

 被保険者証記号番号          ―       

 

 

 

 不服の申立て 

１ この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て３箇月以内に、東京都国民健康保険審査会（東京都庁内）に対して審査請求をする

ことができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３箇月

以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をする

ことができなくなります。）。 

２ 上記１の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があ

ったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、東京都北区を被告として（訴

訟において東京都北区を代表する者は東京都北区長となります。）、処分の取消しの訴

えを提起することができます（なお、当該裁決があったことを知った日の翌日から起

算して６箇月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処

分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、次の(１)から(３)

までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの

訴えを提起することができます。 

(１) 審査請求があった日の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決がないとき。 

(２) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の

必要があるとき。 

(３) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 

 

お問合せ先                    
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第６号様式（第３条関係） 

 

年  月  日   

         様 

 

東京都北区長        □印    

 

 

国保受給者証（精神通院）不交付決定通知書 
 
 
     年  月  日 付けで申請のあった国保受給者証（精神通院）交付申請につ
いては、審査の結果、下記の理由により不交付と決定したので通知します。 
 

           理由： １  年度市町村民税課税のため 

     ２  その他（       ） 

 被 保 険 者 氏 名   

 被保険者証記号番号          ―       

 

 

 

 不服の申立て 

１ この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て３箇月以内に、東京都国民健康保険審査会（東京都庁内）に対して審査請求をする

ことができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３箇月

以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をする

ことができなくなります。）。 

２ 上記１の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があ

ったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、東京都北区を被告として（訴

訟において東京都北区を代表する者は東京都北区長となります。）、処分の取消しの訴

えを提起することができます（なお、当該裁決があったことを知った日の翌日から起

算して６箇月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処

分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、次の(１)から(３)

までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの

訴えを提起することができます。 

(１) 審査請求があった日の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決がないとき。 

(２) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の

必要があるとき。 

(３) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 

 

お問合せ先                    
         

 

-3-



別

記

第

十

二

号

様

式

及

び

第

十

三

号

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。
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第12号様式（第10条関係） 

                               年  月  日 

 

         様 

東京都北区長 

         □印  

 

 

結核・精神医療給付金支給決定通知書 
 

 国民健康保険結核・精神医療給付金支給申請に対する給付金額が、下記のとおり決定しましたので通知

します。 

 

記 

 記号番号   

受 診 者 氏 名 診療月 
診療区分 

支給額 
診療種別 

 年  月 
 

       円 
 

 年  月 
 

 
 

 年  月 
 

 
 

 年  月 
 

 
 

 年  月 
 

 
 

 年  月 
 

 
 

 年  月 
 

 
 

 年  月 
 

 
 

支給額合計     円 

以下の指定口座に振り込みますので、ご確認ください。 

金 融 機 関 名  

振 込 予 定 日      年  月  日 

 

不服の申立て 

 １ この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に東京都国民健康 

保険審査会（東京都庁内）に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日 

から起算して３箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができ 

なくなります。）。 

 ２ 上記１の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日か 

ら起算して６箇月以内に、東京都北区を被告として（訴訟において東京都北区を代表する者は東京都北区長とな 

ります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、当該裁決があったことを知った日の翌日から 

起算して６箇月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起 

することができなくなります。）。ただし、次の(１)から(３)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対す 

る裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。 

(１) 審査請求があった日の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決がないとき。 

(２) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

(３) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 

お問合せ先                    
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第13号様式（第10条関係） 

 

年  月  日   

         様 

 

東京都北区長        □印    

 

結核・精神医療給付金不支給決定通知書 

 

     年  月  日 付けで申請のあった結核・精神医療給付金支給申請について

は、審査の結果、下記の理由により不支給と決定したので通知します。 

 

 被 保 険 者 氏 名   

 被保険者証記号番号         ―  

 

本件は、結核・精神医療給付金承認要件に該当しないため、不支給といたします。 

 

 

 

 

 不服の申立て 

１ この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算し

て３箇月以内に、東京都国民健康保険審査会（東京都庁内）に対して審査請求をする

ことができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３箇月

以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をする

ことができなくなります。）。 

２ 上記１の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があ

ったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、東京都北区を被告として（訴

訟において東京都北区を代表する者は東京都北区長となります。）、処分の取消しの訴

えを提起することができます（なお、当該裁決があったことを知った日の翌日から起

算して６箇月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処

分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、次の(１)から(３)

までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの

訴えを提起することができます。 

(１) 審査請求があった日の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決がないとき。 

(２) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の

必要があるとき。 

(３) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

 

お問合せ先                 
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付

則

こ

の

規

則

は

、

令

和

三

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東

京

都

北

区

後

期

高

齢

者

医

療

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

二

月

二

十

三

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

八

十

六

号

東

京

都

北

区

後

期

高

齢

者

医

療

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

後

期

高

齢

者

医

療

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

二

十

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

四

十

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

二

条

第

一

項

中

「

又

は

後

期

高

齢

者

医

療

保

険

料

納

入

通

知

書

（

別

記

第

一

号

様

式

）

」

を

削

り

、

同

条

第

三

項

中

「

後

期

高

齢

者

医

療

保

険

料

変

更

納

入

通

知

書

（

別

記

第

一

号

様

式

）

」

を

「

後

期

高

齢

者

医

療

保

険

料

納

入

通

知

書

兼

特

別

徴

収

決

定

通

知

書

（

別

記

第

一

号

の

三

様

式

）

」

に

改

め

る

。

第

四

条

第

二

項

中

「

後

期

高

齢

者

医

療

保

険

料

納

入

通

知

書

」

を

「

後

期

高

齢

者

医

療

保

険

料

納

入

通

知

書

兼

特

別

徴

収

決

定

通

知

書

」

に

改

め

る

。

第

七

条

第

二

項

中

「

後

期

高

齢

者

医

療

保

険

料

過

誤

納

金

還

付

通

知

書

」

を

「

後

期

高

齢

者

医

療

保

険

料

過

誤

納

金

還

付

兼

充

当

通

知

書

」

に

改

め

、

「

又

は

後

期

高

齢

者

医

療

保

険

料

過

誤

納

金

充

当

通

知

書

（

別

記

第

六

号

の

二

様

式

）

」

を

削

り

、

同

条

第

三

項

中

「

後

期

高

齢

者

医

療

保

険

料

過

誤

納

金

還

付

請

求

書

兼

送

金

依

頼

書

」

を

「

後

期

高

齢

者

医

療

保

険

料

過

誤

納

金

還

付

請

求

書

兼

振

替

依

頼

書

」

に

改

め

る

。

別

記

第

一

号

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

（表）
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第
１

号
様

式
（

第
２

条
、

第
４

条
関

係
）

（
表

）

後
期

高
齢

者
医

療
保

険
料

 
納

入
通

知
書

兼
特

別
徴

収
決

定
通

知
書

賦
  課

  年
  度

相
  当

  年
  度

被
保

険
者

番
号

賦
課

管
理

番
号

 
被

保
険

者
氏

名
期

割
保

険
料

額

保
険

料
納

付
方

法
等

 
4月

 
5月

 
6月

 
7月

 
8月

 
9月

口
座

振
替

金
融

機
関

  10月
  11月
  12月
 

1月
 

2月
翌

年
度

分
仮

徴
収

予
定

額
開

始
通

知
に

つ
い

て
 

3月
仮

徴
収

額
6月

8月
計

特
別

徴
収

額
円

円
合

計
額

円

円

保
 

険
 

料
 

額

円

円 円

円

円円円

4月
円

月

東
京

都
北

区
⻑

円
円

普
通

徴
収

特
別

徴
収

円

円円円 円

円円円円円

金
 融

 機
 関

口
 座

 番
 号

口
座

名
義

人

※
翌

年
度

4月
か

ら
8月

ま
で

、
介

護
保

険
法

第
140条

第
1項

の
規

定
の

準
用

に
よ

り
、

仮
徴

収
を

実
施

し
ま

す
。

こ
の

場
合

の
保

険
料

（
月

額
）

は
今

年
度

2月
の

保
険

料
と

同
額

に
な

り
ま

す
の

で
お

知
ら

せ
し

ま
す

。

円
特

別
徴

収
対

象
年

金
額

特
別

徴
収

対
象

年
金

特
別

徴
収

義
務

者
保

険
料

徴
収

方
法
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別

記

第

一

号

様

式

中

「

東
京

都
後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

条
例

」

を

「

東
京

都
後

期
高

齢

（裏）

者
医

療
広

域
連

合
後

期
高

齢
者

医
療

に
関

す
る

条
例

」

に

、

「

又
は

７
割

」

を

「

７
割

」

に

改

、

め

る

。

別

記

第

一

号

の

二

様

式

の

次

に

次

の

一

様

式

を

加

え

る

。
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第
１

号
の

３
様

式
（

第
２

条
関

係
）

（
表

）

後
期

高
齢

者
医

療
保

険
料

 
納

入
通

知
書

兼
特

別
徴

収
決

定
通

知
書

賦
  課

  年
  度

相
  当

  年
  度

被
保

険
者

番
号

賦
課

管
理

番
号

 
被

保
険

者
氏

名
期

割
保

険
料

額特
別

徴
収

普
通

徴
収

特
別

徴
収

口
座

振
替

金
融

機
関

 
4月

円
円

円

 
5月

円

 
6月

円
円

円

 
7月

円

 
8月

円
円

円

 
9月

円

翌
年

度
分

仮
徴

収
予

定
額

開
始

通
知

に
つ

い
て

  10月
円

円
円

仮
徴

収
額

6月
  11月

円

特
別

徴
収

額
円

  12月
円

円
円

 
1月

円

 
2月

円
円

円

 
3月

円

計
円

円
円

合
計

額

円円

東
京

都
北

区
⻑

円円円円円円 円円

円
円

※
翌

年
度

4月
か

ら
8月

ま
で

、
介

護
保

険
法

第
140条

第
1項

の
規

定
の

準
用

に
よ

り
、

仮
徴

収
を

実
施

し
ま

す
。

こ
の

場
合

の
保

険
料

（
月

額
）

は
今

年
度

2
月

の
保

険
料

と
同

額
に

な
り

ま
す

の
で

お
知

ら
せ

し
ま

す
。

普
通

徴
収

円円円

4月
円

8月
円

月
変

更
後

の
保

険
料

額
変

更
前

の
保

険
料

額

口
座

名
義

人
口

 座
 番

 号
金

 融
 機

 関

-4-



（裏） 
 
 １．保険料を賦課する根拠 
   保険料の賦課額については、高齢者の医療の確保に関する法律第104条及び東京都後期高齢者医療広域連合後期

高齢者医療に関する条例第４条によります。 
 ２．納付義務者 
   納付義務者は、被保険者本人です。また、世帯主及び配偶者は高齢者の医療の確保に関する法律第108条におい

て連帯納付義務を負います。 
 ３．不服申立て及び取消訴訟 
   この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に東京都後期

高齢者医療審査会（東京都庁内）に対して審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを知っ
た日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると審査
請求をすることができなくなります。）。 

   処分の取消しの訴えについては、上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決
があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、保険料の賦課額については東京都後期高齢者医療広
域連合を被告として（訴訟において東京都後期高齢者医療広域連合を代表する者は東京都後期高齢者医療広域連
合長となります。）、納入通知書については東京都北区を被告として（訴訟において東京都北区を代表する者は東
京都北区長となります。）訴えを提起することができます（なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知っ
た日の翌日から起算して６箇月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消
しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査
請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。 

  ① 審査請求があった日の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決がないとき。 
  ② 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 
  ③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
 ４．収入科目 
   （款）後期高齢者医療保険料 （項）後期高齢者医療保険料 （目）特別徴収保険料・普通徴収保険料 
 ５．算定方法（賦課額） 
   保険料算出方法は次のとおりです。 
   保険料額＝均等割額＋所得割額（賦課の基となる所得金額×所得割率） 
   なお、４月１日以降に保険料の納付義務が発生又は消滅したときは月割りにて算定します。 
 ６．保険料の軽減 
  (１) 均等割額の軽減 
    前年の同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員及び世帯主の総所得金額等を合計した額を基に、保険

料の均等割額が7.75割、７割、５割又は２割軽減されます。 
   ※世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減判定する対象となります。 
   ※軽減判定は、当該年度の４月１日（新たに制度の対象となった方は資格取得時）における世帯状況により行

います。 
  (２) 所得割額の軽減 
    被保険者の賦課の基となる所得金額により所得割額が、５割又は2.5割軽減されます。 
  (３) 社保被扶養者に対する軽減 
    後期高齢者医療の対象となった日の前日まで会社の健康保険等（国保・国保組合は除く。）の被扶養者であっ

た方については、後期高齢者医療被保険者となった月から、所得割額は課されず、資格を取得してから２年を
経過する月まで、均等割額が５割軽減されます。 

 ７．保険料の減免 
   災害等により生活が著しく困難になり、保険料の減免・徴収猶予を受けようとする場合には、お早めにご相談

ください。 
 ８．保険料の還付 
   資格の異動などにより保険料が納めすぎとなった場合は、保険料をお返しします。該当する方には、後日通知

をお送りします。 
 ９．保険料を納めなかった場合 
  (１) 延滞金 
    納期までに納めないときは、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、延滞金が加算されます。 
  (２) 督促及び滞納処分 
    保険料を滞納したときは、督促状によって督促を受けるほか地方税法の例により滞納処分を受けることにな

ります。 
  (３) 短期被保険者証の交付 
    保険料を納めないときは、通常の被保険者証よりも有効期限の短い短期被保険者証が交付されることがあり

ます。 
  (４) 被保険者証の返還と資格証明書の交付 
    １年間保険料を納めないときは、被保険者証を返還していただき、代わりに資格証明書が交付されます。資

格証明書で診療を受けた場合は、診療費用の全額を支払い、後日保険給付分を申請していただくことになりま
す。 

  (５) 保険給付の支払の一時差止め及び保険給付費からの滞納保険料の控除 
    １年６箇月間保険料を納めないときは、保険給付の全額又は一部の支払が一時差し止められます。その後も

滞納保険料を納めない場合は、差し止められた保険給付の額から滞納保険料額を控除することがあります。 
 10．保険料の納期限 
   納期限は毎月末日です。ただし、末日が土・日曜日、休祝日及び金融機関休業日の場合は、翌営業日が納期限

です。 
 

-5-



別

記

第

二

号

様

式

及

び

第

三

号

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

-6-



第
２

号
様

式
（

第
３

条
関

係
）

延
 

滞
 

金
円

年
 

 
 

度
期

（
月

）
別

保
 険

 料
 額

円

2
公

被
保

険
者

番
号 原

 
 

符
振

替
口

座
加

入
者

東
京

都
北

区
会

計
管

理
者

通
知

書
番

号

億
円

十
百

千
万

十

東
京

都
北

区
会

計
管

理
者

円円

延
滞

金

2
公

納
付

書
兼

納
入

済
通

知
書

振
替

口
座

加
入

者

保
険

料
額

合
計

金
額

 
 

 
 

 
 

 
 

円

被
保

険
者

番
号

通
知

書
番

号
年

 
 

 
度

期
（

月
）

別
保

 険
 料

 額
延

 
滞

 
金

 
 

(主
管

課
保

管
/本

部
控

）
 

（
収

納
代

行
会

社
）

 
 

 
東

２

領収日付印

取
り

ま
と

め
店

主
管

課

（
ご

注
意

）
こ

の
用

紙
は

直
接

機
械

に
読

ま
せ

ま
す

の
で

、
 

 
 

 
 

汚
し

た
り

ピ
ン

で
と

め
た

り
、

折
っ

た
り

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。

合
計

金
額

 
 

 
 

 
 

 
 

円

領収日付印

（
金

融
機

関
保

管
/店

舗
控

）
（

収
納

代
行

会
社

）

日
 

 
計

口

主
管

課

金
額

口
数

百
千

公

被
保

険
者

番
号

通
知

書
番

号
年

 
 

 
度

保
険

料
額

延
 滞

 金
合

計
金

額

円円円

振
替

口
座

加
入

者
東

京
都

北
区

会
計

管
理

者
納

付
書

兼
領

収
証

書
東

京
都

北
区

（
領

収
日

付
印

が
な

い
も

の
は

無
効

）

収書 左記の納付額(延滞金がある場合は

領証 合計金額)を受領しました。

領
収

書
は

2年
間

保
存

し
て

く
だ

さ
い

。
（

納
付

者
控

）
（

収
納

代
行

会
社

）
 

収
入

印
紙

不
要

「
納

め
る

と
こ

ろ
」

裏
面

主
管

課
電

話

受
付

時
間

 

領収日付印

期
（

月
）

別

種
納

自
治

体
コ

ー
ド

科
目

年
度

期
別

通
知

書
番

号
年

度
FR

年
度

FR
種

納
付

額
桁

TC
納

自
治

体
コ

ー
ド

科
目

年
度

期
別

通
知

書
番

号
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第３号様式（第５条関係） 

後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書 

   年   月   日 

 

東京都北区長 殿 

住所（所在地）                       

納付義務者 氏 名 

名称及び                            
代表者氏名                            

 

        職業          電話                

（宛名番号：         ） 

賦課 

相当 

科目 通知書番号 期別 保険料額 

延滞金 

減免額 備考 法律による 

金額 

        

        

        

        

        

合 計     

減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先  担当者  電話  

 

印 

(円) (円) (円) 
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第
５

号
様

式
（

第
６

条
関

係
）

（
表

）

延
滞

金
円

年
度

期
（

月
）

別
保

険
料

額
円

2
公

被
保

険
者

番
号 原

 
 

符
振

替
口

座
加

入
者

東
京

都
北

区
会

計
管

理
者

通
知

書
番

号

億
円

十
百

千
万

十

東
京

都
北

区
会

計
管

理
者

円円

延
滞

金

2
公

納
付

書
兼

納
入

済
通

知
書

振
替

口
座

加
入

者

保
険

料
額

合
計

金
額

 
 

 
 

 
 

 
 

円

被
保

険
者

番
号

通
知

書
番

号
年

度
期

（
月

）
別

保
険

料
額

延
滞

金

 
 

(主
管

課
保

管
/本

部
控

）
 

（
収

納
代

行
会

社
）

 
 

 
東

２

領収日付印

取
り

ま
と

め
店

主
管

課

（
ご

注
意

）
こ

の
用

紙
は

直
接

機
械

に
読

ま
せ

ま
す

の
で

、
 

 
 

 
 

汚
し

た
り

ピ
ン

で
と

め
た

り
、

折
っ

た
り

し
な

い
で

く
だ

さ
い。

合
計

金
額

 
 

 
 

 
 

 
 

円

領収日付印

（
金

融
機

関
保

管
/店

舗
控

）
（

収
納

代
行

会
社

）

日
 

 
計

口

主
管

課

金
額

口
数

百
千

公

被
保

険
者

番
号

通
知

書
番

号
年

 
 

 
度

保
険

料
額

延
 滞

 金
合

計
金

額

円円円

振
替

口
座

督
促

状
兼

領
収

証
書

加
入

者
東

京
都

北
区

会
計

管
理

者
東

京
都

北
区

（
領

収
日

付
印

が
な

い
も

の
は

無
効

）

収書 左記の納付額(延滞金がある場合は

領証 合計金額)を受領しました。

領
収

書
は

2年
間

保
存

し
て

く
だ

さ
い

。
（

納
付

者
控

）
（

収
納

代
行

会
社

）
 

収
入

印
紙

不要

「
納

め
る

と
こ

ろ
」

裏
面

主
管

課
電

話

受
付

時
間

領収日付印

期
（

月
）

別

納
自

治
体

コ
ー

ド
科

目
年

度
期

別
通

知
書

番
号

年
度

FR
種

年
度

FR
種

納
付

額
桁

TC
納

自
治

体
コ

ー
ド

科
目

年
度

期
別

通
知

書
番

号
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②．合計充当額

保険料 延滞金

＝
円 円

充当額
延滞金
相当額

③．還付加算金

保険料 延滞金

相当年度

①．合計過誤納額

通知書番号

科目
賦課
年度

相当
年度

通知書番号 期月等

第６号様式（第７条関係）

被保険者名

④．還付額

科目

期月等 納付（入）年月日

賦課年度

円 円

納めるべき額
保険料 延滞金

納付（入）済額 過誤納額

― +

還付充当番号 過誤納理由

①．合計過誤納額 ②．合計充当額

後期高齢者医療保険料 過誤納金還付兼充当通知書

あなたが支払った 後期高齢者医療保険料 は納め過ぎになりましたので通知いたします。

未納分がある場合は、下記の充当明細のとおりに、過誤納分を充当しております。④．還付額が生じた場合は、口座振替で

還付いたしますので、同封の還付請求書にご記入の上、ご返送ください。

この通知書の還付受領の時効は２年です。
この処分に不服がある場合の措置

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に東京都北区長

に対して審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内で

あっても、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。

２ 処分の取消しの訴えについては、上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決

があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に、東京都北区を被告として（訴訟において東京都北区を代

表する者は東京都北区長となります。）訴えを提起することができます（なお、当該審査請求に対する裁決があったこ

とを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の

取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、次の（１）から（３）までのいずれかに該当するときは、審

査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。（１） 審査請求があった日の翌日

から起算して３箇月を経過しても裁決がないとき。（２） 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害

を避けるため緊急の必要があるとき。 （３） その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

お問合せ先

＜ 過 誤 納 明 細 ＞

＜ 充 当 明 細 ＞

（単位：円）

（単位：円）

東京都北区長

年 月 日
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請
　
求
　
者

住所

氏名

電話番号

フリガナ

〒

　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　）

銀行 ・ 農協
信 用 金 庫
信 用 組 合

口座名義人

（フリガナ）

（氏名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支　店
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本　店

預金科目

1　普通
２　当座

金融機関コード 支店コード

0
記号

9900 1

過 誤 納 理 由

相 当 年 度

請
　
求
　
者

振
込
先
金
融
機
関

※
ど
ち
ら
か
選
択

住所

フリガナ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　）

氏名

電話番号

銀行等

ゆうちょ
銀行

番号（右ヅメ）

口座番号（右ヅメ）

第７号様式（第７条関係）

委　　　　　　　任　　　　　　　状
上記過誤納金の受領の権限について、上記口座名義人に委任します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

金融機関コード

北　　区　　使　　用　　欄

年　　　　　月　　　　日

被 保 険 者

保険料（円） 延滞金（円） 還付加算金（円） 請求金額（円）

請求日　　　　年　　月　　日

還 付 充 当 番 号

科 目

賦 課 年 度

通 知 書 番 号

後期高齢者医療保険料 過誤納金還付請求書 兼 振替依頼書

下記のとおり過誤納還付金を請求します。なお、請求金額は下記口座に振り込んでください。

印

印

＊請求者と口座名義人が異なる場合、下記の委任状へご記入をお願いいたします。

東京都北区長 殿
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付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

規

則

は

、

令

和

三

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

東

京

都

北

区

後

期

高

齢

者

医

療

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

別

記

第

三

号

様

式

、

第

五

号

様

式

及

び

第

七

号

様

式

の

規

定

に

よ

り

調

製

し

た

用

紙

で

現

に

残

存

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

所

要

の

修

正

を

加

え

、

な

お

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。
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東

京

都

北

区

介

護

保

険

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

令

和

二

年

十

二

月

二

十

五

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



東

京

都

北

区

規

則

第

八

十

七

号

東

京

都

北

区

介

護

保

険

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

東

京

都

北

区

介

護

保

険

条

例

施

行

規

則

（

平

成

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

規

則

第

二

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

三

十

九

条

中

「

介

護

保

険

簡

易

申

告

書

」

を

「

介

護

保

険

料

簡

易

申

告

書

」

に

改

め

る

。

第

四

十

一

条

の

見

出

し

中

「

取

扱

」

を

「

取

扱

い

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

過

誤

納

金

還

付

・

充

当

通

知

書

」

を

「

介

護

保

険

料

過

誤

納

金

還

付

兼

充

当

通

知

書

」

に

改

め

る

。

第

四

十

二

条

の

見

出

し

中

「

取

扱

」

を

「

取

扱

い

」

に

改

め

、

同

条

第

一

項

中

「

過

誤

納

金

還

付

・

充

当

通

知

書

」

を

「

介

護

保

険

料

過

誤

納

金

還

付

兼

充

当

通

知

書

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

過

誤

納

金

還

付

請

求

書

兼

振

替

依

頼

書

」

を

「

介

護

保

険

料

過

誤

納

金

還

付

請

求

書

兼

振

替

依

頼

書

」

に

改

め

る

。

別

記

第

三

十

九

号

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。



第
39号

様
式

（
第

36条
関

係
）

公
公

公

納
種

桁
Ｔ

Ｃ
納

種

億
千

百
十

万
千

百
十

円

#

年
度

納
付

額

賦
課

年
度

　
　

相
当

年
度

分

領　収　日　付　印

日
　

　
　

　
　

計

保
険

料
額

円

延
滞

金

円

割印しないでください。

円

東
京

都
北

区
会

計
管

理
者

加
入

者

振
替

口
座

金
額

通
知

書
番
号

年
度

延
滞

金

自
治
体
コ
ー

ド
科
目

年
度

通
知
書
番
号

期
別

　
　

　
　

　
　

（
主

管
課

保
管

）

領　収　日　付　印

主
管

課

取
り

ま
と

め
店

金
額

口
数

口

主
管

課

　
　

　
（

金
融

機
関

保
管

） 保
険

料
額

延
滞

金

納
付

額
円

被
保

険
者

番
号

通
知

書
番

号

年
度

期
（

月
）

別

被
保

険
者

番
号

通
知

書
番

号

年
度

納
付

書
兼

領
収

証
書

被
保

険
者

番
号

通
知

書
番

号

東
京

都
北

区

（
領

収
日

付
印

が
な

い
も

の
は

無
効

）

振
替

口
座

加
入

者

Ｆ
Ｒ

納
付
額

円
円

賦
課

年
度

　
　

　
相

当
年

度
分

期
（

月
）

別

2
納

付
書

兼
納

入
済

通
知
書

 
原

　
　
符

加
入

者
振

替
口

座

2

東
京

都
北

区
会

計
管

理
者

東
京

都
北

区
会

計
管

理
者

期
（

月
）

別

年
　

　
　

度
賦

課
年

度
　

　
相

当
年

度
分

納
付

額
円

　
領

収
書

は
２

年
間

保
存

し
て

く
だ

さ
い

。
（

納
付

者
控

） 領
収

証
書

左記の納付額（延滞金

がある場合は合計金

額）を受領しました。

「
納

め
る

と
こ

ろ
」

主
管

課
　

領　収　日　付　印

割印しないでください。

保
険

料
額

延
滞

金

円円

自
治
体
コ
ー

ド
科
目

年
度

期
別

Ｆ
Ｒ



別

記

第

四

十

三

号

様

式

か

ら

第

四

十

五

号

様

式

ま

で

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。



第 43号様式（第 39条関係） 
 
 
 

  
 
 

 

この申告書は、北区に所得税・住民税の情報がない方にお送りしています。 

今年度の介護保険料を算定するに当たり、   年度の所得税・住民税（  年  月～  年  

月までの収入状況）の情報がないため、介護保険料の計算ができません。 

下記の申告書(太枠内)に必要事項を記入・押印の上、至急ご提出ください。 
なお、所得税・住民税の申告を申告期限後になさった方は、いつ頃・どこに提出したかをお知らせ

ください。 

【問合せ先】                 電話              

 介護保険料簡易申告書 

 

住 所 電話番号 世帯主名 

   

被保険者氏名・生年月日 職業 収入の種類(該当に○印) 年  1 年間の収入 

氏名 

 

生年月日 

〔    年  月  日〕 

 給与・パート・アルバイト 円 

公的年金(国民・厚生・共済など) 円 

事業・営業・不動産 円 

上記以外の収入 円 

住民税 課税・非課税 （該当に○） 合計所得金額（納税通知書等に記載） 円 

 

※昨年中上記の収入がなかった方は、下記のうち該当する項目に○印をして、必要事項を記入してください。 

１．下記の人に扶養(援助)されていた。 

氏名〔                〕続  柄〔      〕 

住所〔                〕電話番号〔         〕 

２．学生だった。   学校名〔           〕卒業(又は卒業予定)〔    年  月  日〕 

 

３．雇用(失業)保険を受給していた。    受給期間〔     年   月～   月〕 

 

４．遺族年金等を受給していた。 イ・遺族年金  ロ・障害年金  ハ・老齢福祉年金 

     ニ・その他(         )  受給金額          円 

 

５・その他(どのように生計を立てていたかを記入してください。) 

                                             

                                             

送付日  受付・入力日  担当者   

北区長様   年   月   日 

  

 



第
44号

様
式

（
第

40条
関

係
）

（
表

）

公
公

公

納
種

桁
Ｔ

Ｃ
納

種

印

億
千

百
十

万
千

百
十

円

年
度

　
　

　
　

納
付

額

賦
課

年
度

　
賦

課
年

度
分

領　収　日　付　印

日
　

　
　

　
　

計

保
険

料
額

円

延
滞

金

円

割印しないでください。

円

東
京

都
北

区
会

計
管

理
者

加
入

者

振
替

口
座

金
額

通
知

書
番
号

年
度

延
滞

金

自
治
体
コ
ー

ド
科
目

年
度

通
知
書
番
号

期
別

　
　

　
　

　
　

（
主

管
課

保
管

）

領　収　日　付　印

主
管

課

取
り

ま
と

め
店

金
額

口
数

口

主
管

課

　
　

　
（

金
融

機
関

保
管

）

納
付

額
円

被
保

険
者

番
号

通
知

書
番

号

年
度

期
（

月
）

別

被
保

険
者

番
号

通
知

書
番

号

年
度

督
促

状
兼

領
収

証
書

被
保

険
者

番
号

通
知

書
番

号

東
京

都
北

区

（
領

収
日

付
印

が
な

い
も

の
は

無
効

）

振
替

口
座

加
入

者

Ｆ
Ｒ

納
付
額

円
円

賦
課

年
度

　
賦

課
年

度
分

期
（

月
）

別

2
納

付
書

兼
納

入
済

通
知
書

 
原

　
　
符

加
入

者
振

替
口

座

2

東
京

都
北

区
会

計
管

理
者

東
京

都
北

区
会

計
管

理
者

期
（

月
）

別

年
　

　
　

度
賦

課
年

度
　

賦
課

年
度

分
納

付
額

円

　
領

収
書

は
２

年
間

保
存

し
て

く
だ

さ
い

。
（

納
付

者
控

） 領
収

証
書

左記の納付額（延滞金

がある場合は合計金

額）を受領しました。

「
納

め
る

と
こ

ろ
」

裏
面

主
管

課
　

領　収　日　付　印

割印しないでください。

保
険

料
額

延
滞

金

円円

東
京

都
北

区
長

自
治
体
コ
ー

ド
科
目

年
度

期
別

Ｆ
Ｒ

保
険

料
額

延
滞

金



（
裏

）
［

納
め

る
と

こ
ろ

］
１

指
定

期
限

ま
で

に
納

付
が

な
い

場
合

、
地

方
税

法
の

滞
納

処
分

の
例

に
よ

り
滞

納
処

分
を

受
け

る
こ

と
が

あ
り

ま
す

。
２

不
服

申
立

て
こ

の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が

あ
る

と
き

は
、

こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

3箇
月

以
内

に
、

東
京

都
介

護
保

険
審

査
会

に
対

し
審

査
請

求
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
た

だ
し

、
こ

の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
３

箇
月

以
内

で
あ

っ
て

も
、

こ
の

処
分

の
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

を
経

過
す

る
と

審
査

請
求

を
す

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
り

ま
す

。
ま

た
、

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
は

、
前

記
の

審
査

請
求

に
対

す
る

裁
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
箇

月
以

内
に

東
京

都
北

区
を

被
告

と
し

て
（

訴
訟

の
お

い
て

東
京

都
北

区
を

代
表

す
る

も
の

は
東

京
都

北
区

⻑
に

な
り

ま
す

。
）

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

た
だ

し
、

当
該

採
決

が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

６
箇

月
以

内
で

あ
っ

て
も

、
当

該
採

決
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

を
経

過
す

る
と

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
な

く
な

り
ま

す
。

な
お

、
処

分
の

取
消

し
の

訴
え

は
、

前
記

の
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
を

経
た

後
（

次
の

①
か

ら
③

ま
で

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

と
き

を
除

く
。

）
で

な
け

れ
ば

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
こ

と
と

さ
れ

て
い

ま
す

。
①

審
査

請
求

が
あ

っ
た

日
の

翌
日

か
ら

３
箇

月
を

経
過

し
て

も
裁

決
が

な
い

と
き

。
②

処
分

、
処

分
の

執
行

又
は

手
続

の
続

行
に

よ
り

生
ず

る
著

し
い

損
害

を
避

け
る

た
め

緊
急

の
必

要
が

あ
る

と
き

。
③

そ
の

他
裁

決
を

経
な

い
こ

と
に

つ
き

正
当

な
理

由
が

あ
る

と
き

。

問
合

せ



第45号様式（第41条、第42条関係）

年  月  日
東京都北区⻑

様

 あなたが支払った 介護保険料   は納め過ぎになりましたので通知いたします。
 未納分がある場合は、下記の充当明細のとおりに、過誤納分を充当しております。④.還付額が生じた場合は、口座振替で還付
いたしますので、同封の還付請求書にご記入の上、ご返送ください。

〈過 誤 納 明 細〉

〈充 当 明 細〉

この通知書の還付受領の時効は２年です。
 この処分に不服がある場合の措置
  この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以
  内に、東京都介護保険審査会に対し審査請求をすることができます。ただし、この処分があったこと
  を知った日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過
  すると審査請求することができなくなります。また、この処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に
  対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に東京都北区を被告として（訴訟
  において東京都北区を代表する者は、東京都北区⻑となります。）、提起することができます。ただ
  し、当該裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、当該裁決の日の翌
  日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、処
  分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後（次の１から３までのいずれかに該当す お問合せ先
  るときを除く。）でなければ提起することができないこととされています。
 １ 審査請求があった日から３箇月を経過しても裁決がないとき。
 ２ 処分、処分の執行又は手続の執行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
 ３ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

②.合計充当額

延滞金
充当額

被保険者名科目
賦課
年度

相当
年度

通知書番号 期月等 充当額

①.合計過誤納額

（単位：円）

納めるべき金額 納付（入）済額 過誤納額
保険料 延滞金 保険料 延滞金 保険料 延滞金

科目 介護保険 賦課年度 相当年度 通知書番号 （単位：円）

印

介護保険料    過誤納金還付兼充当通知書

還付充当番号 過誤納理由

①.合計過誤納額
−

②.合計充当額
−

③.還付加算金
＝

④.還付額
円 円 円 円



別

記

第

四

十

七

号

様

式

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。



　 第47号様式（第42条関係）

介護保険料　　　　　　　過誤納金還付請求書　兼　振替依頼書

東京都北区長 殿

下記のとおり過誤納還付金を請求します。なお、請求金額は下記口座に振り込んでください。

請求日 年 月 日

フリガナ

被保険者とのご関係（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

銀行・農協
信用金庫 本店
信用組合 支店

1 普通
2 当座

＊請求者と口座名義人が異なる場合、下記の委任状へご記入をお願いいたします。

上記過誤納金の受領の権限について、上記口座名義人に委任します。

年 月 日
〒

フリガナ

印

金融機関コード 支店コード

番号（右ヅメ）金融機関コード 記号

預金種目

（

請求金額（円）

賦課年度

被保険者

保険料（円）

請
求
者

相当年度

振
込
先
金
融
機
関

〒

）

銀
行
等

ゆ
う
ち
ょ

銀
行

※
ど
ち
ら
か
選
択

口座番号（右ヅメ）

延滞金（円）

住
所

氏
名

電話番号

過誤納理由

通知書番号還付充当番号　

科目　　

還付加算金（円）

電話番号 （　　　　　　　）　　　　　
印

口座名義人
（フリガナ）

（氏名）

住
所

氏
名

請
求
者

委任状



付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

規

則

は

、

令

和

三

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

規

則

の

施

行

の

際

、

こ

の

規

則

に

よ

る

改

正

前

の

東

京

都

北

区

介

護

保

険

条

例

施

行

規

則

別

記

第

四

十

三

号

様

式

、

第

四

十

四

号

様

式

及

び

第

四

十

七

号

様

式

の

規

定

に

よ

り

調

製

し

た

用

紙

で

、

現

に

残

存

す

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

所

要

の

修

正

を

加

え

、

な

お

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。


